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平成２１年 

第２回宿毛市議会定例会会議録第１号 

 

１　議事日程 

　　　　　第１日（平成２１年６月１０日　水曜日） 

午前１０時　開議 
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　　　　　　議案第１０号　議会の議決すべき事件に関する条例の制定について 

　　　　　　議案第１１号　宿毛市営地域振興住宅の設置及び管理に関する条例の制定につい 

　　　　　　　　　　　　　て 

　　　　　　議案第１２号　財産の取得について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２　本日の会議に付した事件 

　　　日程第１　会議録署名議員の指名 

　　　日程第２　会期の決定 

　　　日程第３　議案第１号から議案第１２号まで 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３　出席議員（１６名） 

　　　１番　今　城　誠　司　君　　　　　２番　岡　﨑　利　久　君 

　　　３番　野々下　昌　文　君　　　　　４番　松　浦　英　夫　君 

　　　５番　浅　木　　　敏　君　　　　　６番　中　平　富　宏　君 

　　　７番　有　田　都　子　君　　　　　８番　浦　尻　和　伸　君 

　　　９番　寺　田　公　一　君　　　　１０番　宮　本　有　二　君 

　　１１番　濵　田　陸　紀　君　　　　１２番　西　郷　典　生　君 

　　１３番　山　本　幸　雄　君　　　　１４番　中　川　　　貢　君 
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　　１５番　西　村　六　男　君　　　　１６番　岡　崎　　　求　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４　欠席議員 

　　　な　　し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５　事務局職員出席者 

　　　事 務 局 長　　岩　本　昌　彦　君 

　　　次　　　　長　　小　島　美喜子　君 

　　　議 事 係 長　　岩　村　研　治　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６　出席要求による出席者 

　　　市 長　　中　西　清　二　君 

　　　副 市 長　　岡　本　公　文　君 

　　　企 画 課 長　　岡　崎　匡　介　君 

　　　総 務 課 長　　弘　瀬　徳　宏　君 

　　　市 民 課 長　　滝　本　　　節　君 

　　　税 務 課 長　　山　下　哲　郎　君 

　　　保健介護課長　　三　本　義　男　君 

　　　環 境 課 長　　岩　本　克　記　君 

　　　人権推進課長　　乾　　　　　均　君 

　　　産業振興課長　　頼　田　達　彦　君 

　　　商工観光課長　　津　野　元　三　君 

　　　建 設 課 長　　安　澤　伸　一　君 

　　　福祉事務所長　　沢　田　清　隆　君 

　　　水 道 課 長　　豊　島　裕　一　君 

　　　教 育 委 員 長　　松　田　典　夫　君 

　　　教 育 長　　岡　松　　　泰　君 

　　　千 寿 園 長　　村　中　　　純　君 

 　　　会計管理者兼 

　　　会 計 課 長
小　島　秀　夫　君

 　　　教 育 次 長 兼 

　　　学校教育課長
出　口　君　男　君

 　　　生涯学習課長 

　　　兼 宿 毛 文 教 

　　　センター所長

有　田　修　大　君

 　　　学 校 給 食 

　　　センター所長
岡　村　好　知　君

 　　　農 業 委 員 会 

　　　事 務 局 長
小　野　正　二　君
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 　　　選挙管理委員 

　　　会 事 務 局 長
土　居　利　充　君
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時０１分　開会 

○議長（寺田公一君）　これより平成２１年第

２回宿毛市議会定例会を開会いたします。 

　直ちに本日の会議を開きます。 

　日程第１「会議録署名議員の指名」を行いま

す。 

　会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定

により、議長において野々下昌文君及び有田都

子君を指名いたします。 

　日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

　この際、議会運営委員長の報告を求めます。 

　議会運営委員長。 

○議会運営委員長（西村六男君）　おはようご

す。 

　ただいま議題となっております今期定例会の

会期につきましては、議長の要請により、去る

６月８日、議会運営委員会を開催いたしました。

今期定例会に提案予定の案件等を慎重に審査し

た結果、本日から６月２２日までの１３日間と

することに、全会一致をもって決定いたしまし

た。 

　以上、報告いたします。 

○議長（寺田公一君）　おはかりいたします。 

　今期定例会の会期は、委員長報告のとおり、

本日から６月２２日までの１３日間といたした

いと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、今期定例会の会期は、本日から６月

２２日までの１３日間と決定いたしました。 

　この際「諸般の報告」をいたします。 

　去る５月２７日に開催されました第８５回全

国市議会議長会定例総会において、中川　貢君、

西村六男君が議員３０年以上の特別表彰を、有

田都子君、浦尻和伸君、寺田公一君、宮本有二

君が、議員１０年以上の特別表彰を受けられま

した。 

　本席から、多年にわたり地方議会に貢献され

ましたその功績と名誉に対し、衷心よりお祝い

を申し上げます。 

　本日までに、陳情４件を受理いたしました。 

　よって、お手元に配付してあります「陳情文

書表」のとおり、所管の常任委員会に付託いた

します。 

　閉会中の議員派遣については、お手元に文書

を配付いたしておりますので、これによりご了

承願います。 

　市長から、６月３日付をもって、地方自治法

第２４３条の３第２項の規定に基づき、平成２

０年度宿毛市土地開発公社事業及び決算報告書、

平成２１年度宿毛市土地開発公社事業計画及び

予算書、平成２０年度宿毛市土地開発公社宿毛

湾港港湾整備事業特別会計事業及び決算報告書、

平成２１年度宿毛市土地開発公社宿毛湾港港湾

整備事業特別会計事業計画及び予算書、平成２

０年度宿毛市清掃公社事業実績報告書及び歳入

歳出決算書、平成２１年度宿毛市清掃公社事業

計画及び予算書、平成２０年度西南地域ネット

ワーク株式会社事業報告書及び決算報告書が提

出されましたので、お手元に配付いたしました。 

　会議規則第６３条第２項の規定により、一般

質問の通告期限を本日午後５時と定めますので、

質問者は期間内にその要旨を文書で通告してく

ださい。 

　なお、事務的な報告につきましては、お手元

に配付いたしました「事務報告書」のとおりで

あります。 

　市長から、報告事項がありますので、発言を

許します。 

　市長。 

○市長（中西清二君）　おはようございます。 

　本日は、平成２１年第２回宿毛市議会定例会



－ 5 －

にご参集いただきまして、まことにありがとう

ございます。 

　先ほど、議長からご報告がございましたが、

本市議会議員のうち、議長を含めて６名の方が、

全国市議会議長会表彰を受けられましたことに

対して、非常に喜ばしく、心からお祝いを申し

上げます。 

　表彰を受けられました皆様におかれましては、

今後とも宿毛市政発展のため、より一層のご活

躍をされますよう、お願いを申し上げます。 

　それでは、まず初めに、諸般の報告を申し上

げます。 

　かねてより懸案の重要港湾宿毛湾港の池島第

２防波堤の整備でございますが、去る５月２９

日、国の補正予算が成立した中で、直轄事業と

して、これは再開と申していいんでしょうか、

着手することが決定になりました。 

　このことによりまして、安心して船舶の着岸

できる港としての評価も上がり、幡多地域の産

業振興や観光振興に大いに寄与するものと思わ

れます。これもひとえに議会の議員の皆様方を

初め、市民の皆様方や関係各位の熱い思いが通

じたものと感謝を申し上げます。 

　今後とも関係機関とも連携を図り、早期完成

に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えて

おります。 

　続きまして、地場産業の育成及び地域ブラン

ドを広く売り込んでいくことを目的としまして、

本市が支援しております、すくも酒造が、２種

類の芋焼酎、「すくもの芋」と「ざまに」の販

売を６月５日から開始しましたので、ご報告を

させていただきます。 

　本商品は、地元で収穫したサツマイモをその

日のうちに仕込む「朝掘り昼仕込み」という製

造法で、こだわりの芋焼酎に仕上がっておりま

すので、ぜひご賞味をいただき、世に発信をし

てまいりたいと、このように考えております。

ご協力を、ぜひお願いを申し上げます。 

　次に、去る５月１２日に東京都で行われまし

た平成２１年度地域に開かれたダム全国連絡協

議会総会におきまして、本会の現地交流会が本

市で開催されることとなりましたので、ご報告

を申し上げます。 

　開催日は、本年１０月８日と９日の２日間で、

北海道から九州まで、３２の指定ダム所在市町

村が集結して、意見交換等が行われます。 

　また、５月２６日に三重県で行われました平

成２１年度全国離島振興協議会通常総会におき

まして、本会の第１回支部事務局長会議が、本

市の沖の島で開催されることも決定をいたしま

した。 

　開催日は、本年９月２日と３日の２日間で、

北海道から沖縄までの１９の支部及び本部から、

事務局長が集結して意見交換等が行われること

になりました。 

　それでは、報告事項につきまして、ご説明を

いたします。 

　報告第１号は、平成２０年度宿毛市一般会計

予算繰越明許費の報告でございます。 

　繰り越しを行う事業の内容等につきましては、

平成２１年３月定例議会において説明しました

ので、省略をさせていただきますが、繰越額が

確定しましたので、報告します。 

　本繰越明許費のうち、地域活性化・生活対策

臨時交付金にかかわるもので、主なものでござ

いますが、市役所改修事業で３，８００万円、

定額給付金給付事業で４億９，７２３万７，０

００円、子育て応援特別手当給付事業で１，４

４４万円、県営港湾事業負担金で１，５９９万

９，０００円、道路維持管理事業で１，６００

万円、雇用促進住宅取得事業で３，８３５万１，

０００円、小筑紫小学校改築事業で１，４２６

万４，０００円、教育通信環境改善事業で２，

４３０万円などでございます。 
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　また、地域活性化・生活対策臨時交付金関係

以外で、主なものでございますが、これは県営

漁港事業負担金で７１６万円、地方道整備事業

で１億４７２万４，０００円などを、それぞれ

繰越計算書のとおり、平成２１年度に繰り越し

をいたしました。 

　報告第２号は、平成２０年度宿毛市後期高齢

者医療特別会計予算繰越明許費の報告でござい

ます。 

　年度末になりまして、後期高齢者医療保険料

軽減措置が延長されたこと、及び同保険料の徴

収方法が大幅に変更されたことに伴いまして、

年度内のシステムの改修が間に合わなかったこ

とによりまして、後期高齢者医療システム改修

事業費を１５７万５，０００円、繰越計算書の

とおり、平成２１年度に繰り越しました。 

　次に、平成２０年度の各会計の決算状況につ

いて、お手元に資料を配付していますが、その

概要のみを説明させていただきます。 

　実質収支で、一般会計は３，２００万円余り

の黒字決算となっております。また、特別会計

のうち、簡易水道事業特別会計、介護保険事業

特別会計、土地区画整理事業特別会計、及び後

期高齢者医療特別会計につきましても、黒字決

算となっています。 

　しかしながら、単年度収支を見ますと、一般

会計で１億１，０００万円程度の赤字、特別会

計におきましても、４会計で赤字決算となって

いまして、厳しい財政状況であることには変わ

りはありません。 

　今後もこのような状況がしばらく続くものと

予想されますので、宿毛市行政改革大綱・集中

改革プランに沿って、引き続き、効率的で適正

な行財政運営を推進してまいります。 

　議員の皆様方におかれましては、今後ともよ

り一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い

を申し上げまして、報告事項の説明とさせてい

ただきます。 

　ありがとうございます。 

○議長（寺田公一君）　以上で、諸般の報告を

終わります。 

　日程第３「議案第１号から議案第１２号ま

で」の１２議案を一括議題といたします。 

　この際、提案理由の説明を求めます。 

　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、提案申し上げま

した議案につきまして、提案理由の説明をいた

します。 

　議案第１号及び議案第２号は、いずれも専決

処分した事件の承認を求めるものでございます。 

　議案第１号は、平成２１年度宿毛市老人保健

特別会計補正予算でございます。平成２０年度

決算において、国、県の医療費負担が収入未済

となったことに伴う財源不足により、平成２１

年度予算から繰上充用をする必要が生じました

ので、地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、専決処分をしたものでございます。 

　議案第２号は、平成２１年度宿毛市学校給食

事業特別会計補正予算でございます。 

　平成２０年度決算において、給食費の保護者

負担金の一部が未納となったことに伴う財源不

足により、平成２１年度予算から繰上充用をす

る必要が生じましたので、地方自治法第１７９

条第１項の規定により、専決処分をしたもので

ございます。 

　議案第３号は、人権擁護委員候補者の推薦に

ついて、意見を求めるものでございます。 

　本年９月３０日に任期満了となります人権擁

護委員に、新たに奈良和世氏を推薦いたしたく、

人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議

会の意見を求めるものでございます。 

　議案第４号は、監査委員の選任について同意

を求めるものでございます。 

　本年７月１２日に任期満了となります監査委
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員に、現委員の柴岡　敏氏を再選任したく、地

方自治法第１９６条第１項の規定により、議会

の同意を求めるものでございます。 

　議案第５号は、平成２１年度宿毛市一般会計

補正予算でございます。 

　総額で１億３，１３４万１，０００円増額を

しようとするものでございます。 

　歳出で増額する主なものでございますが、総

務費の地域公共交通活性化・再生総合事業負

担金として、８１１万８，０００円、施設等整

備基金積立金として８，５１８万２，０００円、

民生費のふるさと雇用再生あったかふれあいセ

ンター事業委託料としまして、８４９万９，０

００円、労働費のふるさと雇用再生特別基金事

業委託料として５７６万円、農林水産業費の宿

毛市産業振興推進総合支援事業費補助金として

１，３３７万７，０００円、土木費の下水道事

業特別会計繰出金として８９１万７，０００円

などでございます。 

　一方、歳入で増額する主なものでございます

が、県支出金が２，３２８万３，０００円、財

産収入としまして８，５１８万２，０００円、

繰入金として２，１９２万円などでございます。 

　議案第６号は、平成２１年度宿毛市国民健康

保険事業特別会計補正予算でございます。 

　総額で７５万９，０００円の増額をしようと

するものでございます。 

　内容につきましては、臨時雇い賃金の計上、

及び高知県国民健康保険団体連合会負担金の増

額でございます。 

　議案第７号は、平成２１年度宿毛市定期船事

業特別会計補正予算でございます。 

　総額で１３２万円の増額をしようとするもの

です。 

　内容につきましては、臨時雇い賃金の計上で

ございます。 

　議案第８号は、平成２１年度宿毛市下水道事

業特別会計補正予算でございます。 

　総額で、８９１万７，０００円の増額をしよ

うとするものでございますが、これは、人事異

動に伴う人件費の調整でございます。 

　議案第９号は、平成２１年度宿毛市介護保険

事業特別会計補正予算でございます。 

　総額で３６９万８，０００円の増額をしよう

とするものです。 

　内容につきましては、社会保険診療報酬支払

基金返還金の計上でございます。 

　議案第１０号は、議会の議決すべき事件に関

する条例の制定でございます。 

　内容につきましては、去る４月２７日に宿毛

市と四万十市との連名で、定住自立圏構想に基

づく中心市宣言書の調印を行ったことに伴い、

今後、関係周辺自治体と定住自立圏形成協定の

締結等をする場合には、地方自治法第９６条第

２項に基づく議会議決を経る必要がありますの

で、その旨を規定する本条例を制定しようとす

るものでございます。 

　議案第１１号は、宿毛市営地域振興住宅の設

置及び管理に関する条例の制定でございます。 

　内容につきましては、地域振興の一環として、

Ｕ・Ｉターン者向けの住宅を確保するとともに、

宿毛市所有の公営住宅及び改良住宅の老朽化等

に伴う代替住宅として、独立行政法人雇用能力

開発機構が所有する雇用促進住宅を取得し、管

理することに伴いまして、本条例を制定しよう

とするものでございます。 

　議案第１２号は、財産の取得についてでござ

います。 

　内容につきましては、地域振興の一環として、

転入者向け住宅を確保すること等の目的により、

独立行政法人雇用能力開発機構が所有する雇用

促進住宅を取得するに当たり、地方自治法第９

６条第１項第８号の規定により、議会の議決を

求めるものでございます。 
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　なお、本住宅の構造、規模につきましては、

鉄筋コンクリートづくり５階建て２棟で、建物

の延べ床面積は、集会所等の共同施設を合わせ

て４，７６４．８４平方メートル、８０世帯が

入居可能となっております。 

　以上が提案申し上げました議案の内容でござ

います。よろしくご審議の上、適切なご決定を

賜りますようお願いを申し上げ、提案理由の説

明とさせていただきます。 

　ありがとうございました。 

○議長（寺田公一君）　これにて、提案理由の

説明は終わりました。 

　おはかりいたします。 

　議事の都合により、６月１１日及び６月１２

日は休会いたしたいと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、６月１１日及び６月１２日は休会す

ることに決しました。 

　以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

　６月１１日から６月１４日までの４日間休会

し、６月１５日午前１０時より再開いたします。 

　本日は、これにて散会いたします。 

午前１０時２５分　散会 
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陳　情　文　書　表 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成２１年第２回定例会 

 

　　　　上記のとおりそれぞれ付託いたします。 

　　　　　平成２１年６月１０日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宿毛市議会議長　寺　田　公　一 

 

 
受理番号 受理年月日 件　　　　　　　名 提 出 者 付託委員会

 

第２０号
平成 

21. 3.23

浄化槽清掃許可、一般廃棄物収

集運搬（し尿）の許可申請につ

いて

団　体 産 業 厚 生

 

第２２号 21. 6. 3
地元建築業界及び関連事業の振

興について
団　体 〃

 

第２３号 21. 6. 4
海運・フェリー・旅客船の航路

存続と船員の雇用対策について
団　体 総 務 文 教

 

第２４号 21. 6. 8
「非核日本宣言」を求める意見

書の提出について
団　体 〃
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平成２１年 

第２回宿毛市議会定例会会議録第２号 

 

１　議事日程 

　　　　第６日（平成２１年６月１５日　月曜日） 

午前１０時　開議 

　　　第１　一般質問 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２　本日の会議に付した事件 

　　　日程第１　一般質問 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３　出席議員（１６名） 

　　　１番　今　城　誠　司　君　　　　　２番　岡　﨑　利　久　君 

　　　３番　野々下　昌　文　君　　　　　４番　松　浦　英　夫　君 

　　　５番　浅　木　　　敏　君　　　　　６番　中　平　富　宏　君 

　　　７番　有　田　都　子　君　　　　　８番　浦　尻　和　伸　君 

　　　９番　寺　田　公　一　君　　　　１０番　宮　本　有　二　君 

　　１１番　濵　田　陸　紀　君　　　　１２番　西　郷　典　生　君 

　　１３番　山　本　幸　雄　君　　　　１４番　中　川　　　貢　君 

　　１５番　西　村　六　男　君　　　　１６番　岡　崎　　　求　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４　欠席議員 

　　　な　　し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５　事務局職員出席者 

　　　事 務 局 長　　岩　本　昌　彦　君 

　　　次　　　　長　　小　島　美喜子　君 

　　　議 事 係 長　　岩　村　研　治　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６　出席要求による出席者 

　　　市 長　　中　西　清　二　君 

　　　副 市 長　　岡　本　公　文　君 

　　　企 画 課 長　　岡　崎　匡　介　君 

　　　総 務 課 長　　弘　瀬　徳　宏　君 

　　　市 民 課 長　　滝　本　　　節　君 

　　　税 務 課 長　　山　下　哲　郎　君 
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　　　保健介護課長　　三　本　義　男　君 

　　　環 境 課 長　　岩　本　克　記　君 

　　　人権推進課長　　乾　　　　　均　君 

　　　産業振興課長　　頼　田　達　彦　君 

　　　商工観光課長　　津　野　元　三　君 

　　　建 設 課 長　　安　澤　伸　一　君 

　　　福祉事務所長　　沢　田　清　隆　君 

　　　水 道 課 長　　豊　島　裕　一　君 

　　　教 育 委 員 長　　松　田　典　夫　君 

　　　教 育 長　　岡　松　　　泰　君 

　　　千 寿 園 長　　村　中　　　純　君 

 

 

 

 　　　会計管理者兼 

　　　会 計 課 長
小　島　秀　夫　君

 　　　教 育 次 長 兼 

　　　学校教育課長
出　口　君　男　君

 　　　生涯学習課長 

　　　兼 宿 毛 文 教 

　　　センター所長

有　田　修　大　君

 　　　学 校 給 食 

　　　センター所長
岡　村　好　知　君

 　　　農 業 委 員 会 

　　　事 務 局 長
小　野　正　二　君

 　　　選挙管理委員 

　　　会 事 務 局 長
土　居　利　充　君
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分　開議 

○議長（寺田公一君）　これより本日の会議を

開きます。 

　日程第１「一般質問」を行います。 

　順次発言を許します。 

　３番野々下昌文君。 

○３番（野々下昌文君）　皆さん、おはようご

ざいます。３番、公明党、野々下でございます。 

　このたびは、寺田議長、中平副議長の就任、

大変におめでとうございます。 

　それでは、早速、寺田新議長のお許しをいた

だきまして、一般質問をさせていただきます。 

　私が質問するのは、小中学校の統合再編計画

及び宿毛のスクールニューディール計画につい

てであります。 

　平成１９年１１月、宿毛市教育委員会より、

宿毛市立小中学校統合再編計画が示されました。

最初の統合計画であります小筑紫小学校の２１

年度統合予定に向けて、建設予定地での既存建

築物の解体、撤去工事が既に始まっており、地

域からは就業に対する期待の声も聞かれており

ます。 

　しかし、第２次の統合計画であります大島、

宿毛、松田川、橋上の宿毛地域の４小学校の２

４年度統合計画が示されておりますが、この計

画では、本年２１年度は基本計画が作成され、

地元説明が終わることは示されております。 

　さきの３月議会で同僚議員の質問に対し、教

育長は、新校舎の建設場所を旧県立宿毛病院の

敷地を予定地として交渉しており、新校舎の建

設位置のめどが立った時点で地元説明に入りた

いと考えている、という答弁だったと記憶して

おりますが、いまだ地元からは何らかの説明が

あったり、話し合いがもたれたということは伺

っておりません。 

　現在、２１年の６月であり、当初の計画から

いうと１年半の大変なおくれとなっております。 

　現時点で建設位置も決まっていない、地元説

明も行われないということであれば、２４年度

の統合は非常に不可能なことではないかと思わ

れます。 

　地元の皆さんも、大変な不安を抱えておりま

す。また、宿毛市民にとっても、最大の関心事

でもあります。宿毛市や教育委員会からは、地

元説明がおくれていることに対し、何ら説明も、

また計画変更も示されておりません。 

　このあたりで、地元の皆さんが安心できる具

体的な説明や、計画の見直しを示す必要がある

のではないかと思いますが、教育長はどのよう

に考えておられるのか、お伺いをいたします。 

　また、中学校の統合再編計画も同じことが言

えるかと思います。小学校も中学校も、非常に

広範囲な統合再編計画であり、低学年の子ども

や通学距離を考えるとき、地元説明がスムーズ

にいくとはとても考えられません。 

　２１年度一次補正予算では、小中学校の耐震

化を進めるために、ＩＳ値０．３未満の耐震化

工事はすべて今年度中に完成させるための予算

が計上され、この国庫補助を活用すると、市町

村の負担はＩＳ値０．３未満で、全体事業費の

６パーセント、ＩＳ値０．６未満で全体事業費

の１１パーセントで耐震化を行うことができ、

また、改築工事ではＩＳ値０．３未満の工事は、

事業は実質地方負担９パーセントで改築工事が

できる補助制度もできております。 

　また、６月４日の高知新聞には、高知市内の

小中保の耐震化前倒し計画が掲載されておりま

した。 

　大きく国の対応も変わってきております。こ

のようなことも加味しながら、教育委員会、教

育審議会において、抜本的な計画の見直しも必

要じゃないかと考えますが、ご所見をお伺いい

たします。 
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　続いて、宿毛のスクールニューディール計画

についてであります。 

　今国会で５月２９日可決成立した新経済対策

に含まれるスクールニューディール構想は、事

業費を１兆１，０００億円というプロジェクト

で、さまざまな方面から高い関心が寄せられて

おります。 

　この構想が注目される背景には、世界が同時

不況の局面を迎える中、中長期の成長戦略を踏

まえた経済構造を変革するという視点が含まれ

ています。 

　このスクールニューディール構想は、学校設

備における耐震化とエコ化、情報化を集中的に

推進しようとするもので、具体的には、公立校

を中心に、太陽光発電パネル設置などのエコ改

修を進めるほか、インターネットのブロードバ

ンド化や校内ＬＡＮの充実など、ＩＣＴ、すな

わち学校内の情報通信技術環境を整備しようと

するものであり、予定されていた耐震化も前倒

しして３年間で集中的に実施しようとするもの

であります。 

　国の新経済対策では、低炭素革命を中心に、

中長期的な成長戦略の柱として位置づけており

ます。 

　その代表的な取り組みが、最先端のレベルに

ある日本の環境関連技術を生かす上でも、太陽

光発電にかかる期待は大きく、学校施設への太

陽光パネル設置は、その大きな推進力となるは

ずです。 

　また、温暖化の防止や、子どもの遊び場とし

て注目される校庭の芝生化を進めることの教育

的な効果も、大変期待をされております。 

　また、学校耐震化に関しては、特に緊急性の

高い１万棟余りについて、２３年度までの５年

計画だったものを、２１年度補正予算で２年間

前倒しするという取り組みです。 

　学校は、子どもたちが１日の大半を過ごす活

動の場であり、災害時には地域住民の応急避難

場所としての役割も果たすことから、安全性の

確保は極めて重要であります。 

　学校におけるＩＣＴ環境の整備も急務の課題

と言えます。ＩＣＴ技術は、今や社会に不可欠

なインフラであり、こうした環境整備の格差が、

子どもたちの教育現場にあってはならないとい

う決意で、パソコンや電子黒板の設置、各教室

の地デジ対応テレビの設置など、ＩＣＴ情報通

信技術化などを進め、教育環境を充実させると

同時に、経済の活性化を図るのが狙いであり、

積極的に学校のＩＣＴ化も進めていっていただ

きたいと思います。 

　そこでお尋ねをいたします。 

　この構想を受けて、宿毛市の小中学校での太

陽光発電パネル設置へ、今後、どのように取り

組んでいかれるのかお伺いをいたします。 

　２問目として、宿毛市の小中学校での運動場

の芝生化への取り組みはあるのかどうか、お伺

いをいたします。 

　３点目として、宿毛市の小中学校の耐震化の

進捗状況と、前倒しでの取り組みはあるのかど

うか、お尋ねをいたします。 

　４点目として、宿毛市の校内ＬＡＮや電子黒

板、デジタルテレビなどの設置状況と、今後の

取り組みについてお尋ねをいたします。 

　５点目として、小中学校のＩＣＴ化に伴い、

環境に対応できる技術修得は、教師の技術修得

はどうされるのか。 

　以上、５点を伺いまして、第１回目の質問を

終わります。 

○議長（寺田公一君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、おはようござい

ます。野々下議員の質問の中で、計画等がござ

いましたので、あつかましく、ちょっとしゃし

ゃり出てまいりました。教育長への質問という

ことでございますが、計画のことが出ましたの
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で、少し教育長の答弁の前に話をさせていただ

きたいと思います。 

　１９年１１月、皆様方にご説明をしました学

校再編計画、出したわけでございます。 

　施設の設置者として、市長部局の方にも関連

がございますので、計画を立てるに当たって、

教育審議会の方で、いろいろ教育委員会の方で

計画を、原案として立てていただきました。そ

して、市長部局の方にその原案出されまして、

財政の問題であるとか、立地の問題であるとか、

そういうことも検討させていただいた上で、議

会の方への説明もさせていただいたわけでござ

います。 

　私が、今、感じてますのは、１９年にこの計

画を策定して、皆さんにお示ししたわけでござ

いますが、昨年度から、非常にリーマンショッ

ク以来、非常に財政の関係も厳しくなる。 

　一方では、財政が厳しいという形で、また政

府の方からは、非常な地域活性化の臨時交付金

とか、いうふうな制度も出てきております。 

　財政的には、少し持ち直しはしておるかなと

いうふうなことは思いますが、立地の問題、先

ほど県立病院跡地へのということでございまし

た。立地の問題がございまして、まだ、県には

要望を入れておりますが、この問題がまだ、県

から正式によろしいというまでの返事をいただ

いておらないのは、今、現状でございます。 

　そういったことで、計画が一応立てておりま

すが、クリアすべき課題が、まだ、多々ござい

ます。もちろん、その住民の方々に説明しなき

ゃいけない。そして、計画、説明した結果で、

いろいろな、我々、考えも及ばないような事案

も出てくるかもしれません。これはまだはっき

りわかりませんが、そういったそのこともあり

まして、我々としても、ぜひこの計画はコンプ

リートされたもの、一応の計画としてはコンプ

リートされたものでございますけど、すべてそ

のとおりには、なかなかいかないかもしれない

という懸念は、私も実は、正直申しまして持っ

ております。 

　そういった中で、少しずつ、これからも変わ

ることもあろうかなということは、私自身が思

っておりますが、それにしても、変わるにして

も、やはりこの変わるものについて、議会の方、

それから皆さん方、これ関心を持っておられる

市民の方々にも、ご意見もいただきながら、変

えるときには変えていくというふうな、少し柔

軟な姿勢を持って取り組まなきゃいけない。 

　学校問題でございますから、子どもの安全、

耐震化の問題も出ておりました。それから、学

校のニーズの問題とか、いろいろな問題があっ

ての統合計画を立てたわけでございますけど、

これを、これからも柔軟な形で、皆様方に受け

入れていただけるような形に持っていかなきゃ

いけないなというふうなことを、今の時点では

思っておりますので、そのことを、ちょっと先

に申し上げさせていただきました。 

　以上でございます。 

○議長（寺田公一君）　教育長。 

○教育長（岡松　泰君）　おはようございます。

教育長、野々下議員の一般質問にお答えをいた

します。 

　今、市長の方から、施設の設置者としての考

えを皆さんにお話があったと思いますけれども、

何点か重なる点はあるかと思いますけれども、

教育委員会としての考えを、皆さんにお話した

いと思っております。 

　学校再編につきましては、平成１９年の１０

月に、宿毛市の教育審議会から答申を受けまし

て、それを受けまして、教育委員会において審

議を重ねて、宿毛市立の小中学校再編計画とい

うものを策定をいたしまして、それが高知新聞

にも記載されまして、それから私の方としても、

広報の中で小中学校の編成についての思いであ
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るだとか、それから、枠組みであるとか、そう

いうものをお知らせをしたところであります。 

　学校統合につきましては、子どもたちにとっ

てよりよい教育環境、地域性を十分に考慮して、

安心、安全な学校づくりのために、住民や保護

者の皆さんの理解をいただき、合意を得ながら

進めなければならないと考えております。 

　今、野々下議員の質問の中にもありましたけ

れども、いろいろ議員の皆さんもお考えがあり

ましょうし、地域の方、それから保護者の方か

らも、いろいろな意見がございます。そのこと

につきまして、朝令暮改的な、すぐ変えるよう

な計画ではどうしようもございませんけれども、

金科玉条的に、一遍決めたものはずっと通すと

いう考えは、教育委員会としては持っておりま

せんし、いろいろな、皆さんの意見を聞きなが

ら、取り入れるべきところはしっかりと取り入

れるべきだと考えております。 

　小筑紫地域の学校統合におきましても、保護

者の皆さんはもとより、地域の皆さんに十分と

は言いませんけれども、熱心には、我々は説明

を申し上げました。そして、一定の理解はして

いただきまして、現在、校舎の建築に向けての

取り組みを進んでおります。 

　一部ご理解をいただいていない地域につきま

しては、今後とも理解をいただけるように努力

をしてまいりたいと考えております。 

　その他、それに続きます宿毛地域の小学校の

統合につきましては、市長の方から話がありま

したけれども、まず、中学校の統合について、

現実に即した計画を見直して、２回も３回も子

どもたちが校区を変更しなければならないとい

うようなことがあったりしますので、その辺の

こともしっかりと考えてまいりたいと思います

し、不安をいだいている保護者とか住民に説明

する必要があるのではないかというご質問でご

ざいますけれども、子どもたちがどんな生活環

境の中で、学校生活を送ることが望ましいかを

目指して、検討していく必要があると考えてお

ります。 

　いろいろな方々のご意見をお聞きする中で、

多くの皆さんに理解をしていただけるような学

校環境整備が図れるように、取り組みを進めて

いきたいと思っております。 

　次に、スクールニューディール構想に基づく

宿毛市の取り組み状況についてでございますけ

れども、国が推進をしておりますスクールニュ

ーディール構想においては、学校施設の耐震、

それからエコ化、ＩＣＴ化をより推進させるた

めに、新たな支援策が打ち出されております。 

　これらの支援策を活用しながら、宿毛市にお

いても、学校の環境整備に取り組んでまいりた

いと考えております。 

　まず、太陽光の発電の設備の導入についてで

ございますけれども、統合の小筑紫小学校に設

置を予定をしております。本市は、太陽の日照

時間が比較的長いので、効率的な太陽光発電が

可能であると考えております。 

　平成２１年度には、小筑紫小学校の新校舎の

屋根に出力３０キロワットの太陽光発電設備を

設置しまして、省エネ対策や、二酸化炭素排出

抑制を図り、地球温暖化対策の推進につなげる

とともに、子どもたちの教育の環境を大いに貢

献できると、こういうふうに考えております。 

　次に、小中学校の運動場の芝生化につきまし

ては、今回の国の構想の中に位置づけられてお

りますけれども、本年取り組むべき事業が多く

ありまして、優先順位を考える中では、今回は

取り組む計画を立てておりません。 

　次に、学校施設の耐震化につきましては、現

在では新基準による耐震施設であるものと、そ

れから耐震補強した小中学校の全体の耐震化率

につきましては、２６．３パーセントとなって

おります。 
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　今回の国の経済対策は、平成２１年度限りの

事業となっております。一部の学校を除きまし

て、これらの耐震診断を行って、実施計画、そ

れから耐震化工事まで実施することは、非常に

困難な状況であります。 

　耐震補強されていない学校につきましては、

学校再編計画でも説明をさせていただきました

けれども、校舎の改築により、耐震をすること

となっております。 

　また、各学校の校内のＬＡＮの整備や、地上

デジタルテレビ化の対応につきまして、それか

ら電子黒板の導入についてでございますけれど

も、電子黒板、パソコンなどのＩＣＴ機器や校

内ＬＡＮなどを駆使した、わかりやすい授業を

実現するために、国において学校情報通信技術

環境整備事業による補助要綱が制定をされてお

ります。 

　本市においても、その補助事業を活用させて

いただいて、学校のテレビのデジタル化、小学

校の電子黒板の整備、授業用のパソコン及び教

員へのパソコン整備、教室への校内ＬＡＮの整

備について、可能な限り整備をしてまいりたい

と考えております。 

　また、これらのＩＣＴ機器の整備により、情

報教育の環境が整いましたら、その環境に伴う

教育活動の対応が必要となってまいります。 

　県の教育委員会とも連携をしまして、教員の

資質の向上のために、研修に取り組んでまいり

たいと思っております。 

　それから、電子黒板と申しましたけれども、

電子黒板は来年、再来年から始まる小学校の外

国語活動の中で、ＤＶＤを使って、英語に堪能

な先生が小学校では多いですので、その電子黒

板を使って授業を展開するというものに大変役

立つと聞いております。 

　以上でございます。 

○議長（寺田公一君）　３番野々下昌文君。 

○３番（野々下昌文君）　再質問をさせていた

だきます。 

　市長から学校の建築の場所は、市の方に要望

しているけれども、返事がまだ来てないという

ことですが、また、説明も考えているというこ

とですけれども、教育長の方から、説明につい

ては今後、検討していくと言われております。 

　この平成１９年１１月８日の高知新聞ですが、

これにこのように、宿毛市が小中校再編、沖の

島を除き４小１中にという見出しで掲載されて

おり、その中に２４年度には宿毛４４９人、当

時だと思いますが、大島１６１人、松田川７１

人、橋上４１人の４小学校を新築する小学校に

統合するとしております。 

　この新聞は、多くの市民も見ており、１年半

のおくれは大変心配であります。 

　やはり、早く、きちっとした説明をするべき

ではないでしょうか、そのように思います。 

　ここまで計画がずれ込んできますと、先ほど

も言いましたけれども、中学校の再編計画、さ

きの３月議会で中平議員が言われていた小学校

が先で、中学校が後からという問題ですが、小

学校も、必ずしもここまでずれ込んでくると、

小学校を先にということにもならないかと思い

ます。 

　また、この計画の見直しについてですけれど

も、必ずしも、この教育長の言う話では、この

計画にとらわれずに、いろいろな形で見直して

いくということですけれども、どうせ見直して

いくのであれば、前議会で同僚議員も指摘して

おりましたが、小中一貫校の基本にした見直し

も、学校再編計画の中に、もう一度検討課題と

して入れてみてはいかがと考えております。 

　また、スクールニューディール計画について

ですが、今回の補正予算が最初で最後のチャン

スといわれてますが、宿毛市教育委員会として

は、精いっぱい、今の発表では精いっぱいの取
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り組みをしていただいていると思われます。 

　これを余り活用しない市町村もあるようであ

ります。ただひとつ、今回の取り組みで残念な

ことは、校庭の芝生化への取り組みが、そうい

う優先順位のことでできていないということで

ありますけれども、今までの既成概念では、芝

生化イコール事業コストが高い、維持管理が大

変というイメージを持たれていると思いますが、

今、芝生の植栽方法として、ポット苗移植法が

全国から注目をされております。 

　これは、鳥取方式とも呼ばれ、苗代等が非常

に安いこと、特別な土壌改良を必要としないと

いうことから低コストで、事業コストは今まで

の張り芝方式では１平方メートル当たり１，０

００円から３，０００円かかり、ポット方式で

は１平方メートル当たり８０円から２４０円で

行えるということで、年間維持管理費は、芝刈

りと施肥のみで、１平方メートル当たり１００

円以内で行えるとしております。 

　この考案者は、ニュージーランドから鳥取に

来ておりますニール・スミスさんといわれる方

ですが、ほかにもメリットとして、植えつけや

維持管理は、保護者と子どもが協力して行うと

いうことで、保護者間や親子の交流促進のきっ

かけや、また屋外活動の促進で、遊び方が変わ

ってくる。変化が出てくる。温度上昇の抑制に

よる適正化の向上、砂じんの飛散、土の流出防

止、排水性の向上、美観によるいやし、情緒の

安定などを挙げておられます。 

　この鳥取方式は、除草剤や農薬を一切使用し

ない、環境と利用者にも優しいことから、校庭

の芝生化にももってこいで、専門業者でなくて

も、だれでも取り組むことは可能だといわれて

おります。 

　特に、今後、統合再編計画後の空き地や運動

公園の砂じんの飛散、土の流出が懸念をされま

すし、また、公園化にも役立つのではないでし

ょうか。 

　今後の研究課題としてはどうでしょうか。そ

れを考えていただきたいと思います。 

　以上で、２回目の質問を終わります。 

○議長（寺田公一君）　教育長。 

○教育長（岡松　泰君）　教育長、野々下議員

の再質問にお答えをいたします。 

　芝生化の問題につきましては、確かにいろい

ろ、子どもたちの健康・安全のためにだとか、

それから、そこの学校の周りの環境整備をする

とか、いろいろな意味で大切なことだとは思っ

ておりますけれども、今回、宿毛市に交付金が

いただいたのは、２億４，９００万ぐらいなお

金で、２億４，９００万円のお金を、いろいろ

学校の子どもたちにパソコンだとか、電子黒板

だとか、いろいろなことに使いますので、ちょ

っと、順位が、先ほど申しましたように、それ

を軽んじたわけではないですけれども、その方

が、学校の先生も希望しておりましたので、教

育委員会の方で順序を下の方に下げさせていた

だきましたので、申しわけありません。 

　それから、学校再編のことにつきましては、

ご指摘のように、大変、地元の説明が、宿毛地

区の方、おくれておりまして、市長が申しまし

たように、ある程度、新しい校舎の設置する場

所が決まってないと、なかなか説明がいきにく

いのではないだろうか。ある程度の枠組みをお

示しをしましたけれども、その中で、やはり松

田川の方の近くに建てるだとか、ちょっとわか

りませんけれども、西の方へ建てる、東の方へ

建てる、中央の方へ建てるいうことで、地域に

説明するときに難しいいうことがありまして、

ちょっと遅くなっております。 

　それから、先ほど申しましたように、いろい

ろな皆さんの意見を考慮しながら進めていくと

いうことでありますので、見直しもあり得ると

いうことで、少し時間をいただきたい。 
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　それから、今から、今年度も教育審議会を開

いて、教育委員会と協議するという形にもなろ

うかと思いますので、そのように理解をしてい

ただきたいと、こんなに思います。 

　それから、できるだけ早い時期に、しっかり

したものをつくり上げて、それを教育委員会で

検討をいたしまして、整理をして、地元説明に

まいりたいと、こんなふうに思っております。 

　以上です。 

　先ほど、再質問の中で、小中一貫教育につい

てのお尋ねがあったと思いますけれども、その

点が抜かっておりましたので、ご説明をいたし

ます。 

　小学校６年間、それから中学校の３年間、そ

の９年間の活動が分断をされることなく、系統

的な取り組みがなされて、小学校の教員、中学

校の教員が連携をとりながら、英語であるだと

か、理科、それから芸能教科、その専門教科を

中学校の教員が専門性を生かして授業を実施す

ることができて、より深い、子どもたちが興味

を持って学習に取り組むことができるなど、そ

んなメリットがあるのではないかと考えており

ます。小中一貫教育の中では。 

　そして、中学校の教員が小学生に教えること

によって、中学校へ入学した際に、いろいろな

中学校の授業のことであるだとか、それから中

学校の活動に対する不安を解消できるというこ

とも、メリットではないかと思っております。 

　さらに、小中学校の教員が、相互に授業とか、

生活指導のことで共同研究をすることによって、

教員の指導力の向上が図れるなどの利点がある

と考えられております。 

　それから、本市におきましては、沖の島の小

中学校で、中学校の教員が全員を、小学校の教

員に兼任の発令をしております。小学校の授業

を中学校の教員が実施をしております。 

　また、お隣の愛南町での組合立で設置をして

おります篠山小中学校においても、小中の一貫

教育を実施をしております。 

　いずれも、１つの小学校から、そのまま中学

校入学するケースであると思います。複数の小

学校と中学校が一貫教育というのは難しいと思

いますので、新しい枠組みができた中で、今、

東京であるとか、横浜だとか、小中一貫教育に

ついては、いろいろな取り組みがなされており

ますし、それぞれに、いろいろな子どもたちに

育成しなければならない心だとか、学力だとか、

保障される取り組みもなされております。 

　また、本市におきましても、片島中学校にお

きましても、小学校から中学校への入学による

ギャップを、極力抑えるために、小学校と中学

校の連携行事を実施をしております。小学校の

教員と中学校の教員が、連絡会も開催をしてお

ります。 

　これからは、これらの取り組みを進める中で、

その他の中学校区の、中学校と小学校の連携を

深めていく取り組みについて、各学校で協議を

進めてまいりたい、そんなふうにしたいと思っ

ております。 

　以上でございます。 

○議長（寺田公一君）　３番野々下昌文君。 

○３番（野々下昌文君）　再編計画については、

今後、教育審議会、教育委員会で検討して、改

めて説明、発表していくということですので、

いずれにしましても、今後の統合再編計画、子

どもたちを第一に、子どもたち最優先の統合計

画として考えていただきますようにお願いいた

しまして、一般質問を終わります。 

○議長（寺田公一君）　４番松浦英夫君。 

○４番（松浦英夫君）　皆さん、おはようござ

います。４番、松浦でございます。 

　平成１９年の市議会議員選挙において、市民

の皆さん方の審判をいただき、議会に初めて送

っていただいて早いもので任期も半分が経過を
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し、折り返し点に入りました。 

　今日まで、市民の思いや考えを行政に反映す

べく、一般質問や議案質疑を通じて、提案なり、

意見反映を行ってまいりました。今後も、一議

員として、市民の目線に立ち、市民の幸せを追

い求め、活動を行ってますので、皆さん方の温

かいご指導、よろしくお願いを申し上げます。 

　それでは、通告をいたしております内容につ

きまして、一般質問を行います。 

　まず、初めは、福祉行政について、何点かお

伺いをいたします。 

　１点目は、医療費の無料化と子育て支援策に

ついてであります。 

　市長は、平成１９年１１月に行われました市

長選挙において、無投票で再選をされました。

２期目の市政に臨むに当たっては、何よりも市

民の目線を第一にしながら、元気を出して、今

後４年間取り組んでまいりたいと抱負を語られ

ております。 

　そして、基本的な考えとして、子どもの教育

環境の整備を図ることは急務であるとの考えの

もと、学校や保育園の再編は、削るだけではな

く、働く保護者が利用しやすいようなサービス

の充実を図っていきたい。そして、義務教育期

間の医療費の無料化、あわせて子育て支援策に

ついても、取り組んでまいりたいと述べられて

おります。 

　この間、義務教育期間の医療費の無料化につ

きましては、とりあえず小学校卒業時までの拡

大や、ひとり親家庭に対しての医療費の補助を

行ったことについては、一定の評価をいたしま

す。 

　子育てをしている皆さんからも、大変、喜ば

れておるとのお話を聞いてまいりました。 

　お隣の土佐清水市では、既に義務教育期間中

の医療費については、完全無料化が実施をされ

ております。本市にとりましても、子育て支援

策の推進は、喫緊の課題であろうと存じますが、

宿毛市としては、いつごろまでに義務教育期間

中の医療費無料化の完全実施を行おうと計画を

しているのか、市長の所見をお伺いいたします。 

　あわせて、宿毛市においても例外ではなく、

少子化が非常に進んでおり、将来を考えた場合

に、大変な問題であり、大きな課題でもありま

す。 

　現在、国や高知県においても、その対策に乗

り出しており、本議会でも、今日まで議論はさ

れてまいりました。制度や財政的な問題もあわ

せて考えなくてはなりませんので、国や高知県

とも連携を図りながら、各種の施策を推進する

ことも大変重要なことでありますが、宿毛市独

自に考えておるというか、取り組もうとしてい

る子育て支援策、並びに少子化対策について、

市長の所見をお伺いいたします。 

　私としては、国会において、先月の２９日に

成立いたしました平成２１年度第一次補正予算

の内容につきましては、総選挙を前にしての大

盤振る舞いであり、ばらまき予算の感がいたし

まして甚だ疑問に感じております。 

　その中に盛り込まれております子育て応援特

別手当についてお伺いいたしますが、少子化対

策は、先ほど少し触れましたが、安心して子ど

もを産み育てるようにするために、制度面での

改善や、財政的な支援策、及び施設整備等の環

境づくりを含め、国をあげて、継続的に取り組

まなければ、その効果は出てこないものと考え

ます。 

　私といたしましては、定額給付金についての

考えと同様でありますが、このような財源を市

町村独自で活用できるならば、もっと有効に活

用できるのではないかと考えます。 

　本年度１年限りのこの子育て応援特別手当に

ついて、市長としてどのように思っているのか、

所見をお伺いいたします。 
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　次は、少子化対策と関連いたしますが、保育

園問題についてお伺いいたします。 

　先日、平田にあります高知西南中核工業団地

の中で、比較的女性の労働者を多く雇用してい

る会社を訪問して、保育園問題を初め、労働力

の確保対策と雇用対策や、会社の抱えてている

いろんな問題についてお話を聞く機会がありま

した。 

　現在、この工業団地では、宿毛市を中心とし

て約８３０名の労働者が働いておりまして、宿

毛市における工業生産並びに雇用の場として、

大変重要な役割を果たしておりますことはご案

内のとおりであります。 

　企業にとりましては、労働力を安定して確保

しなければなりませんし、労働者にとりまして

も、安心して働き続ける環境を整え、しかも、

働きながら子どもを産み育てることができる要

件を整えた会社が求められております。 

　これは、仕事と生活の調和、いわゆるワーク

ライフバランスの実現を図っていこうとする考

え方であります。 

　以上の観点から、工業団地内にあります企業

にとりまして、大きな課題となっておりますの

は、働きながら子育てをしている方の確保対策

であります。 

　その対策の１つとして、工業団地の中に保育

園の設置を求める動きが出てまいります。団塊

の世代が企業の第一線から去っていく今日の時

代にあって、労働力の確保ということが、先ほ

ども言いましたけれども、企業にとりまして大

変重要な課題であります。 

　すぐれた、有能な職員の確保、並びに企業の

定着を図る意味において、この会社だけの問題

ではなく、工業団地全体で考えなければならな

い課題ではないかということで、最近になって、

高知県の指導と助言を受けながら、アンケート

調査を実施して、その保育ニーズの掘り起こし

をしようとしています。 

　近くに保育園があれば、子どもさんに何かあ

った場合でも、すぐに対応できますし、会社へ

の通勤時や退社時における子どもの送り迎え等

を考えた場合に、何かと便利になり、働く人の

モチベーションも上がってくるものと考えます。 

　そして、その保育園に０歳児からの受け入れ

や、延長保育の態勢があれば、勤務体制に合わ

せて利用できます。 

　工業団地で働く若い労働者にとりましては、

共通の願いでもあります。 

　この会社における育児休業の期間は１年との

ことであり、子どもさんを出産した場合でも、

核家族化とあわせて市内には０歳児からの受入

態勢を整えた保育園は少なく、そのために、中

にはやむなく退職をしなければならない状況に

追い込まれている事例もあるようであります。 

　そして、この問題は、男女共同参画社会の実

現がいわれておる今日において、単に女性だけ

の問題ではなく、男性も含めて、社会全体で真

剣に考えなければならない課題であります。 

　そのほかにも、こうした働く女性に優しい保

育体制が整った工業団地であれば、今後の企業

誘致に向けての活動を進める場合においても、

有効な手段として評価され、強くアピールでき

る材料ともなります。 

　そうした取り組みが企業の定着にもつながっ

てくるものと考えます。 

　宿毛市としても、少子化対策並びに雇用対策

として、一方、工業団地の果たす役割等を考え

た場合に、工業団地内に保育園の設置を真剣に

考えていく必要があるのではないかと考えます

が、市長の所見をお伺いいたします。 

　次に、沖の島保育園の問題についてでありま

す。 

　ご案内のとおり、現在、沖の島保育園は休園

となっております。最近における沖の島地区の
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状況を見てみますと、昨年、２０数年ぶりに島

での結婚式がありました。この若い２人の間に、

先月初め、かわいらしい子どもさんが誕生いた

しました。 

　これに先だちまして、島にＵターンした、こ

れまた若いご夫婦がおりまして、２歳になる子

どもさんが誕生いたしております。 

　ことしの５月には、高知市の方から漁協に勤

務するために、これまたＩターンをした夫婦が

おります。この方にも、３歳になる子どもさん

がおられます。 

　また、本年の１１月には、新しい命の誕生が

予定をされております。久々に明るい話題が多

く出てきておりまして、沖の島二世会の皆さん

を中心して、島に活気が出てまいりました。 

　これらの保護者の皆さんにおかれましては、

幼児教育の重要性を真剣に考えておりました。

専門の保育士さんのもとでの幼児教育を希望い

たしております。 

　そこでお伺いいたしますが、このような状況

を受けて、沖の島保育園を早急に再開園するこ

とを、市長としても計画いたしているようにお

聞きいたしますが、時期や方法を含めて、その

計画の内容をお示しいただきたいと思います。 

　あわせて、この問題に対する市長の基本的な

所見をお伺いいたします。 

　次は、行政改革大綱・集中改革プランに関し

てお伺いいたします。 

　本議会においては、小中学校の再編計画につ

いては多くの議員の皆さんが、一般質問や質疑

を通じて議論をしてまいりましたが、大綱に基

づいた保育園の統廃合問題についての議論は少

なかったのではないでしょうか。 

　宿毛市としても、行政改革大綱に基づき、１

小学校区、１保育園との基本的な考えのもと、

統廃合を進めていくとのことであります。 

　宿毛市小中学校の再編計画を受けて、当初は

小筑紫地区の田の浦、栄喜の小学校、小筑紫小

学校に統合していくとの方針でありましたが、

栄喜小学校の保護者や地区住民の理解を、現時

点では得ることができないために、田の浦小学

校と小筑紫小学校の統合を先行して実施すると

のことであります。 

　その場合、１小学校区、１保育園との基本的

な考えならば、保育園についても、栄喜保育園

を存続していく考えなのか。行革大綱のとおり

に、３園を１つに統合する計画なのか、いまだ

に明確な方針が提示されてはおらないと思いま

すので、その方針についてお伺いいたします。 

　次に、離島振興計画についてであります。 

　現在の高知県並びに宿毛市の離島振興計画は、

離島振興法の第４条において、離島振興対策実

施地域の指定があった場合においては、関係都

道府県は離島振興基本法に基づき、当該地域に

ついて、離島振興計画の作成が定められており、

当該市町村にもその義務があるとのことから、

平成１５年度から平成２４年度までの１０年間

の計画を作成されております。 

　この計画が、計画のとおりに実現するならば、

沖の島なかんずく宿毛市にとりまして、すばら

しい未来が開かれることになります。 

　宿毛市としても、離島振興法に基づき、離島

振興計画を作成し、各種の取り組みを行ってい

るところでありますが、計画作成から丸６年が

経過いたしましたが、不十分な点も見られます。 

　計画を立案し、実行していく場合、あわせて

効率的な行政運営を行う上で、ＰＤＣＡサイク

ルを用いての検証が重要であるといわれており

まして、多くの企業でも導入をいたしておりま

す。 

　すなわち、Ｐはプランで、企画立案。Ｄはド

ゥーで、実施行動。Ｃはチェックで、点検評価。

Ａはアクションで、見直し改善。これを繰り返

して取り組むということであります。 
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　市長におかれましては、日ごろより沖の島の

振興につきましては、格段のご努力をされてお

りますが、島民の切なる思いに耳を傾けていた

だきたいと存じます。 

　行政とは、こうした地理的条件があるとはい

え、社会的に弱い立場に置かれている地域で生

活している方々に、政治の光を当てていくこと

が本当に市民の目線に立った政治ではないでし

ょうか。 

　そうした観点に立ち、残された今後４年間の

取り組みについて、市長の所見をお伺いいたし

ます。 

　３点目は、消防本部の広域化計画についてお

伺いいたします。 

　質問に入ります前に、日夜、住民の生命、財

産を守るために奮闘されております消防職員並

びに地域で、市民の先頭に立って頑張っており

ます消防団員の皆さんの活動に対しまして、心

から敬意と感謝を申し上げます。 

　また、この消防本部の広域化計画は、幡多西

部消防組合に関する事項であり、そして市長は、

幡多西部消防組合の組合長でもあります。 

　現時点では、消防の広域化の問題について、

幡多西部消防組合としての方向性は見出されて

おりませんので、答弁につきましては配慮され

る点もあろうかと存じますが、市民の安心した

生活を守るために、消防行政は宿毛市にとりま

しても大変重要な事業であるとの観点から、質

問をいたします。 

　消防につきましては、消防組織法の第１条に

おいて、消防の任務が明記されておりまして、

消防はその施設及び人員を活用して、国民の生

命、身体及び財産を火災から保護するとともに、

水火災、または地震等の災害を防除し、及びこ

れらの災害による被害を軽減することを任務と

するとうたわれております。 

　市町村の消防の位置づけについては、同じく

第３６条の中で、市町村の消防は消防庁長官ま

たは都道府県知事の運営管理、または行政運営

に服することはないと明確に自治体消防の原則

を明らかにしておりまして、市町村の行政の中

でも、重要な位置づけをされております。 

　そして、今世紀半ばにも起こると予想されて

おります南海地震を考えた場合にも、宿毛市に

とりましても、大変重要な行政課題ではないで

しょうか。 

　そして、消防組織法が平成１８年６月に改正

されました。改正をされました消防組織法に基

づく市町村の消防の広域化に関する基本指針の

中で、平成１９年度までに都道府県において消

防広域化推進計画を策定し、その後５年以内、

すなわち平成２４年度末までに消防の広域化の

実現を目指すとの考えのようであります。 

　そして、基本指針において、広域化の規模は

一般論として、大きいほど望ましいとしつつ、

消防に求められる消防力、組織体制、財政規模

等から、おおむね３０万人以上の人口を１つの

目標とすることが適当であるとしております。 

　高知県の各消防本部の所管事項を見てみます

と、高知市においては３０万人を超えておりま

すが、それ以外の１４消防本部では７万人未満

と、すべてが小規模な消防本部であります。 

　ちなみに、幡多西部消防本部は、約３万１，

７００人であります。高知県においても、消防

広域化検討推進委員会を設置して、消防の現状

や将来の見通し、広域化の効果、広域化の組み

合わせなど、さまざまな議論がされておるとお

聞きします。 

　その中で、広域化の組み合わせの目安として、

市町村合併構想と歩調を合わせる６ブロック案

や、段階的に広域化を考えてはといった意見も

ありましたが、メリットを最大限に享受できる

と考えられる全県１ブロックが望ましいという

意見が大勢を占めておるとのことであります。 



－ 24 －

　高知県のおかれた地理的条件を考えた場合に、

ただ人口規模のみで広域化を図るべきでないと

考えますし、今後における高知県及び宿毛市の

消防行政に多大な影響を与えるものと思います。 

　幾つかの問題が考えられますが、消防本部と

市町村の消防署との指揮命令系統の問題、広域

化することにより、人事異動がこれに平行して

広域化するのではないか。そのことにより、地

理のわからない職員の異動が行われるのではな

いか。そして、今回の消防の広域化計画は、結

局のところ、現在、県下に１５あります消防本

部を１つにすることであり、消防長は１人でよ

くなり、まさに消防のリストラであります。 

　そのことが、地域の消防力の低下につながる

のではないかと考えます。 

　今、進められようとしている消防広域化計画

のメリットはどのようなものであるか、そして

市長として、この広域化計画についてどのよう

に考えておるのかお伺いいたします。 

　次に、消防力格差の是正の観点からお伺いい

たします。 

　広域化をするためには、全市町村の消防力を

統一していくことが重要となります。各市町村

における人口規模や、財政力によって、現実的

に消防力に格差があるのが実態であります。 

　ちなみに、基準財政需要額の観点から見た場

合に、平成１７年度は県下全体で１１７億円で

ありましたが、平成４２年度には、平成１７年

度実績から約２１億円、１８パーセント減の９

６億円と予想されております。県下の消防本部

の中で、一番減少率の高いのは室戸市で４４．

８パーセント、幡多西部消防本部は、２２．３

パーセント、金額にして１億２，４００万円の

減が予想されております。 

　このことにより、住民の生命、身体、財産を

守るという最も基本的なサービスを行っている

消防職員の確保にも大きな影響を与えるおそれ

があります。 

　私としては、高知県のおかれました地理的条

件や、ますます進むであろう人口減を考えた場

合、広域化を急ぐのではなく、地域の消防力の

強化、並びに消防力格差の是正を図っていくこ

とが非常に大きな課題ではないかと考えます。 

　このことについて、市長の所見をお願いいた

します。 

　１回目の質問を終わります。 

○議長（寺田公一君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、松浦議員の一般

質問にお答えをいたします。 

　まず、福祉行政についてでございますが、最

初、個別それぞれあります。 

　福祉、非常に大切なことでございまして、ま

ず、私、義務教育期間のことについて申し上げ

たいと思います。 

　前にも、どこかでお話をしたかもしれません

が、生まれてから義務教育、中学校を卒業する

まで義務教育といわれております。やはりこれ、

義務教育を受ける権利、受けさせる権利、いろ

いろな権利があろうかと思いますけど、これは、

義務教育というふうに名前をつけた以上は、中

学卒業までは義務教育を受ける権利がございま

す。 

　そうすると、受けるためにはどうするかで、

やっぱり健康でなきゃいけない。これは、健康

でないと、義務教育を受けたくても受けられな

いというふうなことを、私は思っております。 

　そんなことで、これは国として、義務教育と

いうふうに決めてあるんであれば、やはり卒業

するまでは、教育を受ける中学生、３年生卒業

するまでは、これは国が責任を持つべきじゃな

いかというふうなことを、実は思っているわけ

でございます。 

　いろいろ教育行政、先生の異動は県の教育委

員会であるとか、先ほど申しました学校施設に
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ついては、各市町村である。余り大したお金も

出してくれないで、学校を建てかえろ、建てか

えろ、そんな話があります。 

　それから、やはりこの健康で義務教育を受け

るためには、それは国の責任においてやるべき

ではないかというのが、私の持論でございまし

て、そういうことを踏まえて、今、先ほど、最

初の質問で、私自身も中学校までは医療費無料

化したいんです。したくてたまらないんですが、

懐ぐあいが非常に、やっぱり厳しいという部分

もございまして、まず、最初に、じゃあ小学生

までやろうじゃないかということで、議員の皆

様にもご了解をいただいて、昨年の１０月に予

算もつけていただきまして、了解をいただきま

して、実施をしているわけでございます。 

　この、やはり昨年１０月に初めて、この小学

校までの医療費無料化をいたしました。この、

やっぱり検証もしながらやっていかなきゃいけ

ない。 

　試算でどれぐらいになるのか、その試算とい

うよりも、実績でどれくらいな医療費が必要な

のか。 

　小学校６年生までですから、１３、４歳まで

ですから、そうなりますと、その時点でどれぐ

らいの医療費が、無料化のときに要るのか。市

の財政規模として、どれだけのものを投資しな

きゃいけない。 

　その後、中学生になりますと、だんだん、健

康には自信を持ってきますから、３年間、この

子どもたちを、医療費を無料化にするためには、

どういったことを検証していかなきゃ。 

　多分、小学生の期間の３年間よりも、中学生

の期間の３年間の方が、病気は少ないんじゃな

いかなというふうな、これはもう予想でござい

ます。 

　だから、そういったことを、やっぱりきちん

と検証しながら、医療費の無料化に向けて財源

確保しなきゃいけない、こんなことを思ってお

ります。 

　そういったことで、私自身は、中学校につい

ては無料化、早くしたいんですが、９月いっぱ

いまで、小学校のことを検証しまして、できま

したら、その財政とも、財源の確保をする上で、

例えば、できましたらですよ、確約ではござい

ませんから、これをもって確約だととらないで

いただきたいんですが、財政と問題を含めまし

て、来年４月から、できればいいなというふう

なことは思っております。 

　いずれにしましても、これ、先ほど、一番最

初に申し上げましたけど、やっぱり国とか県も

含めてですね、三者一体となって取り組むべき

問題であって、この義務教育までの医療費無料

化については、国が最大限、これに投資してい

ただきたいなというふうなのは、私自身の考え

でございます。 

　それから、２点目でございますが、宿毛市に

おける具体的な子育て支援策でございます。 

　先ほど申しました話とつながるわけでござい

ます。 

　ただいまは、福祉事務所ばっかりじゃなくて、

保健介護課における母子保健対策。これは、妊

婦の乳児一般健康審査の充実をやっております。

それから、教育委員会におけます児童支援対策、

これは放課後児童の健全育成事業等がやってお

ります。 

　それから、いろいろな、各所管においてそれ

ぞれ子育て支援を行っておるところでございま

すけど、福祉事務所所管で、先ほど、医療費の

無料化を初め、これまで東部に、これは環境改

善センターにおいてあるんですけど、子育て支

援センターを、旧和田保育園に移転しまして、

子育ての相談等を利用者に幅広く活用できる環

境づくりに取り組んでいると、そういうふうな

ところでございます。 
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　子育て支援、本当に、非常に大切な、大変な

問題でございますけど、子育て支援、これ、先

ほどの医療費の無料化と一緒でございまして、

子どもが中学校まで、義務教育を終えるまでは、

やはり健康で健やかに育ってほしいという意味

から、これも国とか県とか、非常に三者一体で

取り組まなきゃいけない問題かなというふうな

ことは思っております。 

　それから、３点目になりますが、子育て応援

特別手当というのを、今年度限りですか。これ

は２１年度限りで、第１子まで拡大して、小学

校就学前３年間に属する子どもということで、

これは平成１５年４月２日から１８年４月１日

生まれの子どもでございます。この子どもたち

を対象に、１人当たり３万６，０００円が支給

されるということでございます。 

　現下の不況下で、全体の個人所得が減収しつ

つあることにかんがみて、臨時異例の措置とし

て実施されたということでございますが、私自

身も、この経済基盤となる現役世代の子育ての

充実は非常に大切と思います。 

　それから、少子高齢化に歯どめをかけなきゃ

いけない。そういうためには、やっぱり応援特

別手当といわないで、応援手当というぐらいに

して、やはり継続して、お母さん方、お父さん

方、子育てをしている人たちに継続して、こう

いうものをやっぱり手当していっていただきた

い、そういうふうに思っております。 

　次に、保育園の問題でございます。職住接近

の保育園があるということは、非常に理想的だ

というふうには考えております。工業団地の果

たす役割は、非常に大きいというものがござい

まして、工業団地に進出していただいている企

業者の皆様には、非常に感謝をしているところ

でございます。 

　不況下で、少し社員が削減されているところ、

また、きょう、実はけさ、工業団地内の会社の

社長さんにお会いしたわけでございますけど、

少し、今から業績、業績と言いますか、事業を

拡大していこうかというふうなことも、ちょっ

といただきました。 

　具体的になったら、またお話をしていただけ

るということでございますが、雇用の問題に非

常につながりますので、非常にありがたいとい

うことでございます。 

　その中で、次世代育成支援対策推進法、国が

成立公布しておるわけでございますが、この中

では、一定の労働者を雇用している事業主に、

育成される。子どもが健やかに生まれて、育成

される環境を整えなさいというふうな法律でご

ざいますけど、それ以外の事業主についても、

同様に、努力義務があるだとか、そういうふう

なことを決めております。 

　非常に、その義務を企業に対して課している

わけですけど、こういう不況下になると、どこ

が切られるかっていうと、やっぱりこんなもの

から切られていくというふうな状況が、私、あ

るんじゃないかなと思います。 

　ただ、こういったことを切っていくというこ

とは、非常に悲しいことでございますので、景

気対策というのも、きちんと、やっぱりやらな

きゃいけないなというふうなことは思います。 

　工業団地への保育園の設置でございます。い

つごろまで、何かせえということですけど、こ

れ、気持ちはすごくわかります。気持ちはすご

くわかりますが、今、非常に、現状を見ますと、

保育園、生徒が少ないということもありまして、

工業団地の隣接地域に平田保育園がございます。 

　保育園の統廃合が進む中で、被保護者のニー

ズに対応した保育を進めていかなきゃいけない。 

　例えば、今、お話もありましたあれで、０歳

児を、やはり要望があれば、これは、０歳児保

育もしていかなきゃいけないし、そういうこと

をするためには、保育園の先生を配置をしなき
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ゃいけないというふうな問題もございます。 

　これ、その分については、現有の保育園につ

いての０歳児の要望がありましたら、保育園の

先生を配置することについては、もう絶対の努

力をしてまいりたいと、このように思っており

ますので。 

　今、工業団地内に保育園をつくれということ

に、ご提案でございますが、ちょっと難しい部

分がございますので、今、いついつまでにこの

中でやりますということは、ちょっとお答えが

できないことは残念に思っております。 

　次には、保育園の関係で、もう１つ沖の島保

育園の再開でございます。 

　これ、沖の島の二世会の皆さんが、地元の活

性化に向けて、日ごろからいろいろなことに取

り組んでまいってもらっております。 

　こういったことにこたえるのが、行政の役目

かなというふうなことも思いまして、先ほど、

松浦議員から、お子さんが生まれる予定、それ

から生まれておるというふうなこともあります。 

　この生まれて、また沖の島の人たち、なかん

ずく宿毛市全体だと思いますが、やっぱり夫婦

で働いているというのが、我々の市域かなとい

うふうに思います。 

　こういったことで、保育を受ける権利も、や

っぱり生まれた子どもにはあると思いますので、

沖の島の保育園を、やっぱり再開しなきゃいけ

ないという思いは、強く思っております。 

　そんなことで、保育園機能を、必ずやっぱり

やらなきゃいけないということは、これは確約

をさせていただきたいと思います。 

　今思っておりますのは、保育園にプラスアル

ファしてはどうかというふうなことが、事業が

出てきまして、その保育園だけではなくて、高

齢化の進みます沖の島でございますが、高齢者

の支援体制も非常に大きな課題であるというふ

うなことも思ってます。 

　現在、診療所を中心にしまして、各関係機関

が支援体制に努めているところでございますけ

ど、現時点で沖の島の事情を考えた場合に、赤

ちゃんからお年寄りまで、障害者の有無にかか

わらず、だれもが利用できる支援施設があれば、

非常に効率がいいかなというふうなことで、こ

としの１０月から、赤ちゃんからお年寄りまで

が、みんなが利用できる多目的な施設として、

保育機能を有しますふるさと雇用再生あったか

ふれあいセンター事業というのがございます。

ちょっと長ったらしいんですが、これを１０月

から実施したいと考えまして、今後の補正予算

への計上を考えておるところでございます。 

　次に、行革プランの件についてでございます。 

　保育園の統廃合によりまして、今後も１小学

校区に１保育園を基本方針にはしておるところ

でございます。しかし、小筑紫地区につきまし

ては、現在、松浦議員もご指摘のとおりでござ

いますが、栄喜地区へのご理解をいただくよう

に、まだ教育委員会、それから、私も一度、現

地もお伺いしまして、皆さんとお話もさせてい

だたきました。 

　こういった形でご理解いただくように努力し

ておりますが、今だまだ、全体ではいただいて

おりません。 

　保育園に、これに伴う保育園の統合につきま

しても、学校統合の状況を見きわめながら、地

震津波対策といった環境問題もございます。こ

れを、じゃあ栄喜、田ノ浦。田ノ浦非常に、津

波対策には有効でございますが、小筑紫に、じ

ゃあ持っていくのかといったときに、小筑紫は

ご存じだと思いますけど、隣が砂置き場になっ

ておりまして、冬場になりますと、皆さんがゴ

ーグルをかけて行かなきゃいけない。それで、

保育園の中に砂がざらざらになってくるという

ふうな、非常に環境面で問題があるところでご

ざいます。 
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　そんなこともありますので、小筑紫にひとつ、

１小学校に１保育園という基本方針に従うんで

あれば、これは園舎の新築も含めて、今後、検

討していかなきゃいけないんじゃないかなとい

うふうなことを思っております。 

　先週も、園長の会がございまして、園長先生

方のお話も聞いております。 

　園長先生、一番現場で、保護者の意見とか、

いろいろ聞いておりますので、そういった園長

先生の意見、それから保護者さんの意見だとか、

これからやっぱり聞かなきゃいけないのかなと

いうふうなことを思いまして、ここが非常に難

しい問題抱えているところでございます。 

　そういったことで、ちょっと、はい、全部や

りますよ。ここで小筑紫いきますよというふう

なことは、ちょっと今、言い切れないかなと。

そういう、もっと片づけなきゃいけない問題が

たくさんあるんじゃないかなというふうに思っ

ております。 

　統廃合によりまして不便になったということ

を言われないように、乳児保育とか、延長保育

の拡充など、保育サービスの充実には、十分配

慮してまいりたいというふうに思います。 

　それから、次に、離島振興計画でございます。 

　松浦議員からも、ＰＤＣＡの、教えてもらっ

ておりますが、私自身も全くそうだと思います。

やっぱり計画を立てて、実行していく。そして、

チェックもしていかなきゃいけないと。それか

ら、反省もしなきゃいけない。次に向かってい

かなきゃいけないというふうなことも思ってお

ります。 

　離島も大切ですし、中山間の市域から離れた

山の方のことも大切です。これは、皆さんが住

んでいるところですから、これをないがしろに

するというわけには、なかなかいきません。市

内、この町の地域だけを、これが宿毛市域では

ございませんので、宿毛市全土が、宿毛市の行

政区域でございますので、やはりそういったと

ころにも、きちんとした、平等なサービスをや

っていかなきゃいけないのは、十分、私自身も

認識はしておるところでございます。 

　離島振興計画、１５年４月に策定されておる

わけでございます。策定以降に、もう沖の島開

発推進協議会、それから沖の島観光協会等の関

係機関、それからやはり、我々、それから外か

らの人たちのお話も聞きながら、生活環境の整

備とか、スクールバスの利用範囲の拡大による

住民の交通手段の確保、それから有害鳥獣対策、

それから、そういったことを含めて、計画の実

現に向けての取り組みをしてきているわけでご

ざいます。 

　この間、旅行会社によります沖の島ツアーの

実施もいたしましたし、現在では、沖の島アド

ベンチャーランが少し定着してきつつあるかな

というふうなことも思っております。 

　それから、沖の島の情報発信として、ホーム

ページも使用させていただいております。 

　地域主導による、先ほどの二世会の皆さん方

についても、自分たちで自主的にやっていこう

というふうな気概も聞いておりますし、そうい

った、何か島の人がやる気を持って、元気を出

しているかなというふうなことも思っておりま

す。 

　交流人口の拡大が、やっぱり必要かなという

ことも思っております。 

　ご指摘がありましたけれども、離島振興計画、

なかなかそのとおりにはできてない部分もござ

います。これは、反省はすべきところでござい

ますけれども、事情がやはり、いろいろ財政状

況であるとか、社会情勢の変化とか、そういう

ふうなものがありまして、進捗率が低いものも

ございます。そういったことで、これからも島

民の声には真摯に耳を傾けまして、できるもの

から、住民の意向を踏まえまして、実施もして
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きているつもりですけど、今後もなお一層、国

の方では、全国離島振興協議会といいますか、

離島の方々、首長さんの集まり、それからこれ

に財団法人の離島振興センター、離島センター

というのがございまして、こういったところに

行きますと、非常に情報が多く集まります。 

　私も、そこの幹事もさせていただいて、報告

にもありますように、ことしの９月２日には全

国の事務局長会議が、沖の島で開かれるように

なりました。 

　こういった全国から来ていただくということ

は、いろんな情報が入って、沖の島に当てはま

るものがこれから出てくるんじゃないか。 

　だから、計画にないもの。計画の目標は、結

局、沖の島、鵜来島のいわゆる振興でございま

すから、そういったないものについても、時に

応じて必要な事業は実施していかなきゃいけな

いかなというふうなことを思っております。 

　それから、次に、消防本部の広域化でござい

ますが、私も、実はこの内容について、漠然と

した、この新聞記事ぐらいしか知らないもので、

ちょっと調査もさせていただきました。 

　管轄人口が、おおむね１０万人未満の小規模

本部が多いということで、財政基盤が弱くて、

人員や施設装備の面で課題があるということか

ら、市町村の消防の広域化に関する基本方針で

２４年度をめどに広域化を目指すということを

うたっているようでございまして、今後の高知

県の広域化の推進における基本的な考えですが、

これは高知県消防広域化計画におきまして、全

県１ブロック案をスタート台として、現在、及

び将来について、調査や分析を行って、市町村

や消防本部と議論や調整を重ねて、市町村が適

切に判断できるよう、計画を進めていくという

ふうなことを聞いております。 

　広域化がいいのか悪いのか、いろいろなメリ

ット、デメリット論があろうかと思います。 

　私自身は、計画について、各市町村の負担金

のあり方であるとか、職員の処遇の違い、それ

から地域消防団との連携等、さまざまな問題が

あるんじゃないか。合併に象徴されるように、

広域化すればいいというもんでもないんじゃな

いかなということは、自分の気持ちとして、今

ありますが、今後の動向をやっぱり見ながら、

適切な判断をしていかなきゃいけないんじゃな

いかなというふうなことを思っております。 

　いつも思うことでございますが、消防団、地

域の格差の問題もあるわけですが、うち、宿毛

市におきましては、消防団員不足は、今はござ

いません。本当に地域の皆様の熱い思いで、宿

毛市におきましては、消防団の定数が４９８人

でございますが、これを割ったことはないとい

うふうに聞いておりまして、これ、地域の皆さ

んが消防団ということで、やはり地域の安全を

おれたちが守るんだという気持ちがすごくあっ

て、消防団に入会していただいていると言って

も過言じゃないかなというふうに思っておりま

す。 

　それから、消防車両の配備も含めて、消防力

というものは充実しているんじゃないかという

ことを思っております。 

　それから、私自身が思うのは、この消防団の

車両が、現在、トータルで３６台あります。い

ろいろ、ポンプ車だとかいろんな種類がござい

ますが、この３６台ある車両を１年に１台ずつ

かえても３６年かかる。それから、２台やった

らその半分の年数で済むんですが、これは、い

わゆる市の独自でやらなきゃいけない財政でご

ざいます。 

　私自身も、先ほどの福祉の話ではございませ

んけど、国民の生命、財産を等しく守るんであ

れば、この消防団に対する、そして消防団の設

備に対する、消防署の設備に対する、今度、救

急車も３，０００万近くかかります。そういっ
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たものを、やっぱり配備しなきゃならないのが、

今の世の中でございますから、ぜひ、これはや

っぱり国の責任において、少しは国費も投入し

てもらいたい。 

　やはり、国民の生命、財産。地震があったり、

津波きたら、だれが一番守るんですか。市民を、

国民をといったときには、やはりこの地域の消

防団の皆さんに負うところは非常に高いものが

あるわけです。 

　だから、そういった装備をセットする。これ

は地方公共団体の責任もあるかもしれませんが、

国民が等しく、そうやって守らなきゃならない

と。守られなきゃならないということであれば、

これはやっぱり国の責任で、こういった装備費

をセットしてもらいたいというのが、自分の気

持ちでございます。 

　だから、広域とかをやりなさいとかいうて押

しつけるばっかりじゃなくて、こういった基本

的に地域の消防をどうしていくかということを、

きちんと、具体的に考えていただいて、やはり

国も地方公共団体もセットになって、住民の皆

さんの安全を守っていくという基本的なものか

ら、やっぱり考えを進めていってもらって、そ

の上で広域がいいのか、今の状態がいいのか、

それとも中域的なものがいいのか、そういった

ことにつなげていくのが本当ではなかろうかな

と、こんなことを思っております。 

　以上でございます。 

○議長（寺田公一君）　４番松浦英夫君。 

○４番（松浦英夫君）　４番、若干、再質問を

させていただきたいと思います。 

　市長から、何点か前向きなお話も、期待の見

える話も聞かせてもらいました。 

　医療費の問題も初め、そしてまた、沖の島の

開園の問題等含めて、前向きなお話をいただき

ました。 

　市の財政も厳しいということは、十分理解を

いたしております。けれども、市民の今日の経

済状況の中で、市民の生活も大変厳しいという

状況でありますので、今、答弁された問題につ

いては、前向きに取り組んでいただきたいとい

うふうに思います。 

　１点だけ、これも提案でありますけれども、

いろいろインターネットでずっと調べてみます

と、各自治体独自で子育て、出産、子育て対策、

今、少子化対策か、の関係で、出産手当という

形で対応しておる自治体もあるようでございま

す。 

　昨年、宿毛市では１８９名、これは市民課の

方で聞いた数字ですけれども、宿毛市に住民票

を置いている方で、出産された方が１８９名と

いうことであります。 

　１つの方法として、こういうこともいかがな

ものかなというふうに思います。 

　私としては、例えば第一子が出産された場合

には１万円、第２子が出産された場合には２万

円、第３子が生まれた場合には３万円、こうい

う、これで見ると財政的にも、そんなに難しい

数字ではないかなと思いますので、市長の所見

をお伺いいたします。 

　それと、保育園の統合計画のことについて、

１点質問させてもらいます。 

　現在、統廃合に向けて、地域住民、保護者の

理解をいただくために、地元説明会を開催して

いるようでありますが、その対象者は、現在、

統合が対象となる保育園に通園いたしておる保

護者だけではないでしょうか。中央保育園の場

合も同じでありましたが、地元の住民を集めて

の説明はなく、そのために地域住民の声が、統

廃合計画に反映されていないのではないかと危

惧をいたしますので、所見をお伺いいたします。 

　２点目は、離島振興計画、るる市長もお話を

されました。私としても、いろいろと答弁され

た分については、理解をする部分がありますけ
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れども、１点お伺いをいたします。 

　離島振興計画の中にうたわれております生活

環境の整備という観点から、沖の島地区のし尿

処理問題について、少し再質問をさせていただ

きたいと思います。 

　憲法２５条第１項では、すべて国民は、健康

で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

そして、第２項、ここが問題ですけれども、国

は、すべての生活部面において、社会福祉、社

会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなけ

ればならないとうたわれております。 

　沖の島地区は、離島であるがゆえに、大変厳

しい生活実態であることは、この議場にて何回

となく発言をする中で、その改善を求めてまい

りました。 

　反面、手つかずの美しい自然環境や、豊富な

観光資源は、宿毛市にとりましてなくてはなら

ない、大変貴重な財産でもあります。自然の中

ではぐくまれた、温かい、人情豊かな島でもあ

り、もてなしの心がある島でもあります。 

　本年の４月１０日に、国土交通省は次世代に

引き継ぎたい島の景観として、全国にあります

離島の中から、島の宝１００景を選定いたしま

した。 

　沖の島、鵜来島の石垣、石段とともにある暮

らしがその１つに選ばれましたことは、ご案内

のとおりであります。 

　今後は、そうした島のよさを生かした観光面

での取り組みが求められておりますが、今回の

補正予算にも見られますように、現実にその動

きも出てきております。 

　現在、沖の島地区の住民を悩ましている大き

な課題といたしましては、高齢化とひとり暮ら

しが進む中で、し尿処理問題の解決があげられ

ます。 

　現在では、少しずつではありますけれども、

合併浄化槽の普及はいたしておりますが、依然

としてくみ取りを行っている家庭や、電気のく

み上げ機を購入し、個人で処理をしている家庭

が大半を占めておるのではないでしょうか。 

　合併浄化槽の設置業者にお話を聞いてみます

と、１基設置する場合の経費は、本土の場合に

は約８０万円ぐらいで設置できますけれども、

沖の島の場合、運搬費や地形的条件が悪く、ま

た設置する場所にもよりますけれども、約倍近

くの経費がかかるとのことであります。 

　合併浄化槽の設置については、宿毛市から１

基当たり３０万円の補助金があるとはいえ、全

家庭への普及は大変困難なことであります。 

　この問題につきましては、沖の島開発促進協

議会からも、毎年、宿毛市へ強い陳情がなされ

ております。 

　前段で申し上げましたが、観光行政の一助と

なり、島を訪れる観光客も安心して、心地よく

滞在でき、今後における沖の島での定住促進に

つながるものと考えます。 

　宿毛の町の中で生活をしている人たちは、バ

キュームカーも庭先まで来ることができ、ひと

り暮らしや高齢者の方でも、安心して心地よい

環境を整えることができます。 

　沖の島で生活している方も、同じ宿毛市民で

ありますが、離島での生活であるがゆえに、こ

うしたサービスも受けることができない状況で

あります。 

　大変難しい、長年の課題であろうかと存じま

すが、沖の島地区のし尿処理問題を早急に解決

していかなければなりません。宿毛市行政とし

ても、島民が島で安心して、快適な社会生活を

営む上からも、まさに避けては通れない問題で

はないでしょうか。 

　今回、私が質問いたします問題は、島内にあ

ります公共の浄化槽の検査について、お伺いい

たします。 

　沖の島地区には、法定検査を受けなければな
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らない公共の浄化槽は１３カ所くらいがありま

すが、浄化槽法第７条で、設置後の水質検査と

第１１条では、年１回の定期検査が義務づけら

れておりますが、検査の状況についてお伺いを

いたします。 

　また、検査終了後の処理等について、今後、

宿毛市としてはどのような対応をしようとして

いるのか、お伺いをいたします。 

　消防行政についてでありますけれども、これ

については、まだまだ消防組合いいますか、宿

毛市としても結論が出ておらない問題でもあり

ます。基本的な市長の考え方を聞きたいという

面で、質問をしましたので、一定、お話も聞き

ました。 

　消防行政についての再質問はいたしません。 

　以上です。 

○議長（寺田公一君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、松浦議員の再質

問にお答えをいたします。 

　まず、最初に、出産祝金制度を創設してはど

うかというお話でございました。 

　この状況、先ほどもちょっと触れたかもしれ

ませんが、各自治体任せというふうなことがご

ざいます。非常に解決できない、大きな問題で

あるんじゃないかなと。 

　松浦議員からは、１つの方法として、１８９

人という、１子について１万円を出せば、これ

は１８９万円ということでございます。これは

もう、出してあげたい気持ちはやまやまでござ

いますが、これもやっぱり財政と、ちょっと懐

ぐあいも相談をしなきゃいけないかなというふ

うなことがございます。 

　子育て支援策として、こういうものをやる場

合には、ずっとこれも継続していかなきゃいけ

ないということもございますので、財政再建団

体にならないための努力を、今までしてきたわ

けでございますので、そこの部分で、この１８

９万円、来年もっとふえると、もっとありがた

いんですが、それが第１子１万円ということで

いけるかどうか、少し検討をさせてみてくださ

い。自分の懐ではないんですが、市の財政とち

ょっと相談をしないと何ともなりませんので。 

　これは、気持ちとしてはよくわかりますし、

非常にいい提案かなというふうなことは思って

おります。 

　それから、保育所の統廃合について、地域住

民の声が反映されてないんじゃないかなという

ことでございます。 

　この３月末に、和田保育園が廃園となりまし

て、小規模保育園の統廃合は一歩進んだわけで

ございますが、これは、直接、園児の保護者会

を中心に協議を続けてまいりました。 

　それから、和田地区につきましても、地区の

総会におきまして、地区の皆さんと意見交換を

行ってきたところでもございます。 

　その後に、地区長、それから役員さんに引き

継がれた中で、地域のご理解をいただいて、和

田保育園の廃園に至ったということでございま

す。 

　どこもそうだと思いますが、地区においては、

保育園だとか学校がなくなることの寂しさとい

うのは、非常に大きいものでございます。園児

に対する具体的な意見は、保護者の方が中心で

あったかというふうなことは思いますけど、今

後も保護者はもとよりでございます、地域の

方々の理解が得られるように、地域説明会だと

か、そういうこともしてまいりたいと、このよ

うに思います。 

　それから、沖の島のし尿処理問題で、るるご

説明がありました。 

　ご存じのとおり、沖の島は、実は離島、ほか

の離島なんかも、私ちょっと、いろいろと勉強

もさせていただきましたけど、先ほどの全国離

島振興協議会ですね。 
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　地形的に、ご存じのとおり、石垣で、各家に

今、くみ取りがありますが、それを、合併浄化

槽を埋め込むというのは、非常に各家庭には無

理な。例えば、石垣が壊れるとか、そういうふ

うな問題がございまして、そういう景観を大事

にする以上は、各家というのは、なかなか難し

いかなと。できれば、集合的なところで合併浄

化槽をやっていくと、効果があるんじゃないか

なという気はしております。 

　いずれにしても、先ほど、松浦議員おっしゃ

った問題、非常にもう大切な問題でございます。

し尿処理というのは、やはり各家庭にもご老人

が多くなってきておりますし、座るというより

も、もう足腰も弱くなっている。 

　そういった場合には、私自身は少し洋式も、

トイレとしては要るんじゃないかなというふう

なことは思っております。 

　どういった形で、合併浄化槽をこのように設

置していって、皆さんに快適なし尿処理ができ

るかということを、本当に、まじめに島民の

方々と一緒に考えていかないと、どんどんどん

どん空き家がふえている状況もございますけど、

やはり島民が生活しているわけでございますか

ら、この問題というのは、人間が食べて排せつ

するということは、もう人間の基本的な問題で

ございますから、これは早急に対策と言います

か、対応をしていかなきゃいけないというふう

に思います。 

　ご質問の公共施設の浄化槽の検査状況でござ

います。この浄化槽の設置者は、浄化槽法によ

りまして、設置後の水質検査と、年１回の水質

に関する定期検査、これは法定検査を受けなき

ゃならないというふうになっております。 

　そのほかに、保守点検等につきましても、環

境省令で定める回数を実施しなきゃいけないこ

とになっております。島内の公共施設について

は、これらの検査を実施しているところでござ

いますが、浄化槽の次に検査終了後の処理でご

ざいます。保守点検とあわせて行わなきゃいけ

ない浄化槽の清掃です。 

　それから、これは清掃と、浄化槽の清掃とい

うのは、つまり残った固形物のくみ取りをどう

対応していくかということだということでござ

います。 

　固形物のくみ取りでございますが、これ、島

内に専門の業者がおりません。そういうことで、

これまでくみ取りができずにおりました。２０

年度から工事の関係業者にもご協力をいただき

まして、２回のくみ取りを行って、１３カ所あ

ります公共の施設のうち、５カ所のくみ取りを

行うことができました。 

　これ、５カ所というのは、５カ所で実はバキ

ュームカーが１台しかいけませんで、その容量

に限度がございまして、その５カ所のくみ取り

で満杯になったということでございます。 

　これ、その都度、もうチャーター船を利用し

ますと、非常にくみ取り料金が数十万円という

ふうな高いものになってきますので、全体では

莫大な費用となってくるわけでございます。 

　現在のところ、これ、公共施設すべてくみ取

りをしたいわけでございますけど、現在のとこ

ろ、明確にいつまでということが、ちょっと示

せない状況でございまして、公共施設だけやれ

ばいいということでもありませんし、やはり公

共施設プラス浄化槽に、浄化槽設置されている

家庭もございますし、そういったところを含め

た形で、公共施設ばっかりじゃなくて、民間の

方々のところも、やっぱりやっていかなきゃい

けないというふうなことも思います。 

　そういった状況があるわけで、私どもで昨年

度、沖の島と同じような条件に置かれているフ

ェリーの通ってない、これはフェリーが通って

ればバキュームカー積んでいって、そこで処理

ができるわけですが、そのフェリーの通ってい
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ない四国内の有人離島について、調査を行いま

した。 

　この調査結果をもとにしまして、２１年度は

くみ取り方式とか、輸送方法につきまして、現

地に出向きまして、さらに詳しい調査を行いま

して、根本的な解決方法を検討していくように

準備をしております。 

　離島振興計画にありますように、沖の島地区

の安心して暮らせる地域づくりというものを目

指さなきゃいけないということでございます。 

　そういうことでご理解をお願いしたいと思い

ます。 

　以上です。 

○議長（寺田公一君）　４番松浦英夫君。 

○４番（松浦英夫君）　今、市長の方から、同

じ離島でも、沖の島と地理的にも似たようなと

ころを調査をしたと。そしてまた、２１年度に

ついては、そこらあたりを踏まえて、住民との

話し合いもしていくというお話をいただきまし

た。 

　本当に、前段で観光の問題とか、生活環境の

整備とかいう部分でお話をさせてもらいました

けれども、そこらあたりを踏まえて、ぜひ早期

に解決いいますか、大変、財政的な、これこそ

財政的な部分も、大変経費がかかるということ

については、水道の問題を見てもわかるわけで

ございますけれども、ぜひ島民の長年の思いで

ありますので、前向きに、前向き言いますか、

もう既に取り組んでおるという状況でございま

すので、早期解決に向けて頑張っていただきた

いというふうに思います。 

　以上で一般質問を終わります。 

○議長（寺田公一君）　この際、午後１時まで

休憩いたします。 

午前１１時４６分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　１時００分　再開 

○議長（寺田公一君）　休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　１番今城誠司君。 

○１番（今城誠司君）　１番、通告に従いまし

て一般質問を行います。 

　初めに、国の２１年度一時補正予算に対する

本市の取り組みについて、お伺いいたします。 

　本市の厳しい財政状況の中で、機動的、効果

的に施策展開を図るため、国の財源措置を最大

限に活用することが重要でありますが、今回、

新たに制度化された地域活性化・公共投資臨時

交付金、地域活性化・経済危機対策臨時交付金

等の国庫支出金や、元利償還金に財源措置が講

じられる補正予算債が追加対策とされた国の一

時補正予算が成立しておりますが、この地方に

配慮された財源に対しての本市の取り組みにつ

いて、お聞きしたいと思います。 

　まず、１点目といたしまして、地域活性化・

経済危機対策臨時交付金については、本市に２

億４，９００万配分されております。 

　４つの分野を柱としておりますが、基本的に

は、地域再生の新規単独事業に充当できるとさ

れております。 

　この６月議会へ、早くもこの補正予算を提案

しておる市町村もありますが、本市はどのよう

な事業に活用を予定しているのかをお聞かせ願

いたい。 

　次に、地域活性化・公共投資臨時交付金につ

いてであります。 

　公共投資の追加に伴う地方負担の低減を図り、

地域における公共投資を円滑に実施できるよう、

この交付金が創設されておりますが、主に単独

事業にしか交付されないとされており、当初予

算の一般財源を、再度、補正予算に計上し、臨

時交付金を受けて補助事業に負担金にすると、

追加の経費負担はないとされております。 

　この交付金を活用して、本市のおくれた事業
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に活用できるが、どのような事業に展開を考え

ておられるのか、また、この交付金の活用を予

定してある事業、金額についてお聞かせ願いた

い。 

　最後に、補正予算債について。 

　地域活性化・公共投資臨時交付金とは別に、

原則として地方負担額の１００パーセントまで、

地方債を充当できるとし、後年度において、そ

の元利償還金の全額を、基準財政需要額に算入

できるとなっております。 

　本市は、高い公債費比率でございますが、実

質負担はゼロになるこの起債を、どのように活

用していくのかをお聞かせ願いたいと思います。 

　大きな２点目として、第３セクター等改革推

進債の活用についてであります。 

　平成２１年度の総務省の地方債の計画に、第

３セクター等改革推進債が新しく創設され、第

３セクター、土地開発公社の解散も含めた抜本

的な改革を、集中的に推進する方策が示されま

した。 

　当市においても、先行取得や造成した土地開

発公社の土地は、一日一日利息がふえる一方で、

地価が下がり、何もしないうちに市の負債がふ

えるという悪循環により、宿毛市分が約１１億

６，０００万、高知県の宿毛湾港が３９億８，

０００万、合計、簿価５１億４，０００万の土

地を保有しております。 

　新田の宿毛開発財団用地は、土地開発公社保

有土地購入事業により、起債約２億２，０００

万で、本年度完了する予定となっております。 

　本年度末でこの宿毛市分１１億６，０００万

あったものが、９億４，０００万に改善されま

すが、宿毛湾港の県の依頼分について、県が計

画的に買い戻しを行うとされておりますが、そ

の買い戻しの計画について、お聞かせ願いたい。 

　実質公債費比率の危険な水準になる可能性が

あるため、起債には慎重になりますが、今回の

第３セクター改革推進債を活用して、土地開発

公社の解散も視野に入れた取り組みが必要と考

えますが、その取り組みについて、お聞かせ願

いたいと思います。 

　次に、買い戻しによりまして、土地開発公社

の問題は解決の方向に向かうと思われますが、

その土地の、どのように活用していくか。また、

売却していくか、最終の資産活用戦略について、

どのような考えを持っておられるのかをお聞か

せ願いたい。 

　最後に、第３セクターでありますＳＷＡＮテ

レビも、その経営は大変厳しく、その再生を考

える時期が近くなったと感じております。 

　県内各地でケーブルテレビを整備する市町村

がふえておりますが、そのほとんどは公設で実

施されており、第３セクターの会社では、その

設備投資に見合う経営は不可能と思われます。 

　この第３セクター改革推進債を、ＳＷＡＮテ

レビの経営改善に適用できないのか、また考え

られている改善策はないのかをお聞かせ願いた

いと思います。 

　以上、１回目の質問を終わります。 

○議長（寺田公一君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、今城議員の一般

質問にお答えをいたします。 

　昨今の経済危機を打開すべく、追加経済対策

としまして、国会で平成２１年度補正予算が成

立をいたしました。 

　これは、５月２９のことだったと記憶してお

ります。 

　その中で、２つの臨時交付金が地方公共団体

に対して交付されるということになっておりま

す。 

　まず、地域活性化・経済危機対策臨時交付金

でございますが、地方公共団体が将来に向けた

地域の実情に応じたきめ細かい事業を、積極的

に実施できるように交付されます。国の予算で
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１兆円が計上されまして、当市では、先ほど、

今城議員もおっしゃいました２億５，０００万

足らずですか、これが、交付金が見込まれてい

るところでございます。 

　現在は、交付金の実施計画の一次提出が、県

に対しまして６月２２日までとなっておりまし

て、国の地方再生戦略、経済危機対策と合致し

た事業の抽出作業を、現在、各課で行っている

ところでございます。 

　また、地域活性化・公共投資臨時交付金がご

ざいます。これは、地方公共団体が国の施策と

歩調を合わせて、地域における公共投資を円滑

に実施することができるよう、国の予算で１兆

３，７９０億円が計上されているところでござ

います。 

　この交付金は、国からの要綱等が、まだ正式

に決まっていませんが、各地方公共団体の追加

公共投資事業の地方負担額をベースとしまして、

算定をされ、地方負担総額の９割程度が交付さ

れることとなっています。 

　現在は、追加公共投資事業について、県等と

事前協議中でございまして、具体的な事業採択

の公表には、まだ至っておりません。 

　これは、今城議員から金額、事業等示せとい

うことでございますが、恐れ入りますが、一定

の内諾があれば、すぐにお示しするようにさせ

ていただきたいと思いますので、少し時間をい

ただきたいと思います。 

　また、この交付金の算定の基礎となります地

方負担分でございますが、地方債も充当可能と

なっておりまして、今回の補正に伴う地方債は、

後年度に元利償還金の５０パーセントが普通交

付税で返ってくるということになっております。 

　しかしながら、平成１９年度決算におきまし

ては、当市の実質公債費比率が１９．９パーセ

ントと、高率でございます。後年度の財政負担

も考慮しながら、中長期的な視点に立った事業

を実施していきたいと、このように考えていま

す。 

　次に、第３セクターの改革推進債の活用でご

ざいます。 

　平成２１年度から、地方公共団体の財政の健

全化に関する法律の本格施行に伴い、将来負担

比率など、これまで地方公共団体の負担として

見えにくかった第３セクターとか、土地開発公

社の経営状態悪化が問題となっているところで

ございます。 

　その第３セクター等の整理または再生に伴う、

負担する必要がある経費につきまして、平成２

１年度から平成２５年度の一定期間内に、集中

的な改革を推進することを目的にしまして、本

年度の地方債計画から、第３セクター等改革推

進債が創設されたということでございます。 

　土地開発公社等の解散に伴う経費のうち、国

が定めた基準に基づく経費に対しまして、地方

債が１００パーセントの充当率となっていまし

て、その支払利息の一部を特別交付税措置され

ることとなっています。 

　当市におきましても、土地開発公社への先行

取得依頼、土地等の長期化が、これはもう問題

になってきているところでございます。 

　そのために、平成１７年度に宿毛市土地開発

公社経営健全化計画を定めまして、平成１６年

度末で約７８億５，０００万円ありました土地

の保有額でございます。これを、平成２１年度

末までの５年間で、土地の取引などによりまし

て、約１８億３，０００万減らす。結果として、

６０億２，０００万円に抑制するように取り組

んでいたところでございます。 

　このお金の平成２０年３月３１日現在の残り

の土地価格が、公共用地先行取得分が約７億６，

０００万、それから宿毛東団地等の公社事業分

が約４億円、宿毛湾港港湾整備事業として、高

知県から先行取得依頼されたものが約３９億８，
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０００万となっております。 

　残りがこういうことでございまして、合計、

約５１億４，７００万円でございまして、当初

の計画からしまして、当初７８億５，０００万

あったところから、５１億４，７００万に減ら

しておりまして、計画より大幅に、約２７億減

らしたということでございます。 

　また、平成２１年度には、公共用地先行取得

分を２億３，０００万余りを予算計上しまして、

先ほど、今城議員からもお話がありましたよう

に、引き取りを行う予定としております。 

　それから、高知県から取得依頼の宿毛湾港整

備事業でございますが、平成２１年度には１億

７，０００万円余りを引き取り予定との話を、

県の方からいただいておるところでございます。 

　今後も、港湾整備事業の振興状況等によりま

して、定期的に県に買い戻しを要求していきた

いと、このように思っております。 

　しかしながら、土地開発公社の長期保有土地

は、現在も多額が残っておりまして、毎年度、

金融機関からの借入利子によって、金額がふえ

ているのが現状です。 

　したがいまして、今回、創設されました第３

セクター等改革推進債を、土地開発公社の解散

または業務の一部の廃止の場合には活用できる

と思われますので、後年度の財政負担を考慮す

る中で、これを積極的に検討してまいりたいと、

このように思っております。 

　なお、土地開発公社保有土地の活用方法でご

ざいますが、市が土地開発公社へ先行取得依頼

したときの経済情勢と、現在の経済情勢が大幅

に変わっておりますので、土地の活用方法につ

いても、再検討の時期に来ているんではないか

というふうに思っております。 

　次に、西南地域ネットワーク株式会社への健

全化に向けた第３セクター等改革推進債の活用

でございますが、第３セクターの場合は、これ

は解散または事業の再生の場合に活用できると

いうことになっています。 

　地方債の借入可能額は、損失補償契約に基づ

き、負担する必要がある額を対象としています。 

　このため、当市が損失補償契約している３億

４，０００万円が、対象になるのではないかと

いうふうに考えております。 

　西南地域ネットワーク株式会社につきまして

は、現在、市の損失補償している金額を上回る

負債がありますので、西南地域ネットワーク株

式会社の経営健全化に向けては、他の出資者等

との協議も、今後、重ねてまいりたいと、この

ように考えております。 

　以上でございます。 

○議長（寺田公一君）　１番今城誠司君。 

○１番（今城誠司君）　少し再質問をさせてい

ただきます。 

　公共投資臨時交付金については、まだ、経済

対策の危機対策臨時交付金についても、まだ計

画の提出が、まだ期日が来ていないということ

で、ここでは言えないということですけど、例

えば、理科教育の整備として、今までの１５倍、

１５年分の予算もついております。 

　もう、この機にやりたいことを、いっぱいス

トックがあって、出せと言われたらすぐに出せ

るような体制で、職員も取り組んでいってもら

いたいと思います。 

　そのスピーディーな情報収集、懸案事項の計

画について、たくさんあると思いますが、どの

ようにそれに順位をつけていくか、この市政を

積極的に発展させていくために、どのように活

用、この交付金を活用していくか、その方針を

少し聞きたいと思います。 

　それから、土地開発公社についてですけれど

も、県の買い戻し計画について、計画的な買い

取りというやつを、自分は聞いてたんですけど、

その年度、年度で、進行にあわせていくという
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ことだけしかないのか、何年間で買い戻すとか、

そういう明確な県との打ち合わせはないのか。 

　ただ単に、進行に、港の売れ行きとか、そう

いうものを見てやっていくのか、少しお聞きし

たいと思います。 

　それと、長期保有していた土地開発公社の土

地を、金利分だけを補助した方が、表面には出

にくいんですけど、今回、一生懸命、市の方に

まず買い取っていっておりますが、その土地の、

最終的な活用、どのように市民のために使って

いくか、そういうことも検討して、売却してい

かなきゃ、売却するべき土地は売却する。市で

使える土地はこういうことに使いたいという、

ビジョンを持って、この土地の整理もしていっ

てもらいたいんですけど、その資産の活用につ

いて、どのように考えておられるのか、もう少

しお聞きしたいと思います。 

　以上で、２回目を終わります。 

○議長（寺田公一君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、今城議員の再質

問にお答えします。 

　公共投資の関係でございます。 

　今までためてきたものがたっぷりございまし

て、これをやりたい、あれをやりたい。各課に

も毎年、実は予算要求のとき、事業の、それぞ

れの事業に対する評価をしております。 

　予算要求のときに、これは各課において、Ａ

ランク、Ｂランク、Ｃランクというふうなこと

をつけまして、公共事業関係につきましても、

１つの事業全部１枚紙にランクをつけておりま

す。 

　これを見ながら、これを先にボンボンボンボ

ンやれるかというと、なかなかこの、事業の実

施と、Ａランクをつけててもこっちの調整と、

はからなきゃいけないとか、そういうものはご

ざいまして、この調整、今、やらせていただい

ているところでございまして、今までためたも

のが、結構あります。できれば、そのためたも

のの中で、優先順位を一番につけているものに

ついて、これをピックアップしていきたいとい

うふうには思っておりますが、この事業調整、

ちょっと、我々の中でもありますし、また、県

に出して、それがすぐ選択されるかどうかの、

いうふうな調整もございますので。 

　その関係で、ちょっとありますので、できる

だけスピーディーな対応はしていきたいと。 

　今、これを逃すと、全然できなくなる仕事も

あるんじゃないかなと、私自身は思っておりま

すので、そういった意味で、各課に対して、そ

ういう調整を出していただいて、まず出してい

ただいて、市長部局で少し調整を図るというふ

うな作業、これが議会が終わりましたら、すぐ

にもうやりたいというふうに考えて、議会中も、

休会のところもございますので、そこでやらせ

ていただきたいと、このように考えております。 

　それから、土地開発公社の買い戻し計画、相

手がおりまして、市のものについては、市と土

地開発公社のものについては、計画はもう出し

ているわけでございますけど、もう県の方につ

きましては、今までほとんど企業が来なかった

ら、何もしてくれなかった状態があったのは、

ご存じのとおりでございますので、これで企業

誘致がこの間ありました。それで動き出しまし

た。 

　そういうところで、今後も県に対しては、計

画的な買い戻しをしていただきたいということ

は申し入れもしておりますし、そういうふうに

していかないと、土地開発公社がいつまでもず

るずるずるずると、こういう金利の問題で引き

ずっていかなきゃいけないという悪循環になる

と思いますので、この辺できちっとしたメスを

入れたいと。 

　また、ちょっとした計画については、後で理

事長の方からも説明をさせていただきます。 
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　土地の、次に活用でございます。 

　これ、実は公社の持っている土地の中に、非

常にもう活用するにも活用できない。売りたい

んですけど、買い手が恐らくいないだろうとい

う、非常に古い、何と申しますか、塩漬けの土

地もございます。 

　そういったところについては、もう全く今、

お手あげの状態もありますが、できれば皆様方

のお知恵も借りながら、ここはこうしたらどう

じゃというふうなことを、ぜひ、反対にいただ

ければありがたい。 

　我々ももちろん、執行部として、この土地を

どうしていく。売りたいんだけど買い手がいな

いところもありますし、どうしてもこれはこん

なものに使いたいというところもございます。 

　そういうようなものにつきまして、また、

我々も知恵を絞ってまいりますが、また、ぜひ

皆様方からのお知恵もいただければありがたい

というふうに思います。 

　以上でございます。 

○議長（寺田公一君）　副市長。 

○副市長（岡本公文君）　副市長、今城議員の

一般質問にお答えをいたします。 

　県の事業に伴います宿毛市土地開発公社の先

行取得分について、計画的に買い戻しをすると

いうことを聞いているかというお話でございま

す。 

　その件につきましては、港湾事業の中で区域

外になった土地がございます。東の方でござい

ますが、その部分の区域外につきましては、５

年間で県の方が引き取りをしてくれるというこ

とになっております。 

　そして、現在、新港のところで、県が、みな

と振興交付金で事業を行っております。公園用

地の整備等を行っておりますが、そのみなと振

興交付金事業についても、５カ年計画というこ

とでございまして、それに伴いまして、用地を

取得していただきながら、５年間で公園整備を

するということになっております。 

　以上でございます。 

○議長（寺田公一君）　１番今城誠司君。 

○１番（今城誠司君）　２回目の質疑を少しさ

せてもらいます。 

　宿毛湾港の工業団地の背後地、工業団地とい

うことで、製造業しか売却できないみたいな感

じなんですけど、実際、この土地も、今、企業

誘致をしても、なかなか来てもらえるところは

少ない。でき得れば、この宿毛市内の一次産業

の振興に、用途がちょっと違いますが、そうい

う活用はできないのか。水産加工場とか、もう

そういうペンペン草が生えて、金利ばっかりふ

えるんじゃなしに、何とかこの地元でも活用す

る方法を考えてはいないのか、そういうことは

できないのか、もう少しお聞きしたいと思いま

す。 

　それと、公共投資臨時交付金ですけど、１０

円でも獲得して、頑張っていただきたい。地域

のために頑張って、職員の皆さんに頑張ってい

ただきたいと思います。 

　以上、２回目を終わります。 

○議長（寺田公一君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、今城議員の再質

問にお答えします。 

　湾港の土地の問題でございます。 

　重要港湾宿毛湾港ということで、用途が製造

関係ということで、工業団地ということになっ

ておりますが、港の使い勝手によりまして、港

には臨港地区というふうなもの、それからいろ

んな用途地域が定められる予定でございます。 

　これはまあ、企業が張りついた後でも定めら

れて、この条例、県の港湾条例に従うようにな

っておりますが。 

　この今のご提案の中で、今の製造業だけでな

くて、ほかにも、例えば港を使う荷姿があると
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か、そういう地元企業がこういうことをやりた

いということになれば、これは県の方の港湾の

審議会もございますし、私の方でも、こういう

要望があるということにつきまして、県の方に

お願いをしに行くという手立てはございます。 

　だから、製造業だけしかここは来ちゃいけな

いんだよという明確な基準というものはござい

ませんので、だから、その用途に応じた港の仕

様があって、結局、船が着いてその船が荷姿と

して、その荷物を持って行ったり、入ってきた

りということに使ってもらえればいいわけでご

ざいますので、そういった地元で活用できるも

のがありましたら、用途も変えていただくとい

うふうなことは可能でございますので、ぜひ手

を挙げていただけるところとかございましたら、

また私の方でも、そういう要望を聞いて、県の

方には柔軟な対応をしていただくということは

できると思います。 

　それから、公共投資のお金でございます。む

だなお金は使っちゃいけませんけど、皆さんの

ためになる施設を、優先順位をつけまして、ぜ

ひ実施していただきたい。いきます。 

　それで、ここに控えております各課長にも、

そういう思いを持って出していただきたいとい

うふうなことを考えておりますので、できるだ

け市の負担少なく、国の負担多くという形で、

とっていきたいなというふうな感じは思ってお

ります。 

　以上でございます。 

○議長（寺田公一君）　１番今城誠司君。 

○１番（今城誠司君）　いろいろと答弁をあり

がとうございました。 

　土地開発公社については、もうこの土地を有

効活用して、公社が解散、もう役目を終えてま

すので、解散の方向まで、最終的なところまで

取り組みの方お願いいたしまして、質問を終わ

りたいと思います。 

○議長（寺田公一君）　８番浦尻和伸君。 

○８番（浦尻和伸君）　８番、一般質問をいた

します。 

　早いもので平成２１年も６月になり、吹く風

もいつしか夏めいてまいりました。 

　また、気候の変わり目は体調を崩すときがあ

りますので、執行部を初め、市民の皆様は体に

気をつけていただきたいと思います。 

　それでは、通告に従いまして、一般質問を行

います。 

　ことしの４月２７日に宿毛市と四万十市は定

住自立圏構想に基づき、中心市宣言を行いまし

た。 

　過去を振り返ってみますと、平成７年には高

知県西南地方拠点都市地域基本計画を策定し、

連携と調和を図りながら、６市町村が一体とな

り、豊かな自然環境と豊富な歴史、文化を生か

した若者定住の核となる職・住・遊・学の総合

的生活空間の形成を目指してきたと示していま

す。 

　中心市宣言を決定した中で質問したいと思い

ます。 

　市長を初め、議員の皆様も承知と思いますが、

ことしの１月１１日に宿毛市の文教センターで

成人式がとり行われました。 

　その式場で、前宮本議長、今は過去の人です

が、議長あいさつの中で、２５０人の成人に対

して、市外から宿毛に帰った人、手を挙げてく

ださいと言いますと、約８割の若者のが手を挙

げました。 

　そして、宿毛が好きな人と言いますと、ほと

んどの成人が手を挙げたことを、市長初め議員

の皆様も承知と思います。 

　幾ら宿毛市が好きでも、宿毛には働く場所が

ないのが現実です。いきなり働く場所を構える

ことは不可能ですが、５年後、１０年後をめど

に計画を考えてみることが大切だと思っていま
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す。 

　その中で、今回の質問は、宿毛市と大月町に

ついて、市長の考えを伺いたいと思います。 

　大月町は、就業者数が２，６００人いまして、

そのうち約５００人が宿毛市で働いています。 

　また、農協も合併し、１つの事業体になって

いますし、漁協におきましても、大月町１２漁

協のうち１１漁協が合併し、１つの事業体にな

っています。 

　柏島の目の前には、宿毛市の沖の島があるよ

うに、宿毛市と大月町は兄弟関係にあると思い

ます。 

　私が市長にお願いしたいのは、高知県の西の

玄関、宿毛市、大月町をどう振興するのか、で

きましたら市長、町長のトップ会談を定期的に

行っていただき、宿毛市、大月町の将来構想と

か、ビジョンを語っていただきたいと思います。 

　また、宿毛市の職員、４０歳までの若い職員

と、同じ大月町の若い職員によるこれからの宿

毛市、大月町をどう振興していくのか。若き行

政マン同士が熱い思いを語れる場もつくってい

ただきたいと思いますが、市長の考えを伺いま

す。 

　次に、新田、高砂地区の導流堤について伺い

ます。 

　新田、高砂地区は、宿毛市の下水処理場がで

きまして、その周辺は公園になり、日曜、祭日

にはお年寄りによるグラウンドゴルフ大会を初

め、短いながら市民の散歩コースになっていま

す。 

　せっかく美しい公園ができましたが、目の前

のある導流堤は、ところどころが壊れ、人が歩

くこともできません。導流堤を宿毛市の負担が

できるだけ少ない、例えば災害復旧工事などで

整備できないか、市長に伺います。 

　続きまして、鵜来島の振興について伺います。 

　高知県唯一の有人離島沖の島、鵜来島では、

国の離島漁業再生支援交付金事業が始まり、地

域の皆さんが協力しながら島の振興に努力をし

ています。 

　しかし、少子高齢化の波は他の地域よりも進

んでいます。特に、鵜来島では、島に住んでい

る方は２３人で、主体は７０歳以上のお年寄り

でございます。 

　畑を耕し、小舟で漁に出て生活をしています

が、毎年、イノシシの被害に遭って、大変困っ

ています。 

　宿毛市では、定期的にイノシシの駆除を行っ

ていますが、駆除ができていません。駆除がで

きない原因は、島は風が強く、木が横に伸びる

ため、犬がイノシシを追えないのが原因だと聞

いています。 

　これからのイノシシ対策を初め、やがて人が

いなくなっていくような鵜来島を、宿毛市とし

てどう振興していくのか。 

　例えば、集落と山を金網で仕切り、人家近く

にイノシシが入れないようにして、イノシシは

宿毛市の給食センターやすくも酒造と提携して、

芋の皮や給食センターの廃材を定期船で運び、

小さな水のみ場、そしてえさ場をつくり、イノ

シシを飼育して冬場に出荷をし、島民の収益に

してはどうか。 

　また、学校については、親と子どもが触れ合

う宿泊施設と、小学校高学年を対象にした臨海

学校の受入施設にしてはどうか。日中は港内で

泳ぐこともできるし、カヌーで遊ぶこともでき

ます。また、魚釣りもできるし、夜はグラウン

ドで子どもたちの手料理で食事会や花火大会も

できます。 

　施設管理につきましては、例えば鵜来島ＮＰ

Ｏ法人に委託します。宿毛市内の子どもたちを

初め、高知県下の子どもたちは、沖の島や鵜来

島に行ったことがないと思います。 

　臨海学校について、教育長の意見を伺います。 
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　第１回目の質問を終わります。 

○議長（寺田公一君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、浦尻議員の一般

質問にお答えをいたします。 

　いろいろな合併があったり、大月町が兄弟関

係だという話は、非常によくわかりますし、市

民の方々も、親戚づき合いもたくさんあるとい

うのは、よく承知をしております。 

　また、ただ非常に残念なことは、平成１６、

７年ですか、大月町との合併を、宿毛市として

は議会の皆様も大賛成ということでしておりま

したけど、大月町の方で、議会の方で拒否され

たというふうな経緯もございます。 

　ただ、合併ができなかったからどうというこ

とではなくて、やはり合併ができなくても、大

月町、また三原村とは、我々も親戚づき合いと、

兄弟づき合いだというふうに、私自身も思って

いるわけでございます。 

　大月町長と定期的な会談ということのご提案

がございました。ただ、大月町とだけというよ

りも、先ほど申しましたように、三原村とか、

四万十市、それから土佐清水市、こういった、

もう一つ黒潮町でございますが、幡多地域広域

の組合もつくっておりまして、大月町長とも、

こういった一部事務組合、それから常備消防、

それからし尿処理の関係、広域圏組合などでも、

しょっちゅう会議で顔を合わせているわけでご

ざいまして、そういったところで、結構、いろ

んな話もしている関係で、特に２人だけでいろ

いろな構想、将来を話していくということでの

会談というのは、私自身は今のところ予定をし

ているわけではございません。 

　この会う機会は多くて、私自身もお願いに行

くときは、大月町の庁舎まで行って、いろんな、

町長にもお願いしたりすることもございます。 

　そんなところで、やっぱり振興策によって、

話し合いが必要な場合があります。定期的でな

くて、定期的より、もっと、こんな会合で会っ

ているんじゃないかなと、私自身は思っており

ます。 

　近ごろは、高知西南地域の公共交通協議会と

いうのがありましたし、そういったもので、し

ょっちゅう会っているんじゃないかなと、私自

身は思っておりますので、特にそこでいろんな

ことを話していけばいいのかなというふうなこ

とは、自分としては思っております。 

　それから、大月町の職員との交流でございま

す。日々の業務におきまして、職員研修、職員

派遣とか、各種の会合等によりまして、他の市

町村職員と接する機会が数多くあります。 

　これからのまちづくりと、それからお互いの

課題を共通認識としてとらえまして、地域の活

性化に向けて、いろいろな大月町の職員も三原

の職員も一緒になってお話し合いをしている場

もございます。 

　職員の政策能力とか、地域の連携を強化する

ための人材の育成、それから交流は重要でござ

います。こういった、先ほど申しました職員研

修とか、各種会合の場を通しまして、相互に連

携をして、職員能力が向上する。ひいてはまち

づくりの推進と行政サービスの向上につながっ

ていくものだというふうなことも思います。 

　職員研修につきましては、ただ一方的に、今

までは講師のお話を聞いて、はい、それでおし

まいというふうなことがありました。これでは、

なかなか、右から入って左の耳に抜けるという

ふうなところもあったりして、実行行為が伴わ

ない場合も多々あったかと思います。 

　そういうことよりも、これ、職員同士がお互

いに提案というか、意見を出し合うというよう

な、そういった提案型への研修の内容、充実を

図っているところでございます。 

　今後におきましては、複数の自治体による共

同機関の設置を大幅に認める動きもあるようで
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ございますし、広域で、ある一定程度、いろん

な行政事務をやっていこうじゃないかというふ

うなことも、これからふえてくるというふうに

思います。 

　そういった意味で、大月町に限らず、三原村、

そして幡多広域の職員間の、何と申しますか、

意見交換ですか、そういった場をたくさんとっ

てやっていくのが、もっと広い意味で、職員の

人間形成のあり方にもつながっていくんじゃな

いかなと、そういうふうなことを思っていると

ころでございます。 

　次に、新田の導流堤でございます。 

　公式の場で余り、今壊れているところについ

て、災害復旧などでということは、余り私は言

いたくないんでございますが。災害復旧は、そ

の災害、天候によって壊れたから災害復旧認め

てくれというふうに言わなきゃいけないわけで

ございますので。 

　これ、新田の導流堤は、２級河川松田川の河

川の施設でございます。これは、高知県の方の、

県の方の管理でございまして、土木の宿毛事務

所の管理となっています。 

　事務所に、宿毛事務所に確認をしました。す

ると、導流堤は十数年前から破損が始まってお

りまして、現在では、全延長が３７０メートル

あります。 

　このうち、手前の約１５０メートル程度が破

損している状況でございます。それで、人の往

来ができない状態になっております。 

　これを完全修復するには、約１億円程度の工

事費が必要だということでございます。 

　今まで、修復事業、工事をしていない理由を

聞きましたら、洪水時には、本施設があること

で上流側と申しますか、対岸と申しますか、そ

ちらへ反射波と申します、そういうものが行く。

そして、土砂がたまっていくというふうなとこ

ろがございまして、地域の同意が得られなかっ

たという経緯があるようでございます。 

　導流堤を復旧するには、まず地元とのお話し

合いが必要となってくるということでございま

した。 

　こういった形で、せっかくの浦尻議員からの

ご提案でございますし、あそこは散策できれば、

悪天候時にはちょっと、入っていただくのは禁

止をされると思いますが、そういった形で使う

ようであれば、改修をしなきゃいけない。改修

をするためには、まず地元との調整が必要とな

ってくるということでございますので、宿毛事

務所等とも協議をしながら、ちょっと検討させ

ていただきたいと、このように考えております。 

　続きまして、鵜来島のイノシシ対策及び振興

についてのご質問でございました。 

　イノシシ、害獣として猟友会の方々にもお手

伝いをいただいて、駆除を行っているところで

ございますけど、なかなか全滅というまでには

至ってないのが実情でございます。 

　非常にユニークな提案で、野生のものを囲い

込んで、そこをえさ場にどこか置いて、囲い込

んで飼育しようと。その飼育したやつを、肉を

売って、鵜来島の食べ物として提供しようとい

うふうなことだろうと思います。 

　非常に、そういう形になると、例えばスーパ

ーであるとか、食べ物がいっぱい余っている、

それを捨ててます。こういったものを運んでい

く、これは輸送賃が要りますけど、そういった

ものでやっていけば、非常に効率的かなとは思

いますが、鵜来島、あのとおりの地形でござい

ますので、今度はそこに、例えばイノシシの水

場とかえさ場とかあると、今度は反対に、ちょ

っと水が影響してくるんじゃないかというふう

なことを、ちょっと私、チラリと思いました。 

　なかなか、ご提案のとおりにはなかなかなら

ないんじゃないかなというふうなことを思いま

す。 
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　１つのご提案でございますので、受けとめは

させていただきますが、地元の方々の意向が一

番重要かなと。振興については、どういうふう

なことをやっていくのがいいか。 

　お年寄りの方々が、今、非常に多いところに

なっておりますが、ことしは支所の駐在員、連

絡員としまして、反対に若い人をちょっと派遣

をしております。お年寄りに対して、若い職員

が、若い発想でいろんなことを見ながら、行政

としても提案もしてくれるんじゃないかという、

淡い期待も持っておりますし、島で暮らしてい

るお年寄りの方々のいろんなお話を聞きながら、

行政の、我々の職員が勉強にもなるんじゃない

かなというふうなことでも、派遣もさせていた

だいております。 

　そんなことで、鵜来島、沖の島の問題は、先

ほど松浦議員からも質問もされております。こ

の両島の、高知県では唯一の有人離島が我が市

だけでございますので、このことに対しまして

は、ぜひ意を尽くして、行政としてしっかり対

応していかなきゃいけない。両島の振興策につ

いては、必死になって頑張らなきゃいけないと

いうふうなことを思っております。 

　そういうことで、浦尻議員のご提案について

は、１つのご提案であるというふうに受けとめ

させていただきます。 

　以上でございます。 

○議長（寺田公一君）　教育長。 

○教育長（岡松　泰君）　教育長、浦尻議員の

一般質問にお答えをいたします。 

　市内の子どもたちに、沖の島や鵜来島での臨

海学校を実施してはどうかとのご質問でござい

ますけれども、今年度、宿毛市内での小学校で

は９校、中学校では２校が、宿泊体験学習の実

施を予定をしております。 

　その大半が、幡多青少年の家で実施をするよ

うになっております。 

　小学校につきましては、６年生で修学旅行を

実施しますものですから、その期間に５年生が

集団学習での仲間づくりであるだとか、野外活

動の体験を目的として、宿泊学習をしておりま

す。 

　議員ご指摘のように、市内の児童生徒で、沖

の島や鵜来島のことを知らない子どもはたくさ

んおると思いますし、魚釣りだとかカヌーの体

験だとか、離島での臨海学校の活動は、とても

子どもたちにとってはよい経験になるのではな

いかとは思っております。 

　問題点といたしましては、宿泊施設の問題を

初め、宿泊体験に係る経費が個人負担であった

り、定期船の使用による経費の問題だとか、そ

れから天候の問題であるとか、定期船の乗船定

員が限られております。７０名ということでご

ございますので、大規模校の児童数に対応がで

きないことだとか、それから、病人やけが人の

対応の問題もありますので、参加することにつ

きましては、保護者の理解、協力が必要となっ

ております。 

　宿毛の子どもが、いろいろな地域を知り、そ

こでの暮らしを知るということは、大変意義の

あることなので、学校関係者と協議をしながら、

検討をしてまいりたいと思っております。 

　それから、４年ぐらい前になると聞いており

ますけれども、社会教育の方で、公民館活動と

して、希望者を募ってキャンプを実施したこと

があるそうです。そんな取り組みはあると思い

ますので、生涯学習課の方と話し合いをしてま

いりたいと、こんなふうに思っております。 

　それから、臨海学校とはちょっと違いますけ

れども、沖の島小学校と、それから橋上小学校

が、今、交流事業を実施をしておりまして、海

で生活をする子どもたちと、山で生活をする子

どもたちのいろいろな体験を学習をする取り組

みもしております。 
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　以上です。 

○議長（寺田公一君）　８番浦尻和伸君。 

○８番（浦尻和伸君）　８番、再質問をいたし

ます。 

　１回目の質問では、なかなかいい答えが出な

い、それも十分わかっていますので。 

　まず、１点目、ただいま市長と教育長から答

弁をいただいたんですけど、その前に、ことし

の４月２７日に四万十市、宿毛市が中心市宣言

書、ここに持っているんですが、ちょっと、簡

単に中を読んでみたいと思います。 

　定住自立圏構想が掲げられ、集約とネットワ

ークと観点のもと、中心市の機能と周辺市町村

の機能が協定によって有機的に連携し、定住の

ための暮らしに必要な諸機能を総体として確保

するとともに、自立のための経営基盤や、地域

の誇りを培い、全体として魅力の溢れる地域を

目指すという新たな圏域の形が示され、幡多地

域では、これまでの取り組みに構想に基づく新

たな視点を加えることで、市町村間の連携を一

層強化し、地域全体で住民の生活機能を確保す

るとともに、地域の強みや魅力を磨き上げるこ

とで、地域全体の活性化に向け、さらに発展的

な取り組みを進めることといたしました。 

　終わりに、周辺４市町村を初めとする周辺市

町村との定住自立圏の形成に向け、協議を進め、

安心して暮らせる圏域の形成、地域の特性を生

かした、発展と一体化に貢献することをここに

宣言いたします。 

　四万十市長の澤田五十六さんと、宿毛市長の

中西市長です。 

　その、今の定住自立圏構想中心市宣言に基づ

き、再質問をいたします。 

　１点目の大月町の交流について、広域に取り

組んでいくと答弁をいただきました。私として

も、広域の取り組みは賛成です。 

　この前、四万十市、清水市の市長がかわりま

した。幡多広域で一番年長の市長はうちの中西

市長でございます。積極的に四万十市の市長や、

清水市の市長と会談を行い、これから目指す幡

多広域について、中西市長が中心になって取り

組んでもらいたいと思います。 

　今回、大月町との交流については、最終的に

は幡多広域での職員による協議会ができればい

いと思います。 

　幡多広域になるためには、まず宿毛市と一番

近い行政は大月町でございます。 

　私が４０歳までの行政マンを指名したのは、

これから宿毛市や大月町を背負う人材になって

くれると思います。自分たちでテーマをつくり、

座長の決め、５年後、１０年後はどうあるべき

か、熱い思いを語れる会。この会については、

宿毛市、大月町は経費は出さない。職員は納得

の上で、仕事が終わった、例えば金曜日の午後

６時に会をもってもらいたいと思います。 

　若き職員が出会い、自分の思いを語り、また

ライバル意識を持つことにより、市長の答弁に

あるように、職員の能力が向上し、ひいてはま

ちづくりの推進と行政サービスの向上につなが

ると思います。 

　若者たちから出た発想や提案は、これからの

宿毛市、大月町にとってプラスになると思いま

す。 

　ぜひ、大月町長と話をして、志願する職員、

男女問いませんが、会をつくっていただきたい

と思います。 

　なお、志願、賛同する職員がいない場合は、

あきらめます。 

　続きまして、導流堤について、再質問をいた

します。 

　過去のことについては、私は余り知らないこ

とがありましたが、ダムができる前の話だった

んではないかと、今、思っています。 

　今回、導流堤を宿毛市の負担ができるだけな
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いやり方でなおしていただきたいのは、市長も

知っていると思いますが、市民の方は、夜、体

の健康のためにジョギングや散歩をしている方

をよく見かけます。 

　交通量の多い場所を歩いているのですが、梅

雨時期や冬場は大変危険です。私としては、ま

ず導流堤をなおして、街灯を設置し、市民の散

歩コースにします。 

　追加工事で、国の防災対策事業を実施し、早

い時期に来ると予想される南海地震の津波を軽

減できる工法ができないか。それができれば、

高砂地区や新田地区を津波の第一波が軽減でき

ると思います。 

　特に高砂地区は、平坦な場所にあり、山に逃

げるにも川に囲まれ、時間がかかります。 

　整備の仕方によっては、市民の生命を守るこ

とができると思います。また、導流堤に街灯が

できれば、夏には家族でウナギ釣りができます。 

　いろいろな調整があると思いますが、再度、

市長の考えを伺います。 

　次に、鵜来島の振興について、市長に再質問

をいたします。 

　イノシシの質問に入る前に、鵜来島の振興策

の中で、前にあった定期船の待合所が今はない

のですが、市長としてはどう考えているのか、

答弁できれば答弁していただきたいと思います。 

　それでは、イノシシについて、続行いたしま

す。 

　イノシシについては、まず島民のお年寄りが

汗をかいてせっかくつくった作物、ジャガイモ

など、収穫前にイノシシに荒らされます。山と

畑を仕切ることで、まず、安心して作物がつく

れると思います。 

　また、鵜来から片島に来ている人、たくさん

いますが、イノシシの被害がないのなら、温暖

な気候ですので、ふるさとに作物をつくりに帰

るかもしれない。ぜひ、地元の方々の意見を聞

いて、前向きに取り組んでいただきたいと思い

ます。 

　そして、市長がいつも言ってます、金がない

なら知恵を出せ。宿毛市の財政は厳しいことを、

私も知っています。 

　今、取り組んでいます国の離島漁業再生支援

交付金事業、あの事業は、国が毎年１９億円を

予算を組んで、離島に直接資金がおりる事業で

す。 

　我々は、そんな交付金があるのを知りません

でした。水産庁に行って初めて知ったのが現実

です。 

　そして、市長の理解をいただき、今、事業を

進めています。離島にはいろいろな国の事業が

ありますので、職員が徹底的に調べ、宿毛市の

負担にならない補助金を探してください。 

　市長の答弁で、地元の意見を聞いて検討する

との答弁ですが、地元の意見が賛成ならば、予

算の問題もあると思いますが、前向きに検討す

ると理解してもいいですか。 

　市長の答弁をいただきたいと思います。 

　続きまして、教育長に再質問をいたします。 

　私は、鵜来島がイノシシと共存している島だ

けではおもしろくないです。せっかく立派な学

校があるのに、あの施設を利用しないでおくべ

きではないと思います。 

　まず、鵜来島では、地元出身の若者や家族が

働ける場所がない。それには、どうしても学校

を活用しなくてはできないと思います。 

　このままの状態でいれば、いつか人が住んで

いない島になってしまうおそれがあると思いま

す。 

　宿毛市にとって、沖の島や鵜来島はかけがい

のない財産です。執行部も知っていると思いま

すけど、渡船建造に伴う造船所や鉄工所、そし

て磯釣りの客、ダイビングの客、まき網船団の

漁獲、それに伴う仲買人を初め、一本釣り、言
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えばきりがありません。 

　それだけ恩恵を受けている人たちがいます。

その島が、今まさに厳しい状態になっています。

宿毛市は、今こそ島の振興に努力すべきである

と思います。 

　その第一歩として、私としては、鵜来島の振

興かなと思っています。 

　今、教育長の答弁にありましたように、まず、

学校を受け入れができる施設に改修してあげな

くてはならない問題点がありました。施設改修

には、教育予算ができないか。できなければ、

ほかの国の予算を探す。 

　そして、地元出身者で法人を立ち上げ、そう

いう感じで進んでいただければいいんですが、

教育長の答弁は、余りありがたい答弁ではなか

ったと思います。 

　私が、第一に宿毛市内の子どもにしたのは、

子どもたちに宿毛市であっても行ったことのな

い鵜来島、鵜来島に行ってもらいたい。夏には

港内で泳ぐこともできるし、浮き桟橋をつくり、

お年寄りに指導してもらい、魚釣りもできます。 

　学校の１室では、ＳＷＡＮテレビによる宿毛

市の漁業のテレビ放映、養殖、まき網、一本釣

り、また台風で荒れ狂う沖の島、鵜来島の海、

そんな現実の宿毛市を見てもらいたい。 

　定期船の経費の問題などは、教育予算で見て

もいいのではないかと思います。 

　そういう形で、教育長に、もう少し前向きな

答弁をしていただきたいと思います。できたら、

次長にしたかったんですが、今回は教育長にし

ます。 

○議長（寺田公一君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、浦尻議員の再質

問にお答えをいたします。 

　まず、最初に大月町の交流をしましょうとい

う話をせよということでございますので、これ

は話はできます。ただ、相手が受け入れるかど

うかについては、確約はここではできません。 

　ただ、首長同士の分については、先ほど申し

たとおりでございますので、いろんなところで、

定期よりももっと会っていると思いますので、

その部分でいろんな話をさせていただきたいと

思います。 

　それから、導流堤の件でございますが、これ、

実は今は、橋梁、国道３２１号の橋がございま

すが、あそこから下流は、一応、宿毛湾港の港

湾区域になっております。 

　ただ、今の導流堤につきましては、その当時

は河川の導流堤でございますので、今はまだ河

川の導流堤かなというふうに思っております。 

　ただ、どういう所管になっているのかは、ち

ょっと今のお話では、今現在ではちょっとはっ

きりしません。 

　いずれにしましても、港湾管理者は高知県で

ございますし、河川管理者は高知県でございま

すので、宿毛事務所に、所管になろうかと思い

ます。 

　導流堤についての施策、歩くところとか、い

ろんな提案をいただきました。ただ、港関係、

河川関係、いつ水が来るかわからない。防波堤

につきましても、いつ大波が来るかわからない。

管理上の問題で、防波堤にも釣り人を入れてな

いところが非常にたくさんあります。 

　街灯をつけて、散策の場ということも、１つ

の手だろうとは思いますが、街灯につきまして

は、優先的に見ると、私どもの方は、まだまだ

市域で暗いところがありますので、そっちの方

を優先かなというふうに感じは思います。 

　ただ、公園地域みたいな形にして、この導流

堤一体として、これは港湾の緑地ですか、そこ

と一緒にするということも、考えられなくもな

いと思います。 

　ただ、津波の軽減策でございますが、この導

流堤の復旧での津波軽減策は、恐らく効果は発
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揮できないと思います。これは、津波軽減策で

ありましたら、私、地図を持っているわけでご

ざいますけど、もうちょっと町に行かない形の

防波堤的なものにしていかないと、津波からち

ょっと守れないかなと。 

　導流堤、あくまでも河川の水を導入と言いま

すか、導くという形でございますので、ちょっ

とその原形に復旧する工事だけでは、津波被害

を軽減する施設にはなり得ないだろうというふ

うなことは考えられます。 

　津波被害を軽減するには、もっとほかの形で

の構造物を、やっぱりそこにつくっていかない

と無理かなというふうなことは思われます。 

　それから、鵜来島の定期船の待合所でござい

ます。これは、非常に宿毛、今は土木、前は宿

毛土木事務所でございます。鵜来島の防波堤を

県の工事として実施をいたしました。 

　その実施をする前に、事業説明がありました

ので、私としては、あそこにコンテナーを置い

ているだけでございましたので、ぜひ、雨露を

しのげるような形で、防波堤工事のついでに、

防波堤の上にトーチカみたいなものをつくって

くれと。 

　いわゆる稚内港にこういうものがあります。

防波堤から、波が来ても、屋根を越えて港内に

入っていくというふうな形。そういうものをつ

くれば、雨もしのげるし、待合所にもなるから

ということで、お願いをした経緯がございます

が、県には徹底的に無視されまして、一切やっ

てくれませんでした。 

　だから、こういったことを、やっぱり防波堤

の多目的の利用ということで、島民のためにや

るんであれば、ああいう大きな工事をやったと

きに、一緒にやってもらうのが一番いいと。 

　そういうことで、あそこの時期に定期船の待

合所ができなかったのは、非常に残念でござい

ます。これは、宿毛市としても、きちんとした

負担金を払いますからやってくださいというふ

うなことも申し上げたんですけれども、そのと

きに無視されて、今のままの状態で何もありま

せん。 

　だから、じゃあ宿毛市が定期船の待合所をそ

こにつくれるかというと、これは県の管理の防

波堤でございますので、防波堤の上にそんなも

のつくらせないというふうな言い方をされてお

ります。 

　ただ、島民のことを考えまして、ほかの離島

のことも見ましたら、やはりその防波堤という

のは船着場であり、皆さんの待合所でありとい

うことでございますので、県にももう少し考え

方を改めていただいて、防波堤の上に待合所を

つくるとか、きちんとした、波に壊れないもの

をつくるとか、そういうものをつくらせていた

だきたいということは、私も思っております。 

　県の方にも、また強くは申し上げていきたい

というふうには思います。 

　なかなか、船が着いているところまで歩いて

行って、雨に濡れているときなんか、大変なこ

とでございますので、そこのところは、いつも

頭の中にあります。 

　それから、離島の関係につきましては、松浦

議員のときに私も言わせていただきました、離

島振興。全国離島振興協議会とか入ったり、離

島センターにずっと足を運んだりして、いろい

ろな情報も入れてきておりまして、離島に有利

な補助事業であるとか、支援金であるとか、そ

ういう事業はたくさんございます。 

　それを、鵜来島に適用する、沖の島に適用す

るというふうなことを探してまいっているわけ

でございまして、こちらの負担もございますか

ら、そこの事業計画をきちんと立てた形でやっ

ていかなきゃいけない。 

　その中の１つで、やっぱり町と申しますか、

人家と山とを遮蔽するという手立ても、１つの
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ことだと思います。 

　ただ、畑だけを囲うんじゃなくて、人家にお

りて来ないような手立てというものは、非常に

いい提案だと思いますので、これについても、

離島の関係は非常に、国の方も手厚く、資金の

面でもくれると思います。離島の補助金も、普

通の補助金よりも高いものがあります。 

　そういった形で、島の人たちとも話し合いな

がら、対応させて、前向きに対応させていただ

きたいというふうに思います。 

　また、１つ、教育長への質問の中で、学校の

施設があります。これ、今、学校は施設ではご

ざいませんで、学校、元の学校施設でございま

す。今、市長部局の方に移っております。 

　そういったことで、この点について、鵜来島

の方が、そういったところを使って、鵜来島の

振興について改修をしたりしてやりたいという

ふうな申し出がございます。これについては、

申し出があって、非常にいい提案だと思いまし

て、お話し合いもさせていただいてはおります。 

　ただ、これが資金的に、県の事業の元気ので

る総合補助金ですか、そういったものを、非常

に当てにしてたという部分がございまして、ち

ょっと、順番的に、このお金が取ってこれなか

った部分がございます。 

　そういったことで、今はちょっと頓挫をして

おりますが、会社をつくったりＮＰＯをつくっ

たりした形で、島出身の方がそういった事業に

取り組んでいただいているということは、ここ

でも報告をさせていただきますが、これを実現

に向けて、我々も手助けをしていきたいと、こ

のように考えております。 

　以上でございます。 

○議長（寺田公一君）　教育長。 

○教育長（岡松　泰君）　教育長、浦尻議員の

再質問にお答えをいたします。 

　教育長として、できることと、それからでき

ないことがあると思いますので、その点は了承

していただきたいと思います。 

　まず、１点目の、学校の事業、教育活動とし

て行う場合にと、それから公民館活動、社会教

育の方で対応する場合と２通りあると思います

けれども、前者の学校の教育活動で行う場合に

つきましては、例えば、私が一学校の校長であ

れば、校長が保護者と話し合いながら、鵜来島

の臨海学校体験活動をやりたいので、どうかと

いうことで保護者と話し合いを進めながら、取

り組むことができると思います。 

　けれども、教育委員会の方から、それをやっ

てくださいというのは、そういうことはやった

らどうですかというお願いと言いますか、そう

いう話はできると思いますけれども、法的にや

れというのは、ちょっと難しいと思います。 

　それは、学校と保護者と地域が話し合って進

めていかなくてはならないことだと思っており

ます。私の方からやれというのは難しいですけ

れども、浦尻議員おっしゃいましたように、今

度の新しい、新教育課程の中でも、体験活動を

通して、豊かな心を育てるというのは大きな眼

目となっておりますので、私個人としては、大

変、すばらしい事業だと思いますので、学校の

方には話はできますけれども、実施をするよう

にということは、学校と保護者との話し合いの

中で、臨海学校をしたいというふうに進めてい

かなくてはならないものではないでしょうか。 

　それから、私が指導するものとしては、生涯

学習課の方に、こういう事業をやってください。

やったらどうかということで、希望者を集めて

こんなキャンプをやるだとか、臨海学校をやる

という準備をさせるということについては、私

の指導でできると思います。 

　その２点について、私の、ちょっとできない

こととできることがあると思いますので。 

　私は、浦尻議員の申しましたように、すばら
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しい事業だと思いますし、地域ぐるみで、鵜来

島を活性化させるというのは、すばらしい事業

だとは思っております。 

　以上です。 

○議長（寺田公一君）　８番浦尻和伸君。 

○８番（浦尻和伸君）　８番、最後の再質問で

すが、途中、議事進行が入りまして、忘れたん

ですけど。 

　まず、市長におきまして、大月町の協議会、

前向きな答弁ありがとうございます。 

　また、導流堤についても、やはり県の担当に

なると思いますけど、我々も県にもいろんな陳

情をして、本当に市民の皆さんが、住みよいと

か、環境がいい場所になっていただきたいと思

います。 

　それと、その鵜来島の振興策については、あ

えて私は教育長に、宿毛の学校の生徒を選んだ

ような形を受けたんですけれども、本当は、子

どもたちに一番先に、やっぱり鵜来島に来ても

らいたいと思って言いました。 

　私の希望としては、やはり鵜来島の関係は小

学校だけでなく、家族、そして栄喜なんかがあ

るブルーツーリズムなんかも利用した中で、長

期滞在型、また土佐くろしお鉄道がお客がいな

いということで、今、非常に困っていますが、

鵜来島の観光について、市外から家族、もしく

はグループ、そういうメンバーをくろ鉄で運ん

でくるとか、いろんなやり方があると思います。 

　また、港内が、本当に海がきれいで、真ん中

の方にエビジャコなんかをかぶせておれば、夜

はタマメとか、中にはブリも入ってきます。 

　市長が言う天然の釣堀があこではできます。

また、夏には、１００メートル沖に出ますと、

港内を出ますと、そこには漁礁がありまして、

そこでは夏にはケンサキイカとか、たくさん釣

れます。そこにブイを打って、５０メートルぐ

らいのロープを張れば、鵜来島から今、養殖業

者が使ってない大型の伝馬、あれを引っ張って

行って、そのロープに固定することによって、

市長が言う釣りいかだができます。 

　やり方次第によっては、結構、その宿毛市内

の一般で魚を釣られている方とか、家族で子ど

もたちと一緒に遊べる暇がない人たちが、何か

いい場所がないかと、今、模索をしております。 

　そういう部分に、鵜来島振興と合体をさせて、

やはり地産地消から地産外消とか、県知事じゃ

ないんですけど、そういう形で、一つ一つ多額

のお金を使えとはいうんじゃないんですけど、

できる限り離島振興のお金を利用しながら、ま

た市長の方から漁協も協力せれといえば、漁協

の方も前向きに進めていきたいと思います。 

　そういう形で、答弁は要りませんが、先ほど、

同僚議員、松浦議員の質問に対して、市長は計

画にもないものでも、時によっては必要なもの

はやっていかなくてはいけないという答弁があ

りました。まさにこの鵜来島はその答弁どおり

だと思っていますので、今後ともよろしくお願

いいたします。 

　これで再質問を終わりたいんですが、市長、

答弁があれば聞きますけど。ないですか。 

　これをもちまして、一般質問を終わります。 

　議長、済みません。先ほど、私、中西市長の

ことは、広域の市長の中で一番年長という話を

いたしました。私としては、市長の在任期間が

一番長いから、年長いう形を使ったんですけど、

不適合な言葉ということで、訂正をしたいと思

います。 

　以上です。 

○議長（寺田公一君）　この際、１５分間休憩

いたします。 

午後　２時１８分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　２時３５分　再開 

○議長（寺田公一君）　休憩前に引き続き、会
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議を開きます。 

　６番中平富宏君。 

○６番（中平富宏君）　６番、一般質問をいた

します。 

　私で本日５人目の一般質問であります。皆さ

んお疲れとは思いますが、できるだけわかりや

すく質問の方をしてまいりますので、執行部に

おかれましては、簡潔な答弁の方をよろしくお

願いをいたします。 

　初めに、中心市街地活性化事業についてお聞

きをいたします。 

　今期当初予算において、都市再生基本計画策

定委託料９００万円が、そして今議会には、中

心市街地活性化協議会まちづくり会社設立出資

金１０万円が計上されております。 

　ことし３月の当初予算の説明において、２０

年度に市役所の若手職員６名で、約１年間、中

心市街地活性化について検討を行ってきた。２

１年度も引き続き、中心市街地活性化に向けた

新たな計画の策定に取り組み、にぎわいのある

商店街の再構築に向けて、協議内容の検討を進

めるものであり、人口、居住の状況、商業の状

況、土地利用、建物の状況、道路交通環境、法

規制の状況、住民の意向などを調査しまして、

そして現在の状況に至った原因の分析などを行

い、その結果をもとに、中心市街地活性化協議

会において認定基本計画の策定を行う。 

　そして、その基本計画をもとに、国の認定を

受け、事業の実施を行っていきたいと聞いてお

ります。 

　そこで、ことし４月に中心市街地活性化協議

会設立準備会が開催されましたが、中心市街地

活性化協議会のその概要と、今後のスケジュー

ル、宿毛市が出資しようとしているまちづくり

会社設立の理由、そしてその中において、行政

の位置づけ、またその役割について、どのよう

になっているのか、市長にお聞きをいたします。 

　また、若手職員のプロジェクトチームで１年

間かけて検討した内容、市長自身はこれからの

中心市街地をどのようにしていきたいのか、そ

の構想について、あわせてお聞きをいたします。 

　次に、生活バスについてお聞きいたします。 

　近年、全国各地において高齢者運転免許証自

主返納制度が注目されております。 

　これは、高齢者の交通事故増加に対する対策

の一環として、高齢などにより身体機能が低下

したと自覚された方が、運転免許証を自主返納

する制度であり、希望により運転経歴証明書が

交付されます。 

　そして、地域によって内容は異なりますが、

この証明書によってバスやハイヤーの運賃割引

や、商店街での買い物割引などの特典がついて

おります。 

　現在、各地で返納者が増加しているにもかか

わらず、宿毛市では返納者がほとんどいない状

況であると、宿毛警察署でお聞きをいたしまし

た。 

　私は、宿毛市に住む高齢者やその家族が、車

の運転が危険だと気づいているにもかかわらず、

免許証をなかなか手放すことができないのは、

宿毛市の余りにも貧弱な公共交通の現状が大き

な原因になっていると考えております。 

　高齢者を含む移動手段を持たない交通弱者の

方々は、公共交通機関のない地域では暮らせま

せん。現在、４００世帯以上の方が生活し、高

齢化が急速に進んでいる西町においても、路線

バスがありません。 

　さらに、西町の雇用促進住宅、新しく市営地

域振興住宅になりますが、ここには耐用年数の

過ぎた市営住宅から、合わせて３０世帯の方の

転居を予定していると聞いております。その多

くは、高齢者ではないかと考えております。 

　現在、西町の車を持っていない住民は、病院

に行くにも週１回の医師会のバスに頼るしかな
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く、大変不便な状況であります。 

　そして、このバスは通院にしか使えません。

こんな状況では、交通弱者と呼ばれる移動手段

を持たない方々は、西町で生活はできません。 

　そして、西町だけではなく、宿毛市内の現状

は、公共交通の空白地域ばかりで、高齢者など

の移動手段を持たない方にとっては、とても暮

らしにくい町となっております。 

　町の活性化、お年寄りの生きがいなどを考え

ても、これからの超高齢化社会の中で、住民の

移動手段を確保するための生活バスは絶対に必

要であると考えます。 

　新たな路線の整備を含めて、市が単独で走ら

せるぐらいの取り組みをするお考えはないか。

現在の公共交通機関の状況とあわせて、市長に

お聞きをいたします。 

　以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（寺田公一君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、中平議員の一般

質問にお答えをいたします。 

　中心市街地の活性化でございますが、真丁の

アーケード街を中心とした周辺市街地の商店街

は、ただいまスーパーの撤退であるとか、商店

街のシャッター通り化などによりまして、町中

に住んでいながら、日常の生活を営むにも、郊

外に買い物に行かなきゃならないというふうな

状況で、特に車に乗れないお年寄りの方々にと

りましては、大変深刻な状況となっておるわけ

でございます。 

　町中の公共土木施設を見てみますと、道路幅

員は狭く、車の行き違いにも苦労しているのは

実情でございます。 

　また、水道通りの用水路兼道路の側溝は、老

朽化が激しくなっておりまして、土砂が吸い出

されて、民地や道路の陥没が再三にわたって発

生をしております。 

　このような中で、早稲田大学から寄附を受け

た旧高知銀行跡地の利用も含めまして、昨年度、

市職員の若手職員６名で、宿毛市中心市街地活

性化検討チームを立ち上げまして、活性化につ

いて、ハード、ソフトも含めて意見を出し合っ

て、協議を行い、とりまとめをしてきたところ

でございます。 

　このような経過を踏まえまして、宿毛商工会

議所と市が中心となりまして、ことし４月１５

日に中心市街地活性化協議会設立前の準備会を

開催をいたしまして、現在までに２回の準備会

を開催しています。 

　まず、１点目の中心市街地活性化協議会の概

要ですが、宿毛商工会議所並びに、これはまだ

仮称でございますが、まちづくり宿毛株式会社

が中心となりまして、住民、事業者、行政が一

体となって、中心市街地の活性化を実現するた

めの主体的なまちづくり組織として、準備会を

立ち上げています。 

　構成員といたしましては、宿毛商工会議所、

これはまちづくり宿毛株式会社の予定メンバー

ということには、一応なっておりますが、まだ

会社ができておりませんので、このメンバーと

いうことにはなかなかならないかもしれません

が。それから宿毛市、そして住民代表で、土居

下区、それから本町区と、それから観光協会、

ハイヤー・タクシー組合、本町、真丁商店街組

合、地域経済代表など、幅広く、現在のところ

２７名の構成メンバーとなっております。 

　次に、スケジュールですが、準備会での進展

に合わせまして、早い時期に協議会に移行しま

して、ことし末までに基本計画書をとりまとめ

て、本年度末に国の認定を受ける計画をしてお

ります。 

　まちづくり交付金事業だとか、経済産業省の

支援だとかがいただけるような事業でございま

す。 

　次に、まちづくり会社設立の理由でございま
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すが、これは旧法で位置づけられましたＴＭＯ

構想による国の支援策は、経済産業省を中心と

しました限られたものでございます。 

　市街地の活性化に対する抜本的な対策の実行

は、少々困難なところもございました。 

　この状況を踏まえまして、国が平成１８年８

月、中心市街地の活性化に関する法律の改正を

行いまして、旧法における商業の活性化のみに

とどまらず、町の総合的なプロデュース、つま

りはインフラ整備はもとより、街なか居住推進

事業、活性化に関する仕掛け人の育成とか、イ

ベント開催等のソフト事業の多種多様な支援策

にてバックアップするものとしまして、あわせ

て法の中で、中心市街地活性化協議会の位置づ

けを行い、その設置者として、都市機能の増進

を推進するものとして、まちづくり会社、また

経済活力の向上を推進するものとして、商工会

議所を定めまして、果たすべき役割を明確にし

て、基本理念の明示と、責務規程を新設して、

より広く市民参画が可能な、実現性を重視した

組織とするため、宿毛市も出資して、まちづく

り会社を設立しようと、こういうふうなことで

やっているものでございます。 

　続きまして、行政の位置づけとその役割でご

ざいますが、協議会においては、オブザーバー

としてまちづくりの政策展開を推進して、基本

計画作成に当たるということと、認定申請業務

を行っていくということでございます。 

　基本的には、すべてにおいて行政が裏方に徹

して、商工会議所、それからまちづくり会社、

中心市街地活性化協議会を全面的にサポートし

ていくというふうな状況でございます。 

　次に、市の中のプロジェクトチームにて検討

した内容でございます。 

　これは、若い人たちの自由意見を出し合って

いただきたいというふうなことで始めまして、

同年の、昨年の１０月までに計７回程度の勉強

会を行ってます。 

　協議内容といたしましては、今までの反省を

踏まえて、今までの反省をというのは、前の計

画でせっかくコンサルタントに委託しながら、

計画書だけでき上がって何も手つけてないとい

うところがございましたので、やっぱりもう、

手をつけるべきだというふうなこともあります。 

　だから、もう実現可能なエリアを設定しまし

て、コンパクトなまちづくりを目指すことを、

コンセプトの素案内容としまして検討したわけ

でございます。 

　とりまとめ内容でございます。これは、皆さ

んにお渡ししても構わないとは思いますが、こ

ういうふうな、宿毛市中心市街地活性化プラン

ヒューマンスケールなまちづくりということで、

若い人たちにちょっと簡単な形でつくっていた

だいております。 

　こういった形で、ハード事業が１０件、それ

からソフト事業が８件の合計１８件の提案をし

てもらっているところでございます。 

　私がどうなんだということでございますが、

私の意見を先に言ってしまいますと独善的にな

ったりしたらいけないもんですから、若い人た

ちの、子どもを持っている若い世代ということ

ですけど、その人たちに、自由に発言してもら

いたいということがありまして、私自身は、２

つだけコンセプト的に言わせていただいたのは、

せっかく水があるんだから、水を生かして、豊

富な松田川の水が、水道通りに真ん中に通って

おります。 

　昔の写真を見ますと、水道の水路が真ん中に

あって、両サイドに道路があったというふうな

写真も見ました。 

　そんなことで、せっかく水があるんだから、

水を生かしたらどうだというのが１つと、ご存

じだと思いますけど、東京の日比谷公園なんか、

うちの中心市街地より大分広い状況でございま
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すので、できたら町中に公園があるんじゃなく

て、公園の中に町があるぐらいな、そういうつ

もりで発想をしたらどうかと。その２点だけ、

皆さんの自由意見を入れてみたらどうやろかね

というふうなことで、発言をさせていただきま

して、身の丈に合った、宿毛らしい、水と緑の

あふれるにぎわいを創造したいというふうなこ

とを、私自身としては言わせていただいたわけ

でございます。 

　将来にわたりまして、町中で子どもたちが水

に親しんで、遊んで、楽しめる。それから、子

どもたちが将来の郷土を誇れるまちづくりにも

っていかなきゃいけないなというふうに思って

おるところでございます。 

　次に、公共交通機関でございます。 

　中平議員に、非常に痛いところをつかれてお

ります。高齢者の運転免許の自主返納が少ない

ということでございまして、それに対する見返

りというものが、まだ宿毛市にはございません。 

　私も、高齢者運転免許証の自主返納というの

は、これはいいことじゃないかなと。高齢者の

地域安全協議会に出ておりましても、高齢者の

死亡事故が、昨年３件ほどありました。高齢者

だけでございまして、非常に運転のところが、

ちょっと危ないところの方もおられるというふ

うなことでございます。 

　これには、やはり自主返納していただくため

には、公共交通がしっかりしとかなきゃいけな

い、これはもう当然のことでございます。 

　そういう形で、公共交通機関というものをき

ちんと整備を、整備と言いますか、整理をして

いかなきゃいけないということは、もう頭の中

にずっと入っております。 

　当市におきましても、公共交通事業者の不採

算路線からの撤退等によりまして、交通の空白

地帯が発生している背景もございます。自家用

車に依存する社会構造でございます。 

　自家用車で移動が困難な高齢者や障害者、そ

れから通学者など、移動手段の確保とか、観光

旅行の促進のための環境整備の観点からも、公

共交通の整備は不可欠ではあるというふうに考

えております。 

　公共交通の利用によって、自家用自動車と比

べまして、ＣＯ２の排出量も減らして、環境負

荷を小さくできるということもございます。 

　また、自家用自動車への過度な依存を見直し

まして、この公共交通と自家用自動車との適切

な役割分担を行う。それから、環境負荷の低減

を図るためにも、この公共交通の利用促進を図

ることは重要なことであるということは、十分

認識していることでございます。 

　まず、公共交通機関の状況についてでござい

ますが、宿毛市内で運行されている民間のバス

路線と便数は、宿毛駅から中村が１日１４便ご

ざいます。宿毛駅から清水バスセンターまでが

１日１２便、宿毛駅、大月町のふれあいパーク

までが１日６便、宿毛駅と片島岸壁までが１日

１２便、宇和島駅前から宿毛までが１日２２便

の５路線でございます。 

　また、スクールバスでございますが、橋上町

楠山から与市明までが１日１往復、沖の島町の

弘瀬から長浜までが１日４便の２路線でござい

ます。 

　児童生徒以外の沿線住民も、有償での乗車が

可能となっていますけれども、小筑紫町舟ノ川

から中央１丁目までの路線は、平成２１年度よ

り児童はいなくなって、一般利用者の乗車も少

なかったために廃止となりました。 

　また、新たな路線の整備を含めた市単独での

生活バスへの取り組みをする考えがないかとの

ご質問もありました。スクールバスを除くバス

運行につきましては、平成２０年度で、市から

民間バス会社に補助金を９４０万ほど支出をし

ております。 
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　公共交通の話をするのに、運行本数が少ない

ので、利用率が伸びないのか。利用率が伸びな

いので本数が少ないのかといった議論となるわ

けでございますけど、今後、さらに高齢化が進

むことが予想されています。住民ニーズの把握

する中で、時代の要求に合った、宿毛にとって

最適な公共交通のあり方について、地域公共交

通会議等による議論も含めて、検討もしていか

なきゃいけない。 

　そしてまた、今まで民間のバス会社に対して

は、補助金の支出というだけに終わっているき

らいがあります。やはり、これは我々の市域を

走っているバスでございますので、やはり、こ

れについて、一定、中平議員、今おっしゃいま

すような生活路線バスというものの確保という

観点からも、一定、真剣に、我々ものを申して

いかなきゃいけないんじゃないか。補助金を出

しているだけで、今、終わっている部分がござ

いますので、ただいま、この四国西南地域で国

からの支援金があり、西南地域の公共交通協議

会というものもございます。そういったことも

始まっておりますが、やはり我々宿毛市として

は、宿毛市域の生活バス路線の確保だとか、そ

ういったものについて、真剣に、もうちょっと

民間バス会社とも話し合いをしながら、民間で

できることを、またそれをできなければ、どう

してもできなければ公共ででもやらなきゃいけ

ないのかどうかの決断も、そろそろしなきゃい

けないかなというふうなことを思っているとこ

ろでございます。 

　以上でございます。 

○議長（寺田公一君）　６番中平富宏君。 

○６番（中平富宏君）　６番、再質問をいたし

ます。 

　まず、中心市街地活性化事業についてですが、

市長の構想としまして、２つだけ、水を生かす、

公園の中に町がある、そういったお話もささせ

ていただきました。かなり大ざっぱなと言いま

すか、大きなところでの構想いうことで、わか

ったわけですが、その若手職員のプロジェクト

チームで検討した内容、いろいろあるとは思う

んですが、お見せしてもいいよということなん

ですが、この議会、この答弁の中でもう少し詳

しく説明をいただきたいなと思いますので、よ

ろしくお願いをいたします。 

　そして、まちづくり宿毛株式会社設立の理由

で、実現をするために、宿毛市としても出資を

して、会社をおこしていくということで、答弁

をいただきました。 

　市長みずからが、３月議会の、たしか質疑に

おいての答弁であったと思いますが、先ほども

答弁にも出てきてました、そのＴＭＯの関係で

ありまして、基本計画だけつくってはいたんで

すが、実行が全然なかったと。やはり計画を立

てて実行するのが大切である、そういったふう

な答弁をいただいておりました。 

　このＴＭＯは、宿毛商工会議所が立ち上げた

ということだと思いますが、先ほどの答弁の中

にも、旧法という形でご紹介がありました。 

　ただ、このＴＭＯに対しまして、宿毛商工会

議所を通しまして、宿毛市からの補助金が入っ

ております。たしか３年間で２９５万円の補助

金が入っていると思います。 

　その内容については、平成１６年度に空き店

舗の利活用及び中心市街地の集客と活性に関す

る調査としまして１００万円。１７年度には、

東洋城酒造便所等改修工事として１００万円。

そして、１８年度には、宿毛の蔵　東洋城開発

事業及び商店街景観美化事業として９５万円で

あったと思います。 

　この宿毛の蔵　東洋城は、当初、高知市のひ

ろめ市場のような、そういったにぎわいのある、

そういった宿毛市の中心的なところにしたいと

いう思いで、たくさんの店舗を入れて、観光客
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を含めて、地元の人たちも楽しめる、そういっ

たところにしていきたいというお話だったと思

いますが、実際のところ、現在、１店舗のみの

営業となっております。 

　当初の計画とはかなりかけ離れたことになっ

ておりますが、この、既に整備をした宿毛の蔵　

東洋城のその効果について、市長としてはどの

ように考えておるのか。 

　計画は実行できなかって、これはいかんとい

うことなんですが、この既に整備している東洋

城について、どのように判断をしているのか。 

　そして、これから、また計画を新たに策定す

る中で、この東洋城をどのように生かしていこ

うと考えておられるのか、そのことについて、

あわせてお聞きをしておきたいと思います。 

　続きまして、生活バスについてに移りたいと

思いますが。 

　まず、宿毛市としては、こちらの特典と言い

ますか、そういったものがないというふうな形

で、市長の方おっしゃいましたが、若干、西南

交通の方の免許返納サポート定期というのがあ

りまして、こちらの方が、路線は大変少ないん

ですが、西南交通であれば、宿毛市の方で使え

るんじゃないかなというふうなお話は、警察の

方でいただいてきたところでございます。 

　そのほかについても、現在、警察の方と言い

ますか、安全協議会の方で、お店や、それから

タクシー、ハイヤーと言いますか、そういった

ところともお話をしている最中であるというこ

とで、ぜひ行政としても、バックアップしてほ

しいなと、そういったお話をいただいたところ

でございます。 

　それから、全国の取り組みという中で、生活

バス、いろいろな名前があります。コミュニテ

ィバス、そしてまちづくり活性化バス、また町

内循環バス、そういった名称で、もう全国各地

で何百という取り組みがなされているところで

ございます。 

　先日、松浦議員の質問等でありましたが、そ

れとはまた、同じような形なんですが、若干、

その性質が違うものでデマンド交通というのも

ふえておりまして、これは、昨年４月の時点で

２２４市町村にのぼっていると聞いております。 

　市長のそのときの答弁で、デマンド交通でな

くても、マイクロバスのようなもの、マイクロ

バスと言いますか、どう言いますか、ワゴン車

のようなものでも対応ができるのではないか。

そういったことも含めて、全国的な取り組みを

調査しているんだよというお話もありました。 

　そういったことを含めまして、市長自身が、

今、こういった形が宿毛市にはあっているんじ

ゃないかなという構想をお持ちであれば、ぜひ

お聞かせをしていただきたいと思います。 

　そして、先ほど来、同僚議員からの質問もあ

りますように、宿毛市には小中学校の再編計画

ということで、中学校の統合の方を計画してお

ります。 

　この統合が計画どおり進めば、宿毛市全域で

スクールバスが運行しないといけないような状

況になってくるとも考えておりますが、現在の

形のように、スクールバスの中に一般乗客を混

乗、混乗と言いますか、一緒に乗せるのではな

くて、学校の登下校の時間以外の、要するに生

徒がいない時間も、生活バスとして走らせて、

生徒がいない地域にも生活バスとして入って行

く。 

　そういった中で、またスクールバスとしての

機能も行っていくという、そういったことで、

補助金等の制約が出てくるとは思いますが、そ

ういったことも検討すべきときに来ているんで

はないかなと思ってますので、こちらの方も、

市長のお考えをお聞きしておきたいと思います。 

　以上で、１回目の再質問を終わります。 

○議長（寺田公一君）　市長。 
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○市長（中西清二君）　市長、中平議員の再質

問にお答えをいたします。 

　先ほど、若手の職員との、中心市街地活性化

プラン、ヒューマンスケールなまちづくりとい

うことで、検討チームが作成ということでござ

います。 

　詳細なところにつきましては、コンセプト、

活性化の考え方もあります。これは、また後で

議員の皆様にも配らせていただきますが、基本

的なコンセプトでございますが、１つは、花と

緑に囲まれたやすらぎのまちづくりというもの

を書いております。 

　それから、２つ目が、大人が集うまちづくり。 

　それから、３つ目が、お年寄りや障害のある

方が、安心して住めるまちづくり。それから、

若い力が育つまちづくりと、４つの活性化の基

本コンセプトをつくっております。 

　それで、個別事業の概要につきましてでござ

いますが、これを簡単に、ちょっと説明させて

いただきますと、まず１つは、花と緑に囲まれ

たやすらぎのまちづくりの中では、ハード事業

としましては、梓公園の、まず整備。これを、

住民のやすらぎの場として整備するということ。 

　それから、水道通り、いわゆる旧水道町です

か、そこの水路の拡幅ということ。 

　それから、民具等の展示ギャラリーの設置。

それから、休憩用ベンチの設置が、このやすら

ぎのまちづくりの中でのハード事業４点でござ

いまして、あと、ソフト事業としては、市街地

散策コースの設定ということで、梓公園を中心

にしまして、四季の植物が楽しめる散策コース

や、あそこの大橋、旧大橋のたもとにあります

お遍路の休憩施設が設置されるにあわした、新

たな遍路道の創設など、市街地をめぐる新たな

散策コースを設定するということをやっており

ます。 

　次に、大人が集うまちづくりのハード事業で

ございますが、これは、梓公園のライトアップ

をしよう。それから、水道通りのカラーブロッ

ク化と置きあんどんの設置。それから、簡易ト

レーニング施設、空き店舗を活用して、市民が

気軽に立ち寄って、ちょっと運動できるかなと。 

　それから、雨天用のウォーキングコースの設

置というものが、失礼しました、これはソフト

の方です。 

　ハードは３点ございまして、大人が集うまち

づくりのソフト事業としては、夜の散策コース、

それから地産地消認定店制度の創設ということ

で、生産者を明示した食材を提供するというふ

うなところ。 

　それから、先ほど申しました、ちょっと雨天

用ウォーキングコースの設置ということです。 

　それから、次に、お年寄りや障害のある方が

安心して住めるまちづくりのハード事業としま

しては、旧国道の歩道拡幅、これは旧市街地か

ら病院への通院を容易にするために、旧国道の

歩道を拡幅しましょうと。 

　それから、高齢者用住宅の建設。これは１階

部分に日用品販売店を併設したような、高齢者

住宅を設置しまして、高齢者が安心してできる、

生活できる住環境の整備。 

　それから、障害者の共同作業所の拡充という

ことで、既存、ことしからちょっと小筑紫の方

へ移りましたが、去年のことでございますので、

共同作業所を拡幅して、市街地を構成する一員

として、自立できる環境づくりを目指す。 

　それから、ＡＥＤ、安心なまちづくりのため

に、市街地の数カ所にＡＥＤを設置するという

ふうなこと。 

　それから、ソフト事業としましては、高齢者

医療の高度化を図るということと、住民組織に

よりますボランティア。ボランティア組織の結

成をしていこうじゃないかということを決めて

おります。 
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　それから、若い力が育つまちづくりとしての

ハード事業は、学童保育施設の設置である。そ

れから、アーケード街への車両通行規制と遊具

の設置。それから、子育て支援教室の設置と、

環境学習施設の設置。 

　それから、これは環境学習施設というのは、

廃油の回収施設をつくりましょうとか、子ども

たちや市民に環境意識の高揚を図るとともに、

環境に配慮したまちとしてのイメージづくりを

行う。 

　それから、ソフト事業としまして、チャレン

ジショップを開店しましょうということと、既

存飲食店のテイクアウトメニューの、これ踏み

込んだことでございますが、それを充実させよ

う。 

　それから、公園付近には屋台等を誘致すると

いうふうなことも、決めております。 

　大体、簡単でございますが、このまちづくり

プランについて、検討チームが作成したもので

ございます。 

　それから、２点目にございましたように、旧

ＴＭＯと言っていいかどうか、旧の組織でござ

います。これは、中平議員がおっしゃったとお

り、ＴＭＯは平成１７年４月に設立されており

ます。商工会議所の方で、１６年度で補助金を

出して、調査をしまして、１７、１８で事業を

しているわけでございますが、これは本町商店

街に位置している東洋城の酒造跡地、これがも

ったいないから、これを使おうじゃないかとい

うふうなことで調査をして、事業をちょっとし

たということでございます。 

　私自身は、この事業の評価は、まず１つは、

最初に１００万円を出したとき、これもやはり、

調査ばっかりするんではなくて、いわゆるＴＭ

Ｏのための、市街地活性化基本計画というもの

ができていましたから、それに基づいて、手を

かけていくのが本当じゃないかということで、

非常に主張したんですけれども、聞き入れてく

れないで、たしか、どこかアーキテクツとかい

うところへ調査を依頼したということで、何か

コンサルだけをしたというふうなことでござい

ます。 

　それで、この酒造を生かしましょうというこ

とは、一定、そこで出たわけでございますが、

そのときに、じゃあ実施するのにどうするかと

いうことで、あそこの改造をするところで、補

助金を出すというふうに出して。 

　評価につきましては、少し、皆さんが使える、

高知にあるひろめ市場的なものには、結果的に

はならなかった。 

　というのは、非常に高い家賃を設定をされて

おりました。これは、我々が関与できることで

はありませんでしたが、今の焼肉屋さんも、恐

らく高い家賃を払っているんじゃないかと思わ

れます。 

　幾らかは、ちょっと承知しておりません。 

　公衆的なトイレをつくっております。これは

皆さんが使っていただけるように。それから、

皆さんが集まれるところを、ちょっと広場的に

やっております。ただ、ちょっとした、ライブ

的なものもやっているようでございますけど、

トイレとかも、私、どこかで言ったかもしれま

せんが、やはり高齢者がふえているんだから、

トイレもやっぱり洋式スタイルのものと和式と

両方ということで、お願いをしとったんですけ

ど、でき上がってみれば、旧態依然の和式だけ

のトイレになってまして、どうしてこう、皆さ

んが使いやすいものを考えてつくらなかったの

かということで、あんまり評価的には、自分と

しては評価できないというふうなことは思って

いる。 

　お金、補助金を出しているわけでございます

けど、でき上がったものを見たら、ちょっと失

望している部分があります。 
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　だから、もう少し、人が来て、集まって、便

利がいいねというふうなものにしてほしかった

なという気持ちがあります。 

　これから、こういったまちづくりのことを皆

さんに、今、事前の協議会がございますが、こ

ういったものも含めて、ぜひ憩いやすい、皆さ

んが集まりやすい、観光客が来ても見ていただ

けるというふうなところを、やっぱりこれから

つくっていかなきゃいけないんじゃないかなと、

そういうふうなことを思っております。 

　次に、公共交通の問題でございます。 

　私自身、先ほども申し上げましたように、本

当に公共的なバス、私ども若いころには、県交

通バスが縦横に走っておりましたけど、今、そ

の西南交通が走っております。 

　ただ、市域の隅々までバスが通っていないこ

とは確かでございますので、できればこれを

隅々まで走らせたいというのは、自分の思いで

はございますが、なかなか実行にできていない

というところがございます。 

　先ほど申しましたように、民間に補助金も出

しているわけでございますから、もう少し、例

えば大型の空きバスをバンバン走らせるんじゃ

なくて、もう少し小型にして、隅々まで行ける

ような時刻表をつくるだとか、汽車との連携、

それからフェリーとの連携、巡航船との連携、

それから地域、地域へ、できれば走らせていた

だきたいというふうな思いは持っております。 

　この思いを、財政的にどういうふうになるか

は別としまして、少し絵もかいてみたいし、鉄

道を中心にした形で、宿毛駅から発進、東宿毛、

そして平田、そういったところを中心にしての

バス路線というものが必要ではないかなという

気はしております。 

　それから、仮定の話で、中学校統合だと、市

全域が学生を乗せて走らなきゃいけないんじゃ

ないか。それも、混乗という、スクールバス混

乗というよりも、違う時間、例えば昼間の時間

ですね、そういうところで、そういうバスを走

らせられないかということでございますが、全

くその、先ほどの構想のとおりでございますか

ら、ある一定、皆さんが乗っていただける時間

をセットして、その時間帯にやっぱり走ってい

ただくというふうなことが、大切じゃなかろう

か。 

　本当に、今今と言いますと、現状を見ますと、

大きなバスが本当にガラガラで走っている状況

が見受けられます。だから、そういう時間帯と

いうのは乗らないんであれば、その時間帯は走

らなくてもいい。朝夕とか、昼、それから病院

の行く時間帯であるとか、目的地をきちんとし

た形で、公共バスを走らせるというふうなこと

が必要かなと、そんな思いを持っております。 

　以上でございます。 

○議長（寺田公一君）　６番中平富宏君。 

○６番（中平富宏君）　６番、２回目の再質問

をいたします。 

　中心市街地の活性化事業については、若手職

員の、大変すばらしいと、私は思って聞いてた

んですが、そういった案もお聞かせ願えました。 

　それで、市長の方から、市民のためのまちづ

くりということも、大変よくわかりましたので、

少し、私、実は心配していた感がありまして。 

　観光客のための、やっぱり中心市街地のまち

づくりをしていくのではないかなというような

思いがありました。 

　クルーズ船のお客さんが、四万十川や足摺に

ばかり行って、宿毛市内で余り楽しんでいただ

いてないという現状がありましたので、こちら

の方のことをメーンにして、もしまちづくりを

するのであれば、少し違うのではないか。 

　やはり、中心市街地というのは、宿毛市民、

そしてこの近隣の方々が来て、そこでお買い物

をしたり、憩いの場として生活できる、そうい
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った場の提供をしていただきたいなと、そうい

った思いがありましたので、少しそちらの方の

質問も考えておりましたが、市長の答弁がそち

らの方には向いてなかったというふうに理解し

ております。 

　この点について、市長の考え方があればご答

弁の方をいただきたいと思います。 

　そして、生活バスと言いますか、中心市街地

の活性化も含めての公共交通機関ということで

の質問になっていくとは思います。 

　先ほど、中心市街地の中でお年寄りや障害者

の方々が、買い物というか、訪れて楽しむよう

な、そういった場所の提供にもしていきたいと

いうようなプロジェクトチームの方からの案も

疲労していただいたところであります。 

　残念なことに、先ほど、市長の方からもあり

ましたが、障害者の事業所が若干、市外の方に

ずれるということで、少し寂しい気もしますが、

ぜひ、その中心市街地の方は、そういったお年

寄り、交通弱者を含めてお年寄りやら、どう言

うんですかね、障害を持たれた方々が、楽しめ

るような、そういったまちづくり、高齢者住宅

も含めてですが、そういったまちづくりもぜひ

視野に入れて、行っていただきたいなという思

いがありました。 

　そこで、先ほどの生活バスの公共交通機関と

のつながりになってくるんですが、この中心市

街地に、ぜひ循環型バスといいますか、その市

街地の周りを回って、どこでアクセスしてもい

いんですが、宿毛駅なら宿毛駅でアクセスでき

るような、そういった中心市街地の循環バス、

そういったものも構築すべきじゃないかという

ふうに考えております。 

　そうすれば、生活バスと循環バスが１つのル

ートで結ばれるようになれば、宿毛市内の各地

域から、交通弱者と呼ばれる、交通手段のない

方々が町の中心地へ買い物に来れるようになる

のではないかと考えております。 

　鹿児島県のＡＺスーパーというのが、最近、

マスコミ等で取りざたされておりますが、こち

らの方は、片道１００円で高齢者、要するに交

通手段を持たない方々をですね、こちらの方を、

スーパーまで運ぶということで、大変、高齢者

の方々に喜ばれている。そういったことを実施

しています。 

　それで、スーパー自体の売り上げも伸びて、

大変、成功しているということも聞いておりま

す。 

　先ほど、市長の答弁の中で、不便だから使わ

ないのか、使わないから不便なのかというお話

がありました。 

　よく、市長が、耳につく言葉なんですが、市

長のお言葉の中で。 

　宿毛湾港の防波堤のときに、ニワトリが先か

卵が先かというお話をよくされてます。それで、

市長は、国に対して、不便な港は利用しないよ

と。ぜひ、防波堤をつくってください。そうす

れば便利になります。便利になれば、そこの港

を利用しますというお言葉を投げかけて、その

結果と言いますか、防波堤の、第２防波堤の工

事も着工する運びとなったところでございます。 

　ぜひ、市長にはそういった思いで、便利にし

ていただいて使わないのなら、また計画を変更

するべきだとは思いますが、まず、便利にして

いただきたい、そのように思いますが、この点

についても最後に答弁をいただきたいと思いま

す。 

○議長（寺田公一君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、中平議員の再質

問にお答えします。 

　これは、バスの方にもつながる、中心市街地

の活性化にもつながる話だと思いますが、私自

身は、市民が憩って、市民が楽しんでれば、観

光客もおのずから来るんじゃないか、そういう
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思いを持ってます。 

　観光客だけに来ていただきたいというふうな

思いでは、市民、なかなか納得しないと思いま

す。やはり、市民が、例えば中心市街地にも集

まって、皆さんが憩える、楽しいねと、きれい

だねというふうなところがあると、そういうの

はおのずから、やっぱり観光客の人も行ってみ

ようかという気になる。 

　そういうもんじゃないかと思います。 

　だから、基盤整備というものは、そういうこ

とからやっぱり始めなきゃいけないかなという

ふうに思います。 

　それで、今の不便だから、便利だからという

話も、これもつながると思いますから、やはり

交通の面についても、これは市民の方に便利の

いいようなことをやっていく。 

　中平議員も今も言っていただきました。私も

先ほど言いました、基幹としてのくろしお鉄道

があるわけです。その、やはりこのくろしお鉄

道を基幹にして、そこからこういうふうな、何

か網の目状にあるとか、そんな網の目状まで詳

しくは、今のところいけるとは限らないんです

が、そこを起点にして、どんどん行っていけば、

それほど無理なことではないんじゃないかなと

いう気がしております。 

　だから、交通をやはり便利にするということ

は、不便だから使わないというよりも、便利だ

から使うとか、そういうふうなものとは違って、

やっぱり便利にしなきゃいけないというふうな

ことを、基本的に思っております。 

　以上でございます。 

○議長（寺田公一君）　６番中平富宏君。 

○６番（中平富宏君）　６番、１点だけなんで

すが、中心市街地の循環バスについて。循環バ

スがあると、お年寄り、特に僕らだと端から端

まで歩けるんですが、お年寄りは、結構、１回

同じ道通って買い物したら、反対側から、もう

同じ道を通って、もう１回バス停までというこ

とには、なかなかならないと思います。 

　障害者の方のことも考えている。高齢者住宅

も考えているということですので、この循環バ

スの件も、ぜひ検討すべきだと思いますが、そ

の点について、市長にお聞きをいたします。 

○議長（寺田公一君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、答弁がちょっと

抜けてたようでございます。失礼しました。 

　こういった循環バスについては、やはりまち

づくりがこういうふうになると、交通もやっぱ

り一体としてしなきゃいけないと思います。 

　どこでこういうふうなものが、何を、人を運

ぶ、物を運ぶというものがどうしても出てきま

す。 

　そうなると、附帯的に、必ずそういうものが

出てくると思います。 

　高齢者住宅なんかにしましても、もう自分の

考えは、高齢者こそ町の真ん中にもってくる。

そうすると、住宅がありましたら、そこに親類

の方、お孫さん、ひ孫さんがおられます。そう

いった方々が集まって、必ず集まってきます。 

　そういった人が集まるということで、また購

買意欲も出てくる。 

　お年寄り、これ人に聞いた話なんですが、お

年寄りがやはり買い物を自分でするということ

が、やはり認知症にならない。防止の効果もあ

るというふうなことも聞いております。 

　だから、今の循環バスにしても、まちづくり

がきちんとなって、皆さんが集まるような形を

つくれるようであれば、これはおのずから、そ

の循環バスが必要になってくると、このように

思っております。 

　以上でございます。 

○議長（寺田公一君）　６番中平富宏君。 

○６番（中平富宏君）　６番、以上で一般質問

を終わります。 
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○議長（寺田公一君）　おはかりいたします。 

　本日の会議はこの程度にとどめ、延会したい

と思います。 

　これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、本日はこれにて延会することに決し

ました。 

　本日は、これにて延会いたします。 

午後　３時２７分　延会 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分　開議 

○副議長（中平富宏君）　これより本日の会議

を開きます。 

　日程第１「一般質問」を行います。 

　順次発言を許します。 

　１４番中川　貢君。 

○１４番（中川　貢君）　１４番、中川でござ

います。 

　通告に従いまして、一般質問を行います。 

　前もってお断りしておきますが、昨日、同僚

議員より関連する質問がございましたが、せっ

かく通告をしておりまして、私なりの視点、観

点から、再度、重複する部分もあろうかと思い

ますが、簡潔な、明瞭なご答弁をよろしくお願

いをしたいと思います。 

　まず、１点目でございますが、公共事業と雇

用対策について、お伺いをいたします。 

　ご存じのように、サブプライムローンの問題

や、リーマンショックなどによりまして、米国

発の世界同時金融経済危機により、世界じゅう

が大不況に陥り、各国ではさまざまな業種で、

倒産や失業が爆発的に増加をしております。 

　我が国におきましても、輸出関連産業などの

非正規労働者を中心にいたしまして、昨年１０

月以降ことし６月までに約２４万人が失職をし

ております。 

　また、新聞報道によりますと、昨年の国内の

自殺者は３万２，２４９人で、そのうち３０代

の自殺者が、史上最悪の４，８５０人となって

おるようでございます。 

　その自殺の動機別調査を見てみますと、自殺

の原因としては生活苦、失業、就職失敗といっ

たものが前年より１３パーセントないし４０パ

ーセント増加したことが明らかにされておりま

す。 

　さらに、ことしに入りましてから、自殺者は

昨年を大きく上回っておりまして、４月までの

全国の自殺者は昨年同期より４９３人多い１万

１，２３６人となっておりまして、労災認定さ

れた過労死などを含めて、不況が大きく影響し

ているものと考えられております。 

　一方、本市を含む幡多地域の経済状況は、バ

ブル経済が崩壊して以後、ほとんど回復するこ

ともなく、高知労働局が５月末に発表いたしま

したことし４月の四万十管内の有効求人倍率も

０．３８倍に低下をし、そしてここ数年は常に

０．４倍前後の低水準で推移をしております。 

　また、ことし５月２９日に総務省が発表しま

した高知県の完全失業率も、既に５．１パーセ

ントに達しまして、慢性的な雇用不安に陥って

いるのが実態でございます。 

　こうした厳しい雇用環境の影響は、生活保護

率の上昇にも直結をしております。厚労省が発

表したことし３月の全国の生活保護受給者数は、

１６５万人に達しまして、前年度比約５万人の

増加となっておりまして、これは１３年連続で

上昇を続けているそうでございます。 

　宿毛市におきましても、平成１８年４月の生

活保護世帯数が１３０世帯、６．１パーミルだ

ったのが、平成２１年、ことしの４月には１６

９世帯、８．５パーミルに急増をしております。 

　これらの雇用情勢や生活実態の指標を見てみ

ましても、構造的な不況が急速に市民生活を悪

化させていることがわかります。 

　さらに、宿毛市の経済状況を類推する指標で

ございます、国勢調査の産業別就業人口を見て

みますと、昭和３０年の調査では、１次産業が

９，９０４人、これは全体の６４．７パーセン

トでございます。２次産業が１，６１３人、同

じく１０．５パーセント、３次産業が３，８０

４人、同じく２４パーセントであったのでござ

いますけれども、平成１７年の国勢調査では、

１次産業が１，６８１人、１５．１パーセント、
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２次産業が２，３１８人、２０．９パーセント、

３次産業が７，１０９人、６３．９パーセント

となっておりまして、この半世紀間で本市の就

業構造は大きく変化をして、１次産業中心から

３次産業中心の生産性の低い消費依存型の経済

体質に変わっていることがわかります。 

　２次産業におきましても、高知西南中核工業

団地が立地して以後、上昇をしてきた就業者数

が、不況と海外移転などによりまして、平成７

年の３，７９９人、３０．２パーセントをピー

クに、大幅な減少に転じております。 

　こうした本市の厳しい経済環境の現状を踏ま

えて、宿毛市住民の生活を少しでも向上させる

ための行政施策のうち、公共事業と雇用対策に

ついて、市長の考えをお聞きをしたいと思いま

す。 

　まず、その１点目といたしまして、公共工事

における分離発注の積極実施と、市内業者の育

成並びに雇用の確保について、お伺いをいたし

ます。 

　平成１８年５月２３日に閣議決定されました

国の公共事業の適正化指針によりますと、公共

工事を発注するに当たっては、公正で透明な、

競争性の高い方式で実現することを求めており

ます。 

　その中で、公正な競争を促進するための入札

及び契約の方法の改善に関することの⑤のその

他の項では、設備工事に係る分離発注について

は、発注者の意向が直接反映され、施工の責任

や工事にかかわるコストの明確化が図られてい

る等、当該分離発注が合理的と認められる場合

において、工事の性質または種別、発注者の体

制、全体の工事のコスト等を考慮し、専門工事

業者の育成に資することも踏まえつつ、その活

用に努めるものとすると明記をされております。 

　また、公共工事の適正な施工の確保に関する

事項では、技術検査の検査結果を工事成績評定

に反映させることや、ダンピングの防止、入札

及び契約の適正化に関し配慮すべき事項では、

不良、不適格業者を排除するために、管理技術

者が現場で選任できるかどうかを確認すること。

さらに、業務執行体制の整備の項目では、市町

村の技術者の要請に積極的に取り組むことも述

べられております。 

　この適正化指針は、国の工事を中心に述べら

れておりますけれども、地方公共団体の長に対

しても同様の措置を講ずることを求めておりま

す。 

　小泉内閣が推し進めた自治体に負担を強いる

三位一体の急激な構造改革によって、地方の公

共工事は激減をいたしまして、倒産や廃業を余

儀なくされた市内業者も少なくないことはご承

知のとおりであります。 

　本市の発注する公共工事に参入できる市内業

者を育成し、従業員の雇用の安定を図るために

も、先進的な他市と同様に、本市の公共工事に

おいて分離発注を積極的に導入することが重要

ではないかと考えますが、市長のお考えをお聞

きします。 

　また、伊勢市など、先進市で取り組まれてお

りますように、分離発注の公正、透明性を担保

するための宿毛市公共工事にかかわる分離発注

に関する要綱を制定するお考えはないかについ

ても、あわせてお聞きをいたします。 

　加えて２点目といたしまして、国に準じて県

が公共工事の入札制度における低入札価格の引

き上げを行いましたが、本市においても、最低

制限価格を、国や県と同様に見直す考えはない

かについても、お聞きをいたします。 

　３点目といたしまして、政府の緊急経済対策

についてお聞きをいたします。 

　既に昨年度の２度にわたる国の補正予算を受

けて、宿毛市でも緊急雇用創出事業、ふるさと

雇用再生事業、合計５，１４３万２，０００円
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を労働費として、継続事業で今年度７月から１

０月にかけて取り組むことになっております。 

　このほかにも、一次補正関連では、地域活性

化緊急安心安全実現総合対策交付金２億６，０

００万余りが、未執行分も含めて、既に予算化

をされております。 

　さらに、先月２９日に成立いたしました国の

一般会計総額１４兆円にのぼる補正予算に組ま

れております地域活性化経済危機対策交付金２

億４，９００万が、宿毛市に配分されることに

なっております。 

　これらの補正予算にかかわる一連の交付金事

業の目的は、政府の説明によれば、１００年に

１度といわれる、この未曾有の日本の経済や雇

用危機に対する国の景気対策ということになっ

ております。 

　政府がＧ８で約束いたしました景気対策あり

きのこの大型補正に関しましては、赤字国債の

発行や、予算の使い道をめぐりまして、賛否両

論がメディアなどで報じられておりますけれど

も、その問題は問題といたしまして、宿毛市に

配分されたこの自由度の高い今回の臨時交付金

につきましては、有効に活用しなくてはならな

いと考えます。 

　景気対策という目的、補正の目的に照らしま

して、疲弊した市内の経済に１滴の潤いになる

ように、住民の雇用確保や市内経済の景気刺激

策として、有効な予算執行に努めるべきである

と考えますが、市長の対応の方針をお伺いをい

たします。 

　続きまして、２点目の小中学校の再編計画に

ついてであります。 

　昨日、野々下議員からも詳しい質問がござい

まして、一定のご答弁をいただいて、理解をし

ておるところでございますけれども、私は、通

告の中で、再編計画の進め方等を中心にお聞き

をするということになっておりますので、重複

をするかもしれませんけれども、市民に広くし

っていただくためにも、あえて通告どおり質問

をさせていただきたいと存じます。 

　まず、平成１９年７月１３日に宿毛市教育審

議会は、宿毛市教育委員会から宿毛市立小中学

校の再編にかかわる基本的な方向についての３

項目にわたる諮問を受けました。 

　そして、わずか３カ月という短い期間に、４

回の審議を経て、平成１９年１０月に答申をし

ております。 

　この答申が出た後、１１月７日に開催されま

した議員協議会で、議員に対して教育委員会か

ら初めて宿毛市立小中学校再編計画が示され、

説明を受けましたが、議員協議会への説明は、

議会へ賛否を問うものではございませんで、あ

くまでも教育委員会が決定した市立小中学校再

編計画を議会に報告、公表することが主たる目

的でございました。 

　ご承知のように、今回の小中学校の統廃合、

再編計画だけでなく、保育園の統廃合計画や、

宿毛市行政改革大綱・集中改革プランの策定に

関しましても、計画段階では、議会は全く蚊帳

の外でございまして、執行権のない議会の議員

は、でき上がった計画の報告を受け、そこで多

少の質疑や意見を述べるにとどまるわけであり

ます。 

　議員としての権限を行使することができるの

は、定例会、臨時会での本会議や、委員会審査

など、正式な議会活動の場に限られております。

したがって、これらの計画に関する議員協議会

での報告や説明は、いわゆる聞き置く程度でご

ざいまして、その時点で計画の賛否を問うこと

にはなりません。 

　通常、議会としての可否判断は本会議に議案

として提案された案件に対しまして、限られた

会期内で審査をした上で、可否を決することに

なります。 
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　小中学校の再編計画につきましては、これま

での定例議会の本会議において、同僚議員が一

般質問等で教育委員会や市長の考えを問いただ

してきておりますが、小中学校再編計画そのも

のの策定のプロセスの見直しについては、宿毛

市行政として、昨日の答弁以外には明確な答弁

がなされていないというふうに考えますので、

あえて今回、この問題を取り上げまして、市長

並びに教育委員会の姿勢、今後の方針について

お聞きをいたします。 

　そのまず第１点としまして、計画策定のプロ

セスについてお伺いをいたします。 

　先日、私は情報公開条例に基づきまして、市

立小中学校の再編計画策定にかかわる宿毛市教

育審議会答申書並びに宿毛市教育審議会会議録

の資料を入手をいたしまして、拝読させていた

だきました。 

　審議会では、教育委員会事務局の作成した再

編計画のたたき台と関係資料をもとに、平成１

９年７月１３日から同年１０月１日まで、計４

回にわたって審議会を開催し、１０月付で答申

がなされております。 

　住民や学校現場などの代表からなる教育審議

会に事務局案を諮問し、答申をいただくという

このシステムは重要であり、尊重すべきである

と思いますが、再編計画策定にかかわることが

できたのは、主に起案した教育委員会と教育審

議会の委員、市長部局の関係者だけでございま

す。 

　審議会の会議録を熟読すると、諮問をした教

育委員会事務局が再編計画を説明、主導する形

で会議が進められております。 

　特に、中学校の再編計画では、多分に教育長

の強い思いや希望で方向づけがされてきている

ことが伺える内容となっております。 

　１回目の審議会では、委員の中からさまざま

な多様な意見が出されておりますが、２回目、

３回目と回を重ねるうちに、委員会主導の考え

方が色濃く反映され、４回目には、ほぼ原案ど

おりの委員会案と、耐震問題を考慮した委員の

意見を取り入れた案を含めた２案にまとめられ

ております。 

　会議の中で、計画の推進を急ぐ教育委員会は、

答申を得ればすぐにでも小中学校再編計画の具

体化に取り組む姿勢を見せておりまして、答申

後すぐに議員協議会で説明をして、地元説明会

に入る段取りを述べておられます。 

　再編計画や時期についても、平成１９年に小

筑紫、栄喜、田の浦の各小学校の説明会に入り、

それぞれ計画的に、小学校については平成３０

年までに現在の１１校を４校に統合するととも

に、平成２７年４月１日には、現在６校ある中

学校を１校にするとしております。 

　しかし、ここで確認しておかなければならな

い問題点は、教育委員会が発表したこの再編計

画は、既にもう案ではなく、あくまでも実施に

向けた計画そのものであるということでござい

ます。 

　すなわち、計画そのものを策定する段階では、

地域住民や保護者の意見を聞くこともなく、執

行部中心に考えた再編実施計画を、市民代表の

教育審議会から答申を得たことをよりどころに

して、いわゆるトップダウンで住民を説得して

まわるという手法をとっている点でございます。 

　重要な小中学校の再編計画を、少数の関係者

だけで策定し、住民には計画ありきで説き伏せ

るようなやり方は、市長のふだんから言われる

市民優先、住民参加の行政運営からはほど遠い

ものではないかというふうに言わざるを得ませ

ん。 

　特に中学校を、平成２７年４月から市内１校

で開校を目指す再編計画によれば、地元説明は

今年度から入り、宿毛市議会議員選挙や、宿毛

市長選挙が予定されております平成２３年度に
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は、用地買収に入るという計画になっておりま

す。 

　そもそも中学校は、市内に１校がベストだと

する教育長の強い思いが、審議会を押し切った

ようにも見えますが、審議会委員は納得したと

しても、計画づくりのかやの外に置かれてきた

保護者や地域住民はもとより、我々同僚議員の

中にも、今回の再編計画には大いに問題がある

と考えている議員も少なくないのではないでし

ょうか。 

　ことし３月議会では、中平議員の質問に対し、

教育委員会は審議会の答申計画を変更したこと

を答弁し、議会答弁を拝聴していると、委員会

ペースで既に旧県立宿毛病院の跡地に新小学校

をもっていこうとする構想が、具体的に進んで

いるように見えました。 

　全体の再編計画が十分に住民に知らされてい

ないことも原因かもしれませんけれども、今の

ところ、市民、住民からは、これらの再編計画

に対する強い表立った動きは出ておりません。 

　しかし、教育委員会が強引に、独自の再編計

画を強行していくようであれば、果たして現在

の再編計画を地域住民、関係者に納得してもら

えるのかどうか、心配がつのるばかりでござい

ます。 

　審議会答申でも述べられておりますように、

答申は答申として尊重しながら、再編計画を案

として、広く市民、住民に、そして保護者、現

場の意見を聞いた上で、再編計画をより、さら

によいものにするために、もう少し時間をかけ

て進める考えはないかについて、お聞きをした

いと思います。 

　最後に、老婆心でございますが、忠告をして

おきたいと思います。 

　篠山小中学校の改築問題は、記憶に新しいと

ころでございますが、ここで経験されましたよ

うに、予算や条例議案を審査する議員が納得し

なければ、予算や条例議案がすんなり認められ

ないケースもあり得るということも、現実に考

慮しておくべきであるというふうに考えます。

いずれにいたしましても、住民理解が得られる

計画になっているかどうか、慎重にチェックす

ることが必要ではないかと思います。 

　以上、市長並びに教育長の今後の取り組み方

針について、それぞれご答弁をいただきたいと

思います。 

　最後に、３点目といたしまして、情報公開と

宿毛市のホームページの充実について、お伺い

をいたします。 

　情報公開について指摘をさせていただきたい

んですが、質問で取り上げました宿毛市教育審

議会答申などを初めとして、各種の計画、法定

計画も含めたいろんな計画が宿毛市にはござい

ますが、そうした計画や審議会の答申、あるい

は会議録を含めて、そういった公開すべき行政

情報の公開度は、非常に現在の宿毛市はお粗末

だと言っても過言ではございません。 

　ホームページでなくとも、通常、既に公開さ

れているべき行政情報であっても、公開されて

おらず、わざわざ情報公開条例に基づいて申請

手続をしなければ、公開しようとしない行政姿

勢に疑問を感じております。 

　特に、先ほど例示しました宿毛市教育審議会

答申は、議会に対しても、説明資料からわざわ

ざ本文を除いた再編計画のフローチャートだけ

を提出して、やり過ごしておりまして、重要な

答申内容についても、議長からわざわざ要求し

なくても、議会説明資料として公開、提示すべ

きであります。 

　議員であっても、情報公開条例による開示請

求をしなければ、公開しない姿勢は残念でなり

ません。 

　ちなみに、答申文を読みますと、その１、

「はじめに」で触れておりますが、この答申が
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保護者、地域住民、広く市民の理解を得て、適

正な学校を推進することで、一層の教育環境の

整備及び学校教育の発展に生かされることを期

待すると、答申では述べておりますし、２の

「審議の基本的な考え方」の４の項では、答申

は広く市民に公開し、説明会を開くなどして、

十分な理解が得られることを期待すると明記を

されております。 

　しかるに、教育委員会は、会議内容も含めて、

再編計画の計画やプロセス、答申内容について、

情報を住民に速やかに提供することに対して、

非常に消極的で、教育委員会の強引な地元説得

によって、計画を具体化していこうとする行政

姿勢が透けて見えるのでございます。 

　個人情報の保護を担保した上で、ホームペー

ジなどで、行政として隠す必要のない開示すべ

き行政計画や、答申会議事録などの情報公開を

積極的に進めていく必要があると考えますが、

市長のお考えをお聞きをしたいと思います。 

　次に、ホームページの充実でございますが、

宿毛市のホームページは非常に、情報が欲しい

閲覧者の立場に立った構成になっているとは言

いがたいと思っております。 

　欲しい情報にすばやくスキップできるように、

アクセスできるように、トップページのデザイ

ンのつくり直しも必要ではないかと思います。 

　そして、宿毛市のホームページと他市町村の

ホームページを見比べたときに感じることは、

宿毛市の行政情報量が少ないことと、使い勝手

が悪いということでございます。 

　言うまでもありませんが、今や各市町村の情

報収集は、インターネットを通じて得ることが

圧倒的に多くなってきております。 

　サイト運営側の行政にとりましては、ホーム

ページの果たす役割は観光や産業、文化を含め、

宿毛の魅力を発信する重要不可欠なツールとな

っておると思います。 

　例えば、宿毛への交通アクセスはどうなって

いるか知りたくても、トップページには何のイ

ンデックスもございません。宿毛市の紹介欄に

入って、市長のコメントページの左に、交通と

いうところがございまして、そこに入ってやっ

と定期船の時間表などがわかるようになってお

ります。 

　他のサイト内ページにもリンクを張っており

ますが、最短で知りたい情報に行き着くことが

できず、迷子になりながら、やっと探し出すこ

ともあります。中には、最悪なケースは、知り

たい情報が結局、どこを探しても、何もアップ

されていないというケースがございまして、ト

ップページのインデックスの配置と情報別のわ

かりやすい表示がどうしても必要ではないかと

いうふうに考えます。 

　さらに、ほとんどの行政サイトで取り入れて

おりますサイト内検索機能をトップページに追

加する必要があるとも考えます。 

　この機能を持たせることによりまして、サイ

ト内のインデックスをクリックして、手探りで

情報を探すことをしなくても、関連情報を一覧

表示し、目的の情報ページにアクセスする時間

と手間を大幅に削減することができます。 

　また、ホームページの更新がおくれて、ただ

しい情報と新しい情報に変更されていないケー

スも目につきます。 

　過去の情報も蓄積しながら、バックナンバー

として閲覧できるように、各課の情報リテラシ

ーのスキルアップも望まれます。 

　地産外消に取り組むつもりなら、宿毛市のホ

ームページも１つの店舗と考えてほしいと考え

ております。 

　インターネットは、今や新しい行政情報や、

新鮮な市町村、とりわけ宿毛の魅力を発信して

売り出すことにもつながる重要なツールである

ことを、もっと重視すべきではないかと思いま
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す。各課においても、常にリアルタイムで、ホ

ームページに大切な情報をアップロードするこ

とが、そういう努力が求められていると思いま

すが、改善するお考えはないか、お聞きをいた

します。 

　あわせて、もう１つ提案したいんですが、英

語、中国語など、例えば外国語の言語選択がで

きる外国語版ページを載せることも考えてはど

うかということでございます。 

　宿毛市のホームページのすべてを外国語で表

記するということではなくて、宿毛湾港や宿毛

の魅力を世界に紹介、発信するために必要な内

容だけでも、紹介するサイト内リンクページを

掲載するだけでも、インパクトがあると思いま

すが、この点についての検討もしてはどうかと

思います。 

　以上、３つの質問を、１回目終わります。 

○副議長（中平富宏君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、おはようござい

ます。中川議員の一般質問にお答えをいたしま

す。 

　中川議員の方から、公共事業と雇用対策とい

うことでのご質問がございました。 

　都会の方では、公共事業、小泉内閣になって

から公共事業むだ排除というふうなことがあり

まして、ただ、私思いますのは、まだまだ我々

の地域においては、都会と違いまして、公共事

業、まだまだおくれている部分がございます。 

　やはり、１つの景気対策としては、この公共

事業、それから雇用の問題にかかわるものでご

ざいますから、この公共事業というのは、まだ

まだ我々の地域においては必要なことだと思い

ます。 

　現在も８の字ルート、四国８の字ルート、通

ってないのは高知県の東部であり、四国の西南

地域の我々のところでございます。 

　こういったことが、まだまだ整備されてない

にもかかわらず、都会の有識者という人たちが、

道路は不要だとか、そういうことを勝手に言っ

てマスコミを煽っているというふうな感じが、

私はしてしょうがない。そういうふうなことを

思っているわけでございます。 

　公共事業がなくなったために、市内の公共事

業に関連して、技術屋さんをたくさん雇ってた

その土木関係の業者さん方、非常に、技術的な

もののおくれというものも、まだまだこれから

出て来るんではないか。新たにまた、これから

公共事業をやろうとしているときに、その技術

屋さんがまた減っているんじゃないか、そうい

うふうな懸念を、私は実は思っているところで

ございます。 

　中川議員のお話の中でも、就職難であり、自

殺者が非常に多いというふうなこともございま

した。それから、当市においても、生活保護の

世帯がふえているということも事実でございま

す。 

　こういったものを救っていくためには、雇用

対策、しっかりしていかなきゃいけない。そう

いうために、幸いと申しますか、今回において、

臨時交付金のお話がございました。こういった

ものをきちんと生かした形で、雇用対策につな

がるような事業発注をしていかなきゃいけない

のかなというふうなことを思っているわけでご

ざいます。 

　その中での工事発注で、分離発注をというこ

とでございます。 

　宿毛市の方では、大した公共事業、それほど

なかったんですが、昨年度まで、今年度もそう

ですが、水道事業関係、それから都市区画整備

事業というのをやっております。 

　これから宿毛湾の防波堤の工事も始まる。ま

た、再開されるということでもございますし、

横瀬川ダムの本格的な工事も始まります。 

　この県の工事、国の事業、それから、これは
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国としてはダムと河川、それから港湾。そして

県の事業としては、道路、河川、港湾、漁港と

いったものが、これから事業がたくさん始まる

というふうなことでございます。 

　この国や県の発注につきましても、私の方は、

国の出先の所長さん方に、ぜひ宿毛市域に係る

工事については、宿毛市域のそれぞれの専門業

者さんがおられますから、その人たちを、ぜひ

お使いくださいという宣伝もさせていただいて

おりますし、県の工事であっても、宿毛市域で

なされる事業につきましては、ぜひ宿毛市域の

業者さんをお使いください。 

　宿毛市の発注工事よりも、莫大なものがござ

いますので、そういったお願いもしているとこ

ろでございます。 

　当市におきましては、工事発注に際してでご

ざいます。工事規模とか、地域性を考慮する中

で、今、指名競争入札が主でございますが、指

名が偏らないように配慮しながら、業者選定を

しているところでございます。 

　工事の分離のことについてのご質問でござい

ます。 

　工事の分離というのと、分割という２つの発

注の仕方がございますが、分離、分割のメリッ

トでございますが、これは専門業者の育成とい

うことが非常に挙げられると思います。 

　デメリットとしては、１つは工事現場が錯綜

するところが挙げられます。そしてまた、諸経

費がちょっと高額になるというふうなデメリッ

トもございます。 

　それぞれのメリット、デメリットがあるわけ

でございますが、国の定めた公共事業の発注に

関する考え方についても承知をしているわけで

ございます。 

　宿毛市としましては、多少、諸経費が高額に

なったとしても、施工性等を考慮しながら、区

画整理事業などにつきましては、積極的に工事

を分割して、発注をしているところでございま

す。 

　今後、発注を予定しています大型公共工事で

ございますが、市内業者で施工可能な工事は、

ぜひこの市内業者中心の指名ということで、方

針を立てております。 

　また、分離発注につきましては、設計業者と

協議をしながら、総合的な判断によりまして、

これは庁内に指名選定委員会がございます。こ

ういったところで、ただ業者指名をするだけで

なくて、こういった分離発注がいいのか。そし

て、分割がいいのか、そうしたことも含めて、

指名選定委員会で決定したいと、このように考

えておるところでございます。 

　次に、中川議員から、分離発注に関する要綱

を制定する気はないかというご質問でございま

すが、先ほど申し上げましたように、工事の種

別、内容、そして全体の工事のコスト等を考慮

しまして、指名選定委員会におきまして、中小

業者に対する受注機会の確保を図っていきたい。 

　今のところは、綱領の制定までは考えていま

せん。 

　次に、最低制限価格、低入札価格の引き上げ

ということでございます。 

　これについては、私ども、最低制限価格と入

札価格がございます。最初、私、市長に就任し

たときは、入札価格も最低制限価格も、全部事

前公表をしておりました。高知市の例を見れば

わかるように、これだけ公共工事が少なくなっ

て、業者間が疲弊してきますと、過当競争とい

うふうな感じで、最低制限価格を公表しており

ますと、その最低制限価格のみを皆さんが、全

員が指名業者が入ります。 

　こういったことで、全部、くじ引きになって

しまうと、こういうふうなことになってます。 

　最低制限価格も、業者さんがそれで仕事をし

て、一定、下請け、物品の購入とかいろいろあ
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るわけなんですが、そこまでの、皆さんが生活

できるような金額であればいいわけですが、ぎ

りぎりの金額でございます。 

　これが、いつもくじ引きで決められる。それ

だったらもう、指名なんて要らないんじゃない

かというふうなことになってきます。 

　したがって、宿毛市では、先に最低制限価格

を、まず公表はやめましょうということにしま

した。 

　それから、今は、入札価格も昨年ですか、国

の方が入札価格の事前公表はやめますというこ

とで、これもやめておるわけでございます。 

　そして、また、最低制限価格の引き上げとい

うことでございますけど、この引き上げにつき

ましても、今は国土交通省の算定方法をもとに

決定しておるわけでございまして、その率でや

っておりますが、果たしてその率が、その請け

負った業者さんに利益があがるのかどうか、そ

れをやはり、積算をまずし直して、その最低制

限価格を決めてあげないと、せっかく受注した

としても、従業員さんにきちんとした給料が払

えない。これでは困るわけでございまして、な

お宿毛市としては、率でやっておりますが、プ

ラスして積算をし直して、その価格で果たして

一般管理費がきちんと出るのかどうか。 

　一般管理費と申しますのは、ある一定の利益

でございますが、そういうものが出るのかどう

かのチェックをやっぱりしなきゃいけないだろ

うということで、建設課の方にも、水道の方に

も、そういう指示をしまして、その最低制限が

いいかどうかのチェックをさせておるところで

ございます。 

　次に、政府の緊急経済対策でございます。先

ほど申し上げました、きのう、今城議員にも質

問をいただきまして、お答えをさせていただい

たところでございますが、やはりこれ、緊急経

済危機対策の臨時交付金でございますから、や

っぱり緊急性があるということが、まず１つと、

そしてまた、経済対策でございますから、地域

にとって効果のある、そして即効性のあるもの

をやっぱりやっていかなきゃいけないだろうと

いう気はしておりまして、そしてまた、これが

高知県に出すのが、一次提出が６月２２日とい

うことでございまして、きのう申し上げました

ように、今、その抽出作業を行っているところ

でございます。 

　もう少し時間をいただければ、ありがたいと

思います。その県の方へ出す案ができましたら、

皆様方にもご提示をさせていただきたいと、こ

のように考えております。 

　全く緊急の経済対策でございますので、早く

しなきゃいけない。 

　それで、通常の議会の方で予算ご承認いただ

きました２１年度予算での公共事業関係につき

ましては、ただいまの発注状況で、上半期では

もう６０パーセント以上すると、発注するとい

うことで対応しておるところでございまして、

大体、今現在で半分ぐらいの発注を、今月じゅ

うにはしてしまうということになっております。 

　次に、小中学校の再編計画でございます。計

画を策定するに当たっては、原案づくりをしな

きゃいけない。中川議員から、るるお話がござ

いました。私もそれに反対するものではござい

ません。 

　ただ、そういうふうなつもりでやっていると

いうことは思っているわけですが、なおまだ足

りないということでありましたら、これはやっ

ぱり自分たちも反省もしなきゃいけないし、ど

の時点で、どこの、どういった形で皆さんに公

開するなり、説明していくなりするかというこ

とが、ちょっとずれているようでございますの

で、また皆さん方、今のご意見も聞きながら、

やはり計画をつくる段階、そして皆さん方に説

明する段階、実行する段階、やっぱりプランを
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立てるところ、原案をつくるに当たっては、先

ほど、少数でと言いましたけれども、あんまり

少数でもないとは思いますが、自分としては、

ある一定、民主的にやっているんじゃないかな

というふうなことは思っておりますが、見方に

よっては、また違う部分があろうかというふう

なことでございます。 

　中川議員からもございました、時間かけるの

も、私もいいと思いますし、皆さんが納得して

くれる間は、やっぱり実行もできない部分があ

ろうかと思います。 

　また、押しつけで何かこれをやっちまえとい

うふうなことも思っておりませんし、議員さん

からの強い意見も出していただいて、チェック

もしていただきながら、いろんな意見をいただ

き、それを実現に、やっぱり取り組んでいくと

いうふうな姿勢を持っているつもりでございま

すので、ぜひまたいろんなご意見をいただきた

いというふうに考えております。 

　次に、情報公開でございます。 

　いろいろ指摘をいただきました。私自身が、

余りホームページを見る時間がなくて、余り見

ないものですから、気づかない点もございます。 

　今、いろいろご指摘いただいた部分について、

職員の方でも気づかない部分があったろうとい

うこともあります。 

　故意にこれを少なくしているということでは

ございません。職員として、こういうものが要

る、こういうものがあった方がいい。それから、

ちょっと今、聞きましたら、わかりにくいぞと

いうふうなこともございました。 

　そういったご意見につきましては、真摯に受

けとめまして、ホームページの改善であるとか、

情報公開も、私は１００パーセント全面公開を

すべきだとは思っておりますし、会議録だとか

答申文も入ってないということでありましたら、

やっぱり皆さんが入手をしやすい環境づくりを

しなきゃいけない、このように思っております。 

　ホームページの後の指摘も、細かい指摘もい

ただきましたので、この件、議事録も見ればわ

かると思いますから、この反省に立って、皆さ

んが見やすいように、ホームページを見る人が

使いやすいようなホームページにしていきたい

というふうに思っております。 

　それから、もう１つありました。外国版のペ

ージでございますが、お話ありましたように、

外国版で掲載した方が効果的であるというふう

なことでございますので、これの導入に向けて

は、検討させていただきたいというふうに思い

ます。 

　以上でございます。 

○副議長（中平富宏君）　教育長。 

○教育長（岡松　泰君）　おはようございます。

教育長、中川議員の一般質問にお答えをいたし

ます。 

　野々下議員にお答えをした部分と重複する点

もあるかと思いますけれども、できるだけその

点は避けてお話をさせていただきたいと思って

おります。 

　学校再編計画についてのご質問でありますけ

れども、子どもたちにとって、よりよい教育環

境を提供するとともに、近い将来、発生が危惧

をされております南海地震から子どもたちの命

を守るため、安心で安全な学校づくりを目指し

て議論をされる中で、平成１９年１１月に、宿

毛市立小中学校再編計画を策定をいたしました。 

　策定後につきましては、議員協議会の場で、

議員の皆様にも計画をお示しをし、教育委員会

の考えもご説明を申し上げたところでございま

す。 

　計画策定に当たりまして、いろいろな立場の

ご意見を承るために、有識者で組織をします宿

毛市の教育審議会に原案を諮問をしました。 

　大変熱心にご審議をいただきまして、平成１
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９年１０月に答申をいただいたところでござい

ます。 

　審議会の審議の過程でございますけれども、

教育委員会がみずからの案どおりに答申をいた

だくように主導をしているのではないかとのご

指摘でございますけれども、再編計画案を提示

をして、審議をしていただく立場といたしまし

ては、当然、学校再編についての必要性はもと

より、計画案を審議会の委員の皆さんに十分に

ご理解をいただく必要がありまして、原案の策

定に至った教育委員会の基本的な考えも説明を

する必要があるのではないかと考えております。 

　また、審議会の委員の皆様も、それぞれの立

場から積極的にご意見を述べられました。 

　そうした中で、結果的には多くの部分で教育

委員会の原案にご理解をいただき、答申をいた

だいたものと考えております。 

　決して教育委員会が強行に意向を推し進めた

とは思っておりません。保護者や地域住民の意

見が反映されていないとのご指摘もございまし

たけれども、学校再編につきましては、教育委

員会として、どのように子どもたちにとって望

ましい環境づくりをするかを、いろいろ整理を

した上で、保護者の皆さんや地域の皆さんにそ

れをお示しをして、ご意見をいただくとともに、

合意をいただきながら、進めていきたいと、今

現在も考えております。 

　これまでも、十分ではないとのご指摘もあり

ますけれども、再編計画につきましては、市の

広報と市民の皆さんに周知徹底を図ってまいり

ました。 

　再編計画を保護者や住民の皆さんの意見を聞

いた上で、さらによいものにするために、もう

少し時間をかけて進める考えはないかとのご質

問でありますけれども、野々下議員の一般質問

に対してもご答弁を申し上げましたように、さ

まざまな状況の変化を想定をいたしまして、子

どもたちを基本において、どのような形が最も

望ましいかを考えていくことが大変重要なこと

であると考えております。 

　現計画に固執することなく、今後もよりよい

ものにしていくために、いろいろな方からの意

見を参考にして、検討をしてまいりたいと思っ

ております。 

　以上です。 

○副議長（中平富宏君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長。ちょっと、訂正

をさせていただきます。 

　済みません。先ほど私、中川議員への答弁で、

予定価格のことを入札価格と申し上げたようで

ございまして、恐れ入りますが、訂正をさせて

ください。 

　以上でございます。 

○副議長（中平富宏君）　１４番中川　貢君。 

○１４番（中川　貢君）　ご答弁ありがとうご

ざいました。 

　２回目の再質問を行いたいと思います。 

　まず、１点目の公共工事と雇用対策について

でございますけれども、分離発注についてのみ、

再質問をさせていただきますが。 

　指名選定委員会で判断していくという、総論

的にはそういうことで、分離にするか分割にす

るか、一括にするかということを決めていくと

いうことでございます。 

　ぜひ、その選定委員会で適切なご判断をして

いただきたいというふうに思っております。 

　経済状況等々については、繰り返し述べませ

んが、ご存じだと思いますので、そうした地域

の経済を浮揚させるための１つの配慮もしなが

ら、そういった業種の育成もお願いしたいとい

うふうに思っております。 

　そこで、国交省が発表した、ちょっと資料が

ございまして、紹介しておきたいんですが、分

離発注をやっている全国の自治体の数字がござ
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います。 

　高知県は、現状は平成１９年度の９月ですが、

原則の分離発注が１８市町村、そして原則一括

発注が１３市町村、その他４市町村ということ

になっておりまして、現在、どうするのか。今

後どうするのかということにつきましては、変

化なしということで、今後も、今言った現状で

推移するのかなというふうには思いますが、１

８市町村が分割発注を、分離発注を原則にやり

ますよということを表明しておりまして、各市

町村の中でも、そうした配慮がなされておると

いうふうに思っております。 

　先ほどの指名選定委員会でやるにしても、宿

毛市の行政姿勢として、分離分割発注は全くな

いということではないというふうに、私は答弁

で理解をしておりますので、その点、今後の方

針として、分離分割発注も積極的にやっていく

か、消極的にやっているのかわかりませんけれ

ども、分離分割発注も、今後、検討して、選定

委員会で決定していくということでよろしいの

か、ご答弁を再度お願いしたいというふうに思

います。 

　それから、分離分割発注にかかわってですが、

各市町村で、例えば水道なんかでいうと、日曜

とか平日とかを含めた年間で当番制を決めて、

いろいろお世話になって、業者にお世話になっ

て、維持管理に努めておると思うんですが、例

えば、大規模災害が起こった際のライフライン

の復旧をするときに、市長、以前言われたと思

うんですが、各業者間、協会も含めて一定の協

定を結びながら、そういう対応をしていくとい

うことで、協力をいただいておるかのようなお

話も聞いておりますけれども、この分離分割発

注をされるであろうそういう設備関係を含めた、

そういった業者に対しても、いろいろ行政との、

どう言いますか、協力関係があると思うんです

が、その辺の協定なり協力関係なり、きちっと

維持できておるのかどうかについても、再度、

加えてお聞きをしたいと思いますので、よろし

くご答弁をお願いします。 

　続いて、教育委員会の方になりますが、設置

者は市長ですけど、お聞きをしたいと思います。 

　私が中心に、今回、取り上げさせてもらった

のは、計画策定に当たってのプロセスがどうだ

ったのかということを中心に述べさせていただ

きました。 

　つまり、我々議会、議員として、こういった

こと、問題に意思表示をできるのは、こういっ

た本会議の場がすべてでございます。本来。 

　ただ、委員会もありますけれども、審査する

場合は委員会審査もありますけれども、基本的

には本会議で決着していくということになりま

す。 

　そういう部分で言うと、計画段階で議員が口

を挟むということは、好ましくないということ

で、審議会の委員にも議員は極力出ないように

しようということで、これまで議会改革をずっ

とやってきたことも、皆さんご承知のとおりで

ございます。 

　そういった意味で、きちっとした計画づくり

ができておるのかどうかについて、我々は審査、

そしてこういった場で意見を申すわけでござい

ますから、ぜひ、市民の声として、聞いていた

だきたいというふうに思います。 

　この計画策定に当たっては、恐らく平成２７

年を目標年度とする耐震改修促進法による計画

が、１つ大きな計画があって、それを目標数値

として耐震化を図るために、やむを得ずこうい

った財政事情もあるから、１校にするとかいう、

中学校１校にするとかいう１つの方向も出たん

でないだろうかなというふうにも、この審議会

のやり取りの中でも感じるわけですが。 

　私は、県の示した基準、適正化の基準、そし

て国の示した基準、そして宿毛市のこの審議会
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でのやりとりをずっと見てみますと、自分なり

に、ちょっとシミュレーションをさせていただ

いたんですけれども、高知県は適正な規模とし

て、小学校も中学校も１学年２学級、しかも２

０人から２５人ぐらいがいい学級だろうという

ことで、国よりかなり充実した配置基準を示し

ております。 

　私は、宿毛市とか高知県とか、地方の責任と

いうよりも、国の責任においてやらなくてはな

らん部分があろうかと思います。 

　市長がよく言われる国策で責任を持ってやる

べきだということをよく言われますが、まさに

この教育問題についても、そういう部分が非常

に大きいと思いますので、できたらこういった

問題を通して、国、文科省にも財務省にも、国

家予算のＧＤＰ費、もうちょっと底上げしてい

ただいて、世界に冠たる経済大国日本が、教育

予算がうんと少ないということで、非常に肩身

の狭い思いをしておる教育実態がございますの

で、ぜひこれ、お願いをしておきたい。 

　また、そういった背景を言っても仕方ござい

ませんので、具体的に言いますが、宿毛市の場

合、中学校１校ということであれば、最終的な

３０年のシュミレーションですか、３１年のシ

ミュレーションを４９８人の中学校です、これ。

済みません。中学校のケースだけ、ちょっとや

ってみましたが、３６人、１学年３６人が４学

級、２学年が３７人が３学級、３学年が３４人

が５学級、それから、ちょっと申しおくれまし

た、１学年で１学級３５人がございます。それ

から、２学年３８人が１学級ございまして、中

学校１校の場合、１７９人、国の基準に照らし

ていえば、１７９人の５学級、１学年が。２学

年が１４９人の４学級、３学年が１７０人の５

学級ということになります。 

　それが、今度２校にした場合、これ、宿毛中

学校と、現在の宿毛中学校と片島中学校が約２

００人前後で、一番生徒数が多いわけですので、

その２校を中心に再編したと仮定して、これあ

くまでも勝手なシミュレーションですので、そ

れを断っておきますが、宿毛、橋上、東と３校、

仮定した２９７人、全校生徒になりまして、１

学年が３学級、２学年が３学級、３学年も３学

級ということにおさまります。 

　それから、小筑紫、沖の島、片島を合わせま

すと、１学年が３学級、２学年が２学級、３学

年が２学級ということになりまして、３校のケ

ースもシミュレーションしてますが、これは１

学級のところが、橋上、東が一緒になった場合

に、１学級のところが１学年、２学年になりま

す。 

　したがって、３校のケースも含めて考えても、

１学級のところは２学年しか出てこないという

状況です。 

　２校にする場合であれば、十分、県の基準を

満たしていて、しかも一番、教育効果の高いと

される学級数、生徒数いうことになるわけでご

ざいまして、財政的な、さっき言った耐震化の

問題も含めて、そういった問題だけで論じるの

はいかがなものかというふうに、これを見て感

じました。 

　この審議会の委員の発言の中にも、多分にそ

ういった意見が随所に反映されて、意見として

出ております。 

　その中で、教育長の熱い教育理念で、１校で

大きな学校にして、先生もふやして、いろんな

部活もしていただいて、多様な、そういう力を

つけていくいう、そういう教育理念のもとのお

話は、十分伝わってきましたけれども、ただ、

それだけで宿毛、この２万３，０００の人口が

ある宿毛で、中学校１校でいいのかということ

でございます。 

　人口比もいろいろ、他市町村も見ますが、隣

の大月町が６，０００人ぐらいですね。人口、
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約。それにちょっと数字ありますけれども、そ

れと、宿毛市の２万３，０００は同じ将来計画

において、１校でいいと。将来、市町村の負担

もふえるだろう。そして、人口も減るだろうと

いうシミュレーションで、中学校１校でいいと

いうことになれば、宿毛市振興計画で出した３

万５，０００人の人口予想は、来年、そういう

ことで計画は立ってますけれども、一応、計画

は計画ですので、目標として、それはいいと思

いますが、えらい現実離れした、将来に見通し

のない暗い宿毛市があるのかなというふうな、

市民に思いを抱かすような計画になってはしな

いか。 

　この中学校１校というのは、ちょっと極端過

ぎりゃせんかなというのが、私の印象でござい

ますので、先ほど、どうした形、どういった形

で民意を反映するのかいうことがございました

が、ことしから説明会に入ることに、もう既に

決まってますから、中学校も。ことし、来年。

それで、再来年の、ちょうど我々の市議選、市

長選のある年に、用地買収に入るようになって

ます。 

　その計画で、本当にそのままでいいのかとい

うことをお伺いをしているわけで、そのための、

私はたびたび申しますのは、パブリックコメン

トとして計画ができたら、一たん、市民に公開、

公表して、ご意見を一定期間いただいた上で、

再度またそれを参考にして仕上げていく。これ

は国の方もやっているやり方です。県もやって

ますよ。それを市町村で、宿毛市でできないは

ずはないというふうに思いますので、ぜひ、そ

ういった手続と言いますか、手順で、見切り発

車をしないように、我々議会は、ここで議案と

して、予算としてあがってきて初めて知って、

賛成するか反対するかしかございませんので、

ぜひ、そういった配慮をお願いしたいというふ

うに思ってます。 

　それから、情報公開でございますけれども、

先ほども述べましたように、審議会の答申であ

るとか、各種計画ありますエンゼルプランと振

興計画もあります。 

　そういったものを、各課できちっと、最近、

ほとんどワープロ、コンピューターで打ってま

すわね。手書きじゃないですよね。ほとんど、

県と国との文書のやりとり、それから電子入札

のこの時代ですから、ほとんどパソコンで完結

できる事務でないかなというふうに思いますの

で、そういったつくり上げた資料については、

ご存じやと思いますので言いませんが、ちゃん

とコンピューターを表示できる、ホームページ

サイトにアップできるＰＤＦファイル方式であ

るとか、いろいろありますので、簡単にできる

はずですから、ぜひ市民、そして関係する方々

が、宿毛市の行政の内容、公表されている内容

をつぶさに、きちっと把握できれるようなサー

ビスを充実していただきたいというふうに思い

ます。 

　聞くところによると、この臨時交付金の中で、

ホームページの充実を図っていきたいというこ

ともお聞きしてますので、ぜひ、各課あげて、

ぜひすばらしいホームページに仕上げてもろて、

情報公開も進めてもらいたい、そういうふうに

願っております。 

　このことについてはお願いをして、答弁は要

りません。 

　２回目の質問を終わります。 

○副議長（中平富宏君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、中川議員の再質

問にお答えをいたします。 

　まず、分離発注、分割発注の件でございます

が、分離は１つの発注に際しまして、これを分

離して、別々の人に発注すると。 

　例えば、建物ひとつに、電気工事は電気業者

さんに。それから、水道関係は水道業者さんに
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というふうな、例えば、建物は建築業者さんに

というふうなことが、分離ということになりま

す。 

　それから、分割というものは、大きな、広い

やつを、延長線の長いものを半分に切って、２

業者さんに、同じ業者さんですけど、発注する

というふうなことでございます。 

　先ほどの分離の件でございます。これ、分離

関係につきましては、電気とか設備の関係が主

なものでございますが、専門業者さんのみの電

気工事もあり、設備だけの工事もありというこ

ともあります。 

　それから、大きなと言いますか、総合的な工

事につきましては、工事の規模であるとか、内

容とかによりまして、指名選定委員会等で総合

的に判断していただくということを、先ほど申

し上げたとおりでございますが、必ず、これは

もう分離もしないんだとか、分離はしないんだ、

するんだとかいう、必ずということは私どもあ

りませんし、先ほど申しました工事の対応、内

容によりまして、その都度、判断させていただ

くということでございますので、ご了解願いた

いと思います。 

　それから、災害時のときの、いろいろな専門

的な方々との協定でございます。これは、ただ

いまは、そういった工事関係のところとは、今

は建築協会と、それから建設協会ですか、そう

いったところとの災害協定を結んでおります。 

　また、それぞれの、クリハラさんだとかフジ

だとか、何というか食料品関係、そういったと

ころとも結んでいるわけでございます。 

　これは、災害時には、今、結んでいるところ

ばっかりじゃなく、やっぱり皆さんで、市内で

あればみんながやっていただく、協力していた

だかなきゃいけないというふうに、私自身は思

っております。 

　また、皆さんにお話もしながら、協力は願い

たいし、この発注につきましても、これ、電気、

水道関係の、設備関係の方々からも、分離の発

注をしてくれという要請もございます。その分

は、きちんと踏まえた形で、指名選定委員会の

方で検討をさせていただきたいと、このように

思っております。 

　それと、学校適正化の基準が、中川議員から

示されております。建築関係、学校建築にしま

しても、本当にもう国でやってもらいたいと。

義務教育じゃないかというふうなことが、もう

ひしひし、私、いつも思っておりまして。 

　例えば、せめて学校を建てるのに、実勢単価

と予算単価とは全然違うんですね。それがもう、

非常に、５万円ぐらい、今は違います。だから、

せっかく半分の補助金を、２分の１補助金もら

ったとしても、市の方の負担が半分どころじゃ

ないんですね。４分の３は、もう市の方の負担

になっちゃう、今はこういう実情があります。 

　これも、市長会等を通じて、我々、要望は出

しておるわけでございますけど、まさにその教

育予算が貧弱だということのあらわれじゃない

かというふうに、私は思っておりまして、やは

りこの建築単価の問題であるとか、国がやっぱ

り主体的に、この学校建築、それから子どもた

ちの安全を守るための耐震化の問題については、

地方の意見をきちんと入れていただいて、しっ

かり予算をとってもらいたいなというふうなこ

とを思っておるわけでございまして、これも国

の方にも要求もしてまいりたいというふうに思

います。 

　中学校が１校でいいのか２校でいいのか３校

でいいのか、まだいろんな議論は多分にあろう

かと思います。こういう意見、いろいろやっぱ

り聞きながら、計画変更もあり得るということ

も、皆さんの意見で要るんじゃないかなという

ふうには思います。 

　これは、今、議会の方での、今、中川さんか



－ 80 －

らの２校ならこうじゃないかとか、１校ならこ

うじゃないかという話もいただきました。 

　ほとんど教育委員会の審議会の方でも、そう

いう意見も検討したことだろうとは思いますが、

再度、また皆さんの意見をいただきながらも、

これ、変更があるのかないのか、それも含めて、

自分の考えとして、もうちょっと整理もしてみ

たいと、自分なりには思います。 

　それから、ホームページの関係でございます

が、これは、今ご指摘のように、先ほど申しま

したように、ご指摘はいただきました。できる

だけホームページ、皆さんの見やすいようにし

てまいりたいということでございますし、情報

公開も、それに基づいた形でしていかなきゃい

けないというふうに思います。 

　それから、ホームページについては、中川議

員のばっかりじゃなくて、ほかにもさまざまな

ご意見もいただいております。２０年度の補正

予算で成立しました緊急雇用の関係でも、この

交付金を使いまして、宿毛市ホームページリニ

ューアル事業として３６７万の金額を計上させ

ていただいて、承認をいただいております。 

　今までのご意見を参考にしまして、更新しや

すいソフトを導入したり、利用者が見やすいデ

ザインに心がけて、ホームページを改良してい

きたいと、このように考えております。 

　以上でございます。 

○副議長（中平富宏君）　教育長。 

○教育長（岡松　泰君）　教育長、中川議員の

再質問にお答えをいたします。 

　学校再編につきまして、いろいろなご指摘が

ありました。 

　中川議員の学校の適正規模についての考えに

ついては、十分、承知をしております。委員か

らも、いろいろ話も出ましたし、確かに高知県

の教育委員会が設定をしております学校適正規

模は、２０人から３０人。それから、小学校、

中学校についても、学年に２クラスという方針

で進めております。 

　その審議会の中で、私の思いというところで、

１校について、どうして１校なのかという質問

がありました。そのことについて、何回かのこ

の議会の中でもお話をさせてもらったと思って

おります。 

　理科好きな子どもだとか、英語好きな子ども

だとか、体育好きな子どもだとか、いろいろそ

の適性、それぞれの適性に合った子どもを育て

るためには、専門性の持った先生が来るのがい

いのではないか。ある程度の、将来的には、大

きな、月にも行く子ができるかもしれないだと

か、立派な絵描き屋さんになる子ができるかも

しれないだとか、英語好きな子ができるかもし

れないという思いで、私は審議会の中で話して

もらいました。 

　費用対効果、市長の方は設置者、責任者とし

て、建物を建てる責任者としての視点で話があ

りましたけれども、私は、費用対効果のみで話

をさせてもらったわけではないと思っておりま

す。 

　先ほど申しました視点から、話もさせてもら

いました。 

　小学校につきましては、地域性を考えて、地

域で子どもを守って育てていくと。中学校では、

ある程度の大きな規模で、子どもを育てるのが

いいのではないか。教育的な活動を進めるのが

いいのではないかという考えで、お話をさせて

もらいましたけれども、平成１９年１１月に、

ここで計画案を示していただきまして、それか

ら、新聞にも報道をしていただきました。 

　そのことについて、いろいろ市民からの意見、

議員さんからの意見もちょうだいをしておりま

すし、自分の考えを、ずっと教育委員会の中で

も、市長部局の中でも固執するつもりはありま

せん。 
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　皆さんの意見を大事にしながら、２校、３校

いう対案もあるかと存じますので、いろいろな

意見を聞きながら、また審議会等も開催するよ

うになるかもしれませんので、できるだけその

ときには、新しい案ができましたら、そのとき

にお知らせするようになるかもしれませんし、

建設に絡みますので、市長部局とも話し合いを

進めさせていただきたいと、こんなふうに思っ

ております。 

　以上です。 

○副議長（中平富宏君）　１４番中川　貢君。 

○１４番（中川　貢君）　１４番、再々質問を

させてください。 

　１点目の公共事業と雇用対策の関係で、１点

だけ、ちょっとご紹介しておきたいと思います。 

　分離発注の関係で感じるのは、例えば一括発

注であって、建物なんかやるときあるんですが、

大規模な大型工事として考えていただきたいん

ですけども、例えば、そこで電気、水道等々の

故障が起きます。何年かたつと老朽化してきま

すので。 

　その場合に、本体工事は、建築本体工事はＲ

Ｃ構造が多いと思いますので、非常に長期の耐

用年数になってますけども、そうした設備関係

の水道、電気等々については、あちこちでいろ

いろなトラブルが発生するようになります。 

　その耐用年数が、極めて本体よりは短い。少

ないと言いますか、短いわけでありまして、そ

うなったときに、非常に、何がどこにどうなっ

ておるのかわからんというようなことが、しば

しば耳に、私たちにも入ります。 

　そこで、工事をお願いするときに、本体工事

を受け持ったところがおればいいですけど、そ

れが倒産してなくなったケースもあります。そ

ういった場合に、市内業者を育成しておかない

と、なかなか間に合わない。 

　先ほど、非常時の場合、防災関係もあります

けども、そういった場合にも、なかなか間に合

わないということも考えられますので、その辺

の市内の経済なり産業なりのバランスも考えな

がら、いろいろ配慮した行政執行に努めるべき

ではないかということを、ここでちょっと簡単

に指摘をさせていただきたいと思います。 

　これは指摘だけでございます。 

　続いて、中学校の問題ですが、市長からもご

答弁いただいて、力強く感じましたが、国に対

しても、ぜひ強く、教育長会でもやっていただ

きたいというふうに思ってます。 

　ご存じのように、世界で一番学力の高い国は、

今のところフィンランドとされてますよね。そ

このフィンランドの、大体、学校の適正規模と

申しますか、規模が大体２０人前後なんです、

１学級。そこで、きちっと子どもたちに学力を

保障していく、そういう目配り、気配りの届い

た、そういった教育をして、効果をあげている

というのが、本当の姿なんですね。 

　先ほども言いましたように、ＯＥＣＤの加盟

国の中で、非常に教育予算が低いとか、それか

ら高校、大学のいろんな無償化の、国連の人権

規約がありますけれども、その人権条約に批准

してないのが、世界で１５７カ国のうちに、こ

としウガンダなども加盟するような話を聞いて

ますので、批准するような話を。 

　マダガスカルと我が国しか残らないと。世界

で２つの国しか批准できないというような、情

けない、寂しい話があるんです。 

　そういった国の対応についても、ぜひ市町村

のこの耐震の問題も含めて、教育効果の問題も

含めて、強く国に言っていただきたいというふ

うに思います。 

　昨年の暮れの予算編成のときも、大幅に人員

をふやすというお話を、安倍総理は言いました

けれども、麻生さんになったら、半分ぐらいに

切ってしまいましたんで、来年、またふやすと
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かいうお話も、報道はされてますけれども、全

くあてになりません。 

　そういうような現状でございますが、市町村

の教育行政を預かる立場として、それから校舎

を設置する市長部局として、ぜひその辺の力強

い取り組みを、他市町村とともにやっていただ

きたいというふうに思います。 

　それから、教育長にお願いしておきたいんで

すけれども、見直しもあるだろうということで

ありますが、今度、中央教育審議会がこの夏に、

もう恐らくすぐ、中間答申を出すと思うんです

が、新聞で既に報道されておるように、通学距

離、これは今まではその基準なかった、通学時

間の基準はなかったんですが、大体、１時間程

度なら、通学圏内だろうというふうな見解をお

持ちのようでございまして、そういった中間答

申が出るんではないかなということが予想され

てます。 

　それでいくと、宿毛市なんか、もう１時間圏

内ばっかりですので、どこからでも通えるから

１校でええという理屈も立つかもしれません。

しかし、よくよく考えていただきたいのは、教

育効果を上げるいろんな分野がありますが、１

つ部活の問題とっても、スクールバスで通う場

合には、例えば楠山、出井の方から通えば、３

０分以上は最低かかるだろうと思います。朝早

くから出て、今度は、部活をすれば遅くなる。

部活の便のスクールバスを、また別途走らすの

かとか、いろいろ考慮せんといかん部分があり

ますし、それから、その部活の関係で、大きな

学校になりますと、教育長ご存じやと思います

が、例えば学校を代表して何チームも同じチー

ムで出られるのかどうか。 

　例えば、野球部の大会に１００人ぐらい、仮

に、極端な話、部員がおって、何チームもそこ

で出してくれるのかどうかいうこともあります。 

　そういう場合に、なかなか１つの学校になる

と、切磋琢磨といっても、ふるいにかけられて、

レギュラーになれない子ども、ほとんど応援に

回らんといかん子ども、そういった生徒がふえ

てくる。選手がふえてくる。 

　そうすると、意欲が、モチベーションも落ち

ます。そういうことが本当にいいのかどうかい

うことも、よくよく考えていただいて、次の再

編計画の、またひとつ見直しの段階で、ぜひパ

ブリックコメントをぜひ行ってください。それ

をひとつお願いして、質問にしたいと思います。 

○副議長（中平富宏君）　教育長。 

○教育長（岡松　泰君）　教育長、中川議員の

再質問にお答えをいたします。 

　中川議員ご指摘のように、日本は大変、ヨー

ロッパの、北欧の、今、教育力の高い国だとい

われているところと比べますと、国民総生産に

当たるその教育費が、非常に、フィンランドで

あれば、多分、約半分近くであろうと思います。 

　確かにそんな点もあって、いろいろ問題にさ

れておりますし、議員ご指摘のように、２０名

体制で取り組みを、北欧の方はしておりますの

で、確かに個性に合った、一人ひとり、きめ細

かな対応ができているのではないかと思ってお

ります。 

　教育費も大学まで無償だとか、そういう制度

もとられておりますので、うらやましい限りで

すけれども。 

　現実に、宿毛の問題でありますけれども、い

ろいろな部活動が、新教育課程の中でも、学校、

教科の中には入りませんけれども、学校の教育

活動として、やっぱり残っております。それは、

部活動で培われるであろういろいろな助け合う

力だとか、それから、耐える力だとか、いろい

ろな力を養成されるという意味で残されている

のであると思いますが、やっぱりそんなこと、

いろいろなこと、視点があると思いますので。

ただ、私もさっき申しましたけれども、私は、
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大きくなったときに、専門性を持った、いろい

ろなスタッフで、子どもたちにかかわれること

によるメリットもお話しましたけれども、デメ

リットもあろうかと思いますので、いろいろな

方のご意見を伺いながら、先ほども申しました

ように、学校を設置することにつきましては、

市長部局と相談をしながら、新しい皆さんの意

見を聞きながら、望ましい教育環境を創出する

ために、検討を続けてまいりたいと、こんなふ

うに思います。 

○副議長（中平富宏君）　１４番中川　貢君。 

○１４番（中川　貢君）　どうも、丁寧なご答

弁をありがとうございました。 

　ぜひ、宿毛の教育効果を上げるための適切な

ご判断をいただいて、禍根の残らないような再

編計画にしていただきたいということをお願い

して、一般質問を終わります。 

○副議長（中平富宏君）　２番岡﨑利久君。 

○２番（岡﨑利久君）　２番、通告に従いまし

て、一般質問をいたします。 

　初めに、中小企業の助成金制度についてお伺

いをいたします。 

　中小企業の助成金制度といっても、かなり数

多く制度がありますので、今回は地域再生中小

企業創業助成金と、高年齢者など共同就業機会

創出助成金について、お伺いをいたします。 

　地域再生中小企業創業助成金制度は、平成２

０年１２月１日に創設されました。この制度は、

雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、

地域再生事業を行う法人を設立、または個人事

業を開業し、雇用保険の一般被保険者として、

労働者１人以上を雇い入れる事業者に対して、

創業に係る経費及び労働者の雇い入れについて、

一定額を助成する制度であります。 

　改善の弱い地域とは、１０道県ありまして、

北海道、青森県、岩手県、秋田県、高知県、長

崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県であ

ります。 

　また、地域再生事業とは、高知県では、食料

品製造業、飲食料品小売業、飲食店、農業、宿

泊業、社会保険、社会福祉、介護事業になって

います。 

　まだ、もろもろの要件を満たす必要がありま

すが、すべての条件がクリアされると、創業経

費に対する助成は対象経費の２分の１、雇い入

れ５人以上で上限が１，０００万円、５人未満

で６００万円となります。 

　また、雇い入れに対する助成は、雇い入れ労

働者１人当たり６０万円で、飲食料品小売業、

飲食店については、５０人まで、その他の業種

については１００人まで助成を受けることがで

きます。 

　この制度は、若者が創業するときに、大変役

に立つ助成金制度ではないかと思います。 

　次に、高年齢者など共同就業機会創出助成金

制度は、４５歳以上の高年齢者など、３人以上

がその職業経験を生かし、共同して創業し、高

年齢者などを雇用保険被保険者として雇い入れ、

継続的な雇用、就業の機会の場を創設、運営す

る場合に、該当事業の開始に要した一定範囲の

費用について、助成する制度であります。 

　高年齢者など、共同就業機会創出助成金の支

給額は、法人の設立をした日から６カ月間につ

いて支払った経費の合計額に対して、有効求人

倍率が全国平均未満の地域は３分の２の額が、

５００万円を限度として支給されます。 

　この制度は、中高年が創業するときに大変役

に立つ助成金制度ではないかと考えます。 

　そこで市長にお伺いをいたします。 

　本市において、助成金制度についての情報提

供の方法について、お伺いをいたします。 

　次に、宿毛自然紀行についてお伺いをいたし

ます。 

　３月議会で宿毛自然紀行で取り上げられてい
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る場所について、体験型のツアーみたいな形で

取り組みをしていただきたいと質問をさせてい

ただきました。 

　早速、５月３１日、５月の広報紙で参加募集

をし、宿毛自然紀行奥藤秘境ツアーを実施して

いただきました。 

　定員３０名のところ、応募が６０名弱と、た

くさんの応募があったために、先着順にツアー

参加者を決定したようであります。 

　すごい反響に、私自身も大変驚きました。 

　当日は天気もよく、すばらしいハイキング日

和ではございましたが、募集要項に健脚度、星

４つとありましたが、なかなか厳しい、道なき

道を進まなければなりませんでした。 

　また、肉体的というよりも、精神的に疲れた

ハイキングではありましたが、参加した皆さん

は、楽しそうにお昼の御飯を食べていましたし、

まず、体験できない場所を体験した感動は、忘

れることができない思い出になったのではない

かと思いました。 

　参加者にお話をお伺いすると、少し楽に楽し

めるツアーだと思ったが、実際は想像したより

もきつかったとのお話をお伺いいたしました。 

　多分、参加時点でその旨は説明されていると

は思いましたが、もう少し詳しく内容を説明す

べきなのではないかと思いました。 

　今回、事前調査も余りなく、ツアーを実施し

たような感じを受けました。できれば、事前に

数名の方々を広報紙などで募集で選んで、モニ

タリングをしていただき、その中で出された意

見を参考に、ツアーを実施していけば、今後、

ますますすばらしいツアーになると思いますが、

市長のお考えをお伺いいたします。 

　今回、初めて宿毛自然紀行のツアーを実施し

たのですが、いろいろと反省すべきところがあ

ったと思います。反省すべき点は反省をしても

らって、今後、本市の観光スポットとなるよう

な取り組みをしていただきたいと思います。 

　また、当日は、ツアーガイドが数名いたとは

思いますが、参加者３３名を数組に組み分けを

し、山を登ったり、おりたりしましたので、各

ポイントの説明が聞けた組と聞けなかった組が

あったように思います。各組ごとに、今後はツ

アーガイドをつけるべきだと思いますし、今後、

ツアーガイドの育成をしていくべきだと考えま

すが、市長のお考えをお聞きいたします。 

　以上で、１回目の質問を終わります。 

○副議長（中平富宏君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、岡﨑利久議員の

一般質問にお答えをいたします。 

　まず、最初に長い題名でございますが、地域

再生中小企業創造助成金でございますが、平成

２０年４月１日に創設されまして、地域経済雇

用情勢の悪化によりまして、これが平成２０年

１２月１日より助成額、それから対象となる地

域再生分野が拡充されています。 

　この制度でございますが、受給要件を満たす

中小企業主、個人事業主が、ハローワークを窓

口としまして、事業計画書を提出して、認定さ

れましたら労働者を雇い入れた日から６カ月経

過後に支給申請を行いまして、創業支援金及び

雇い入れ奨励金等の助成を受ける制度です。 

　次に、これも長いんですが、高年齢者等共同

就業機会創出助成金制度でございます。これは、

都道府県雇用開発協会が申請の窓口になってお

りまして、４５歳以上の高年齢者等３人以上が、

その職業経験を生かして、共同して事業を開始、

高年齢者、高年齢者とここで言っておりますの

は、４５歳以上６５歳未満でございますが、雇

い入れて、継続的な雇用、就業の機会を創設し

た場合に、当該事業の開始に要した一定の範囲

内の費用について、支給される制度でございま

す。 

　これは、両制度とも、厚生労働省の関係でご
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ざいますが、中小企業者、個人事業主の皆さん

が創業する上で、有利な助成金制度であると認

識しておりますので、市としても、可能な限り、

広報等の活用をしながら、制度周知を図ってい

きたいと、このように考えております。 

　ただ、この件につきまして、直接、市の方に

通知というものが余りなかったようでございま

す。こういう制度があることにつきましては、

積極的に、前向きにこれからもちょっと、市の

方でも調査をしまして、活用できるものについ

ては、市民の皆様にご紹介をして、ぜひ活用し

ていただきたいというふうなことを申し上げて

まいりたいと、このように考えます。 

　次に、ツアーの関係でございます。私は、こ

の秘境、奥藤秘境ツアーというのに参加をして

いないものですから、言われるままで、市長と

してどう考えるかということでございますけど。 

　ご指摘のことが、岡﨑利久議員が、多分に出

席されて感じたことであろうと思います。こう

いうことは、参加者、利用者の皆様に、やっぱ

り判定してもらわなきゃいけない。それについ

ては、事前に万全の体制を整えて実施するのが

事務局であろうというふうに思います。 

　今、ご指摘のお話の中では、やはりそういう

参加された方が感じたということでありました

ら、これを参考にしまして、次回に生かしてい

かなきゃいけない。 

　あのフルマラソンも、初めて３月に実施をさ

せていただきまして、なかなか、まだまだ万全、

百点満点だったとは、なかなか言えないかもし

れませんが、県外から来られた方からは、すば

らしいマラソン大会だったよということで、宿

毛市民をほめられました。 

　こういったことが大切なことでございまして、

次につながることに、私は信じております。 

　市民の皆様がたくさん、こうやって参加して

いただいたということが大切でございます。ま

た、それについて、実行委員会等、万全をやっ

ぱり期さなきゃいけないという安全面もござい

ますし、大会運営をスムーズにやるということ

が大切でございます。 

　この奥藤ツアーにつきましても、今回初めて

でございまして、なかなか行き届かない面があ

ったかもしれませんが、事務局としては、必死

になって宿毛を売っていこうというふうな気持

ちで、頑張っていただいたわけでございます。 

　今後は、今、ご指摘の改善点が多々ございま

した。そういったものを生かして、ツアーのあ

り方、それから場所の選定、こういうものも関

係各課とか、機関と連携を図って実施をしてま

いりたいと、このように思います。 

　宿毛自然紀行、ＳＷＡＮテレビで放映をされ

ておりました。この関係、非常に見る人には初

めてで、行ったこともないとこが見れたとか、

いう話もございます。沖の島もまだ行ったこと

のない人も、宿毛市民としております。 

　ことしは沖の島ツアーを、自然紀行の中に取

り入れる予定でございます。また、この宿毛自

然紀行で紹介しましたスポットを、これからも

生かしていきたいなというふうなことで、取り

組んでまいります。 

　どうかまた、市民皆様のご協力も願いたいと、

このように考えております。 

　以上でございます。 

○副議長（中平富宏君）　２番岡﨑利久君。 

○２番（岡﨑利久君）　２番、再質問をいたし

ます。 

　順番が逆になりますけれども、まずは宿毛自

然紀行について、再質問というか、させていた

だきます。 

　先ほども申しましたけれども、早い段階での

ツアー実施については、評価する点があったと

思います。でも、もう少し完成度の高いツアー

にすべきではなかったかなと、私自身は思いま
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したので、今、市長の方から答弁がいただきま

した。いろんな意見を反映しながら、今後、ツ

アーを実施していくとのお話をいただきました

ので、今後は、いろいろな話を聞きながら、完

成度の高いツアーをしていただきたい。 

　そして、また今後、宿毛自然紀行第２弾のツ

アーを実施する予定でありますので、実施する

予定はあるのかどうか。今さっき、あるような

ことを言われてましたので、その点、再度、確

認をいたします。 

　そして、奥藤秘境ツアーについても、今回の

企画だけではなく、今後も実施していただきた

いと思いますので、その点もあわせて、市長に

お伺いをいたしたいと思います。 

　次に、中小企業助成金制度について、質問を

させていただきます。 

　先ほど、可能な限り、制度の周知をしていき

たい。また、前向きに調査していくとのことで

した。そして、先ほど、市に通知がなかった制

度もあるとのお答えがあったように思われます

が、私、いろんなところで、インターネットで

検索しますと、北海道の芦別市でございますが、

これが平成２１年度２月広報紙に、中小企業の

雇用維持等創業支援についてということで、私

が先ほど紹介しました地域再生中小企業創業助

成金の創設についても、掲載をされています。 

　本市については、この創業が平成２０年１２

月１日に創業されて以降、１回も掲載がされて

はなかったんですけれども、市に通知がなかっ

たというのは、多分、それはないと思いますの

で、その点、再度確認をしていただきたいと思

います。 

　それで、先ほど、質問をさせていただきまし

た地域再生中小企業創業助成金と高年齢者等で

すかね、共同就業機会創出助成金制度について、

説明をさせていただきましたが、まだまだ助成

金制度、いろいろなものがございます。 

　先日、四万十市のハローワークに助成金制度

のお話をお伺いに行きますと、雇用の安定のた

めにという、このような小冊子ですけれども、

いただきまして、この中には、どのようなとき

に、どのような助成金を受給できるかの記載が

詳細に記されてまして、その数３４以上にも及

んでおります。 

　また、今回紹介した２つの助成金制度は、総

業時に使える助成金でありまして、例えばＵタ

ーンであるとか、Ｉターンで本市に来たい、帰

って来たい人にとって、本市ではなかなか仕事

がないという現状がありますので、そのような

方々が今までの経験を生かし、起業を考えて、

自分自身で会社をつくろうと思った時に、大変

役に立つ助成金だと思いますし、また、本市に

住んでいて仕事がないので、自分自身で起業を

考えている方々にとっても、その制度が活用で

きるものだと思っています。 

　また、いろいろなことを創造できる制度でも

ありますし、市民の皆様が知っていなければ、

何の意味もない制度でございますので、広報に

掲載されている部分がありますけれども、市民

に伝達をされているかどうかというところで、

市の方に助成金についての問い合わせ等、窓口

はハローワークになっておりますけれども、市

の方に問い合わせ等、助成金について、あった

のかどうなのかをお答えしていただきたい、そ

のように思っております。 

　以上で２回目の質問を終わりにさせていただ

きます。 

○副議長（中平富宏君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、岡﨑利久議員の

再質問にお答えします。 

　ツアーの件でございますが、これから、もう

１つ、２つ、秋、冬にかけまして、特に冬は篠

山の冬場は雪降っていいんじゃないかというふ

うなところもございます。こういうツアーを予
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定しております。 

　先ほどのお話の中の、いずれやるにしても、

事前の調査とか、参加者に負担かからない、熟

知、周知させて、それから実施するというふう

なことを、次の会ではやっていきたいというふ

うに思います。 

　それから、先ほどの２つの制度なんですが、

これ、私、先ほど答弁しましたように、市の方

に通知はございません。これは調べさせました。

質問通告がありまして、市の方に通知があった

んじゃないのかということで、担当課に調べさ

せましたが、商工会議所には行っておりますけ

ど、市の方には通知は、ハローワークの方なり

からはなかったということでございます。 

　先ほど答弁しましたように、通知がなかった

からいいっていうものじゃなくて、やはり前向

きに、市の方でこういうものを調査してやって

いきますということを答弁させていただきまし

たが、通知がなかったからほっとけばいいとい

うもんではございませんので、ご指摘の件もご

ざいますし、前向きに、市民にとって有利なも

のがあれば、やっぱり国の機関にも問い合わせ

するなりして、ホームページも載ったりしてい

ると思います。そういった検索も、市の方で前

向きに調査をしてまいるということで、有利な

ものを、それがありましたら、また広報等で市

民にお知らせするというふうな形をとってまい

りたいと、このように思います。 

　以上でございます。 

○副議長（中平富宏君）　２番岡﨑利久君。 

○２番（岡﨑利久君）　２番、先ほど、宿毛自

然紀行については、まだ第１弾、第２弾と続け

てツアーを実施していくようでございますので、

楽しみにしております。 

　また、冬の篠山、確かに私もＤＶＤで宿毛自

然紀行を見させていただきましたけれども、な

かなか、危険が伴うような感じがございますの

で、そういう安全面等を十分に満たした上で、

ツアーを実施されるのであればしていただきた

い、そのように期待を込めて、実施の方、して

いっていただきたい、そのように思っておりま

す。 

　次に、中小企業の助成金についてですけれど

も、私自身、まだまだ勉強不足でして、この助

成金制度について、今回、質問するにあたり、

勉強をさせていただきましたのであれなんです

けれども、今後は、例えば市の方もハローワー

クと連携をとって、詳細な、その都度、その都

度、助成金制度いろいろ出てきますので、連絡

をとっていただきまして、市民の皆様に広報紙

並びに、先ほど中川議員が申し上げましたけれ

ども、ホームページ等で情報を公開していただ

く。そのようにすることによって、市民の皆さ

んが、いろんな助成金制度がわかっていくよう

な形をつくっていただければ、本市に住む意味

があるのではないかと、そのように考えており

ますので。 

　以上で一般質問を終わらせていただきます。 

○副議長（中平富宏君）　この際、午後１時ま

で休憩いたします。 

午前１１時４８分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　１時０１分　再開 

○議長（寺田公一君）　休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　１０番宮本有二君。 

○１０番（宮本有二君）　１０番、宮本有二で

ございます。 

　昨日は、同僚議員の浦尻君から、「過去の

人」と言われまして、これは議長を降りたと言

いたかったんでしょうが、議長在任中につきま

しては、２年間お世話になりました。改めてお

礼を申し上げます。 

　２年ぶりの質問となりますが、議長在任中、
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何度か東京にも行かせてもらいまして、その行

き帰りで感じたことは、都市と地方の格差につ

いてでございました。 

　特に、雇用の問題が深刻でございまして、き

ょうはまた、今朝の高知新聞にも、県の方針で、

６，５００名の雇用創出、各種基金１１６億円

を活用してということで出ておりましたが、今

議会でも雇用問題につきましては、先ほど、岡

﨑君から、６５歳くらいまでの若者と高年齢者

のお話もございましたが、私は、年相応に、超

高齢化社会における高齢者の就業対策について

という題で、１問だけ、市長にお伺いをしてま

いりたいと思います。 

　まず、我が国は世界に例のないスピードで高

齢化が進みました。現在、５人に１人が６５歳

という超高齢化社会を、世界で初めて経験をし

ておるわけでございますが、およそ１０年後の

２０３０年には、今より１，０００万人ほどふ

えると推計をされております。 

　そのときの７５歳以上は、ほぼ倍増する。老

いの世界をどうするかは、今後２０年、日本の

正念場だというふうに考えております。 

　仕事を望む高齢者が働ける環境をつくらない

と、日本社会はもたない。 

　２０５５年、今世紀半ば、６５歳以上を支え

る、いわゆる生産年齢人口、現在の３．２８か

ら１．２６になるといわれております。このと

きの日本の総人口は、１億人を割るわけでござ

いますが、いわゆるみこしからかごかきに、さ

らに１人が１人を背中に背負っていかなきゃな

らんという時代に突入するということが見えて

おります。 

　地方や本市のような過疎化の振興する地域に

おきましては、さらにそのパーセントは高まっ

てまいります。 

　人間には、生きたい、知りたい、仲間になり

たいという本能があり、働くことはその本能に

基づく脳の欲求であるとも説明をされておりま

す。 

　超高齢化時代、それを実現させることが、人

や社会の幸福につながると思われます。 

　年をとりますと、体の能力は落ちましても、

経験に基づく判断力、これは衰えることなく、

むしろ知恵や英知は高まります。老化もおくれ

てきておりますので、長く社会で活躍ができる

はずでございます。 

　高齢者の健康は、だれかに支援されるだけで

なく、自分もだれかを支援するのが最も好まし

いといわれております。大切なことは、他者へ

のかかわり方ではないでしょうか。 

　高齢者が地域とかかわる仕組みをどのように

つくるかが、社会の大きなテーマであることに

疑いはないわけであります。 

　平均寿命はさらに延び続けてまいります。も

ちろん、それ自体は喜ぶべきことでありますが、

問題は、長い老後を幸福に暮らせるかどうかと

いうことでございます。 

　内閣府が毎年行っております国民生活に関す

る世論調査によりますと、世の中で悩みや不安

を感じておる人は、ことしは過去最高の７０パ

ーセントにものぼっております。その中で、特

筆すべき内容は、いわゆる老後の生活設計、５

３．７パーセントと、最も多いわけでございま

す。 

　言うに及ばず、優先的に取り組まなければな

らない課題は、国も市町村もですが、これは年

金、医療、介護等の社会保障制度の充実であり

ますが、それらの多くは国の役割であり、しか

も年金にいたっては、目減りはし続けておりま

す。 

　本議会にもたびたび憲法２５条が出てますが、

いわゆる生存権をどうするかということだと思

いますが、私と市長は同年代であります。いわ

ゆる団塊世代という退職者が、この３年間で８
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００万人といわれております。マスコミの世論

調査では、この世代の７５パーセントが６０歳、

６５歳を過ぎても働きたいと答えております。 

　現在、この世代でのボランティア活動に参加

している方は、全体の１５パーセントでありま

すが、今後、参加したいという人は６１パーセ

ントにものぼっております。 

　いわゆる、だれもが社会とかかわっていたい

わけでございます。 

　定年延長そのものは、若者の職場を奪うとい

う側面、いわゆる社会問題もありますけれども、

この地域社会での高齢者と若者の雇用を両立さ

す、新しいスキームを考えていかなければなら

ないときではないでしょうか。 

　本県の雇用状況は、平成７年より、全国がア

ップしていく中で、依然として０．５を割る程

度で低迷をいたしております。 

　また、この世界同時不況の中で、さらに厳し

い状況でございます。 

　地方の雇用能力の低下は著しく、雇用不安は

ますますエスカレートをしております。今まで

景気のよかった地域でも、天下のトヨタがあの

ような状態でございますから、さらに厳しい状

況は続いてまいると思います。 

　本市も、若者の雇用の確保、あるいは産業お

こしには懸命に取り組んでいるところでござい

ますが、高齢者対策も重要な課題であると考え

ます。老後を社会とかかわり続け、小遣い程度

でも稼げる状態で、子や孫にそれを与えるだけ

でもよろしい。そして、働くことは、健康維持

にもつながり、いわゆる天井知らずにふえ続け

る医療、介護費の軽減にも役立ち、何よりも生

きがいを持って暮らすことになります。 

　元気都市宣言をしている宿毛市としては、住

民とともに知恵を出し合い、汗をかいて、この

超高齢者社会を生き抜く、いわゆる協働のプロ

グラムをつくり、これを地域再生のチャンスに

変換をして、本市の成熟社会づくりに取り組ん

でまいらなければならないときではないでしょ

うか。 

　きょうはこの１問のみでございますので、じ

っくりと市長のお考えをお聞きいたしたいと思

っております。 

　そこで、まず初めに、本市社協に事務所を置

くシルバー人材センターの活動の状況、並びに

これら高齢者の就労の場の確保、対策について、

まず市長の所見をお伺いいたしたいと存じます。 

　よろしくお願いをいたします。 

　１回目の質問を終わります。 

○議長（寺田公一君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、宮本議員の一般

質問にお答えをいたします。 

　今、るる、高齢者の就労の場の件についての

状況が説明されました。全く、同形の、私も同

じような考えを持っております。やっぱり、こ

れから生産年齢人口も、こういうふうに上がっ

ていくんじゃないかなというふうなことは思っ

ております。 

　まず、お尋ねの件でございます、シルバー人

材センターの件でございますが、宿毛市では、

働く意欲のある高齢者が、その経験と能力を生

かして、相互に協力して働くことを通しまして、

健康や生きがいを高めることを目的にしまして、

宿毛市社会福祉協議会を事務所としまして、宿

毛市シルバー人材センターを設置しているとこ

ろでございます。 

　２１年３月末で会員数が１０６人でございま

す。総事業費で２，６６０万余りを、事業費と

しておりますが、これで１人当たりの配分金、

これには事務費等、物件費等、いろいろ含んで

おるわけでございますが、平均で２５万５，０

００円ぐらいでございます。 

　その活動状況でございますが、事業の普及、

啓発活動としまして、社会福祉協議会の社協だ
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よりに「ふれあい」がございます。「ふれあ

い」や、ポスターの掲示等によりまして、新規

会員の募集と、新規受注の拡大を図っておりま

す。 

　また、シルバー人材センターの事業ではあり

ませんが、長年の経験を有する方々を中心に、

宿毛芋生産組合を立ち上げまして、宿毛市の特

産品として、純粋な芋焼酎をつくるために、良

質な芋の栽培にも努めていただいているところ

でございます。 

　今後は、高齢者といえ、まだまだ就労意欲の

ある方々の入会促進を、シルバー人材センター

に図って、入っていただきまして、公共事業等

のアウトソーシングによる受注事業の拡大を行

う。それから、そういったことで、高齢者の就

労確保と生きがい活動の増進に努め、元気で健

康な高齢者のいるまちづくりと、地域の課題を

地域の住民が主体的に解決できる地域社会づく

りに努めてまいろうと、このような考えを持っ

ております。 

　以上でございます。 

○議長（寺田公一君）　１０番宮本有二君。 

○１０番（宮本有二君）　再質問をいたします。 

　最初の質問で、人材センターの今の状況とい

うのはよくわかったんですが、福祉事務所長か

ら、若干資料をいただいて、それを見ておりま

して、今、手元にはございませんが、平成１７

年には、大体、２８６名、今、１０６名という

ことですから、約３分の１ぐらいに登録会員数

が減っておりまして、事業費は２，６００万余

りということで、若干、微増しておりますけれ

ども、その中で、若干、公の部分、当時１，０

００万ぐらいの発注があったものが、５００万

程度に落ちておるという内容でございますが。 

　登録者にとってみたら、余り登録しても仕事

がないなという実態ではないかと思うんですが、

それはそれとしまして、市長からまた、この社

協だより、あるいは就労意欲のある高齢者には

公共事業のアウトソーシング等の答えもいただ

きましたが、このアウトソーシングについては、

私、これ非常に興味がありますから、最後に回

しまして、市長とまたゆっくり話したいんです

が。 

　ここで、私にとっては初めて聞く言葉だった

んですが、コミュニティビジネスという言葉が

ございまして、市長は、これはご存じであった

かどうかわかりませんが、コミュニティビジネ

ス、何でも知っております寺田議長も知らんと

いうことでございますから、余り売れてない言

葉じゃないと思いますが。 

　実はこれ、二、三年前からマスコミでは、随

分この名前が出たそうでございますが、ちょっ

とこのコミュニティビジネスについて、説明を

させていただきます。 

　私がこの高齢者が仕事に取り組むような方法

や支援はないものかと、事務局をネットで調べ

さして出てまいった言葉なんですが、経済産業

省の説明によりますと、コミュニティビジネス

とは、統一された定義はないが、地域の課題を

地域住民が主体的に、ビジネスの手法を用いて

解決をする取り組みと認識しておると書いてお

りました。 

　ちょっとかたい説明なんですが、これは、か

いつまんで言いますと、ボランティア活動とは

違って、その活動をより効率よく安定して、継

続するには、やっぱりボランティアじゃなくて、

ビジネスの手法をとって、事業として行うとい

うことが、コミュニティビジネス。日本語で言

えば、地域の商売でございますから、いたって

当然かなと思うんですが。 

　これは、雇用の拡大とか、創業機会の創出に

つながって、やっぱり、さっき言ったように、

生きがいを持って働くために、社会に貢献をし

ておるんだという満足感を満たされまして、い
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ろいろな面で効果が上がるんじゃないかという

ふうにとらえておりますが。 

　そこで、このコミュニティビジネスというの

は、大きく２つに分類することができます。 

　１つは、地域の課題を解決する事業。いま１

つは、地域の資源を利活用する事業であります。 

　ネットで検索をさせますと、これだけたくさ

んのコミュニティビジネスの実態が出てまいり

ました。これ、経済産業省のホームページです

が、たくさんございまして、その二、三、ちょ

っと例を示させていただきますと、最も身近な

ところに、皆さんご承知の環境コミュニティビ

ジネス事業という枠の中に、ＮＰＯ法人黒潮実

感センター、高知県大月町というのがトップで

出てまいりました。 

　事業内容は、漁業者、林業関係者が共同して、

アオリイカの増殖産卵礁の設置、漁民の利益の

向上、あるいは林業者の就労の確保と。そして、

柏島老人会とタイアップをして、島内の観光ガ

イド、これはやっぱり２万人近いダイバーの

方々や、釣り人の紹介。あるいは、修学旅行の

誘致ということで、これは島丸ごとミュージア

ムということで売り出しております。 

　次には、生涯現役社会。そうだ、葉っぱを売

ろうということで、テレビでも紹介されました

徳島県上勝町ですか、株式会社いろどりの葉っ

ぱビジネス。秋の野山を錦に染める紅葉もみじ、

東京で刺身のつま物として、これが年間２億円

の商い。７０歳代前後の老人が、野山を駆け巡

って体を動かす。経済効果もあるわけですが、

マウスも動かして、私はマウスというのは動か

したことはないんですね。ねずみにびっくりす

るぐらいで。 

　寝たきりの高齢者がわずか２名という、非常

に健康長寿につながっておるという例が出され

ております。 

　それから、もう１つ紹介しますと、行政に頼

らない村づくりで知られる鹿屋市串良町柳谷地

区のやねだん、鹿児島ですね。これは、今の世

の中は高齢者になるほど出番がなくなっていく。

だったら、集落民全員が活躍できる場を数多く

設け、感動に基づいた集落をつくっていこうじ

ゃないかという取り組みで、数々の事業に成功

し、収益の一部は自治会費７，０００円かかっ

たのを、３，０００円値引きして４，０００円

にした。 

　あるいは、余剰金で全世帯、３００世帯ぐら

いなもんだと思うんですが、ここにボーナス１

万円の支給をしております。 

　国も１万２，０００円程度ですから、大した

もんだと思うんですが、これを全国の取り組み、

９，７００あるそうでございます。 

　本市でも、こうやって取り出したら、何かが

やりようがと思いますけれども。一参考例です

が、ちょっと変わったところで、きのう浦尻君

がイノシシの話しましたんで、若干調べてみま

すと、佐賀県武雄市、これはいのしし課という

のが市にあるらしいんですが、いのしし課を設

置する必要はないと思いますが、どんなことを

しているのかと思いますと、イノシシをとって、

ロースハムにすると。それを、燻製にすること

もするんでしょうね、いろいろやる、やり方あ

ると思うんですが。 

　主婦がまちおこしにこの工場をやって、あが

った利益を猟友会にあげておるということなん

ですね。イノシシを撃つ組に。 

　私も、この議場の１６番におりますが、岡崎　

求先輩、これはイノシシ、大変、猟銃、鳥獣被

害ですか、これから守るいうことで、沖の島に

頑張って行ってもらってますが、ちょっと話を

聞きますと、ぜひ言うてくれんかと。 

　高齢化しようがぞと、イノシシの猟友会も。

若い者が続かんと、だれかがこれはしとめない

かん。そうすると、やっぱりこういうふうに、
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利益を猟友会に渡して、猟友会がまた頑張って、

その対策をするという循環もいいんじゃないか

という思いがいたしまして、二、三、４点ばか

りご紹介させていただきましたが、では、これ

で行政の役割とは、じゃあ一体何なんだという

ところが思いまして、 

　これ、市長、結論から申しますと、こういう

コミュニティビジネスの取り組みに対して、行

政ができることは、まず第一歩を支援すること

ではないかと思うんですね。 

　住民の皆さんは、何から手をつけていいのか、

悩むもんだと思うんですが。例えば、特産品の

開発、福祉や教育や環境や観光、多種多様なコ

ミュニティビジネスの例がここに出ております

けれども、行政がまず一歩することは、これら

の方々、自主的に立ち上がるんですが、やっぱ

り専門家による実際の相談会の開催であるとか、

あるいは、何をするにも先立つものは資金計画

でございますから、やっぱりそういう融資制度、

国もやっておりますし、市の単独、あるいは県

もあるでしょう。そういうものを紹介をして、

実際の企業おこしに結びつけるのが、行政の第

一歩の役目じゃないかと。 

　きょうも、岡﨑利久君からも出ました。高年

齢者というのは、４５歳から６５歳までですが、

これには国から５００万出るという話も聞きま

したが、６０歳から６５歳、そのミドルのとこ

ろに入りますけれども、それから先にいたしま

しても、北海道では高齢者に支援する限度額を

１５０万円組んで、このコミュニティビジネス

の支援をしておると。 

　他県にもたくさん取り組みがございますから、

似たようなものですが、こういうことを第一歩

を、市がやってあげるということが、実際に、

私が今、るる述べたことの実現にもつながって

いくんではないかと思うわけでございます。 

　そこで、市長にお伺いをしますが、こういう

行政の役割を踏まえた上で、このコミュニティ

ビジネス、非常にジャンルが広いんですが、こ

こにおる執行部の方々全課で取り組んでいくお

つもりがないか。そのご所見を、まずお伺いを

いたしたいと思います。 

　再質問、１回目を終わります。 

○議長（寺田公一君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、宮本議員の再質

問にお答えをいたします。 

　このコミュニティビジネスに、全課で取り組

んでもらいたいということでございます。 

　私も、常々思ってました。芋焼酎の前段で、

夢いっぱい会というのがございまして、やはり、

全く市民団体がやることに対して、市もやっぱ

りいろんな産業振興に資するものだというふう

な目的がありましたので、苗を買うだとか、そ

ういう手助けをした過去がございます。 

　そういうものに、やはりこれからもどんどん、

何言いますか、今、宮本議員のおっしゃった第

一歩を、行政として後押しすると言いますか。 

　それからまた、もう１つは、先導的な役割も、

１つせないかんなと。いろんな調査をした結果

で、こういったものがありますよといったこと

を、やっぱり皆さんにお示しして、こういうこ

とをやったらどうでしょうかと、そういう２つ

の役目があるんではなかろうかなというふうに

思っております。 

　それから、非常によいご提案でございますし、

私も市職員にも、やはり今の時代、市の職員と

いえども、使うばっかりじゃなくて、ビジネス

感覚はやっぱり持ってもらわなきゃいけない。 

　極端なことを言えば、株式会社宿毛市ぐらい

な気持ちになって、使いっぱなしじゃなくて、

むだを排除して、少しはもうけ仕事もしてもい

いんじゃないかと、そういうふうなことを、

常々思ってたわけでございまして、先ほどから

のずっとお話で、お年寄りが元気で就労人口に
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なって、いわゆる生産人口になっていくわけで

すね。 

　そういった形で、小遣い稼ぎもして、それか

ら体を動かすことによって元気になる。そうす

ると、保険代も、いわゆる病院にもかからなく

て、元気な体でいれば、宿毛市の持ち出しその

ものも少なくなってくるというふうなことでご

ざいますので、ぜひ、その今のご提案では、行

政の役割を踏まえて、コミュニティビジネスに

積極的に取り組んでいこうというご提案でござ

いますので、私自身もそういうふうなことを、

これから市の職員と話し合いもして、いろんな

情報が入りやすい立場にありますので、調査し、

そしてまた皆さんに示唆をして、またやる気の

ある住民の方々のグループに対して、議会のご

承認をいただいた上で補助もしていくというふ

うなことに取り組んでまいりたいと、このよう

に考えております。 

　以上でございます。 

○議長（寺田公一君）　１０番宮本有二君。 

○１０番（宮本有二君）　再々質問になるんで

すかね。 

　今、市長から、これは非常に前向きなご答弁

をいただきましたので、ぜひ、株式会社宿毛市

という、民間感覚を持った感覚で、後押しと先

導をするということですから、大変心強く思い

ますが。 

　ちょっと後回しにした分で、アウトソーシン

グのことですが、これは、高齢者ばかりのこと

ではございませんが、ちょっとこのアウトソー

シングする段階で、一例を出して市長にお考え

を聞きたいことがございます。 

　それは、まず、これはちょっと整理しますと、

このコミュニティビジネスというのは、地域の

課題を解決する事業と、資源を利活用する事業

に分類をいたしましたが、この、もともと地域

の課題や問題というのは、これは地元の行政機

関がその解決に当たってきた事業でございます。 

　しかし、今、国、地方を問わず、長期、短期

債務で１，０００兆円という大幅な財政赤字を

抱えておりますので、いわゆる財政の健全化、

あるいは今後続くであろう少子高齢化のもとで

は、ますますその運営が厳しくなっていくと。 

　その流れの中では、自治体の職員自体も、人

員の縮小を余儀なくされる傾向にございます。

したがって、こういう課題事業を、住民が自主

的に取り組んでいただいて、協働の社会づくり

をしていくということが言われておるわけでご

ざいますから、これを、今後、地域再生のチャ

ンスに変換して、先ほど申しました宿毛市独自

の成熟社会をつくっていくためには、じゃあこ

のアウトソーシングされる事業、これをどのよ

うに考えていくかということでございますが、

市の集中プランの中で、清掃公社、あるいは学

校給食センターというのは、次々と民営化をす

るという流れになっております。 

　そこで、まず、清掃の業務に関しては、一部

をテスト的に民間に委託をされました。 

　これは、その流れの中から、私は以前にも市

長に質問をしたことがございますし、また、同

僚の中平君からも、バイオマス計画の中で、そ

の名前が出てまいりましたが、山形県長井市が

取り組んだ全国にも余りにも有名でありますが、

レインボープランというのを、市長、ご記憶が

あると思いますが。 

　このことについて、若干、説明しながら、私

の考えを申し上げてみたいと思います。 

　このレインボープランというのは、健康はま

ず食にあるんだと。安全な食を、長井の市民に

食べらすには、どのようにしたらいいのかとい

うことから、まちづくりをしようということで、

生ごみに目をつけまして、ごみは厄介者ではな

く、宝なんだと。このごみを微生物で、菌で堆

肥化をして、その堆肥をもとに農家が健全な野
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菜をつくる。 

　そして、できた野菜を主婦が自由市場で売っ

て、その利益をこの市内の必要なことに還元を

していくという、循環型社会のＮＰＯ法人の全

国のモデルになって、私どもも１回、視察にま

いりました。 

　そのことを市長にもご報告したと思うんです

が、宿毛市も、バイオマスタウンを目指して、

焼酎の搾りかすやナオシチ、あるいは魚の残滓

や畜産のふん尿ですか、人ぷんも交えて、これ

を何らかの菌で堆肥化をして、循環型社会をつ

くろうということが、この芋焼酎を起爆剤とし

た企業おこしの全体のスキームの中に入ってお

ると思うんですが。 

　私がここで、長井方式は生ごみの水きりとい

うのは、市内の５，０００世帯ぐらいの主婦が、

ボランティアでやっておるんですね。そして、

今言った一連の流れで、循環型社会をつくって

おるんですが、これ、全国では長井方式と申し

まして、いろいろ参考にされておるんです。 

　私は、ここで一歩進んで、宿毛方式というの

をつくったらどうかと思うんですよ。長井を超

える取り組み。 

　じゃあ、どうしてつくるんだと申しますと、

この長井がボランティアでやっておる、例えば

生ごみの水切り、これは前段、岩本課長が、コ

ップ１杯水を切ってくれたら、１，０００万助

かるんですよというのを強く訴えておりました

が、この生ごみの収集、例えば運搬。これを、

これは勝手な言い方ですが、コミュニティビジ

ネスにすることはできないのかと。 

　ＮＰＯで、ボランティアでやるんじゃなくて、

同じＮＰＯでもいいんです。株式会社でもいい

んです。社団法人でも結構ですが、これを地域

の課題解決のビジネスとしてやることはできな

いかと。そして、利益は市民の求める、あるい

は教育や福祉に還元をしてもいいんじゃないか

と。雇用の場の拡大に、大いに役立つと思うん

ですが。 

　例えば、今、ごみは生ごみ、その他も１キロ、

環境課長に聞くと１７円ぐらいかかりよると。

そしたら、生ごみは、きのうちょっと報告を見

ましたら、４，６００トンぐらいですか。概算

しますと、８，０００万円ぐらい、生ごみの処

理にはかかるわけですから、この８，０００万

円をどのようにして事業を起こすのかというの

が、今の言ったコミュニティビジネスにするこ

とができないのかという発想でございますが。 

　学校給食にしても、これはいろいろ民営化す

る中で、技術的な面もあろうと思いますが、私

は基本的に、一番子どものことを心配するお母

さんがつくったらええじゃないかと。これは家

庭でつくれとは言いません。そら家庭には事情

がありますから、学校給食の工場を利用して、

これもコミュニティビジネスになるんじゃない

かなという思いがあるんですが。 

　先ほど申しましたように、国は盛んに市場化

テストをして、例えば、公がやると１００円か

かるものが、民間がやると６掛けか７掛けであ

ると。例えば７０円でできる。じゃあ、市がや

っておるのを、財政健全化のために、一民間に

７０円で受けらすと、市は３０円は浮くわけで

すけれども。 

　民間すべてが悪いという意味ではありません。

民営化もどんどんやらなきゃいけないんですが、

その市がスリム化するために、民営化をしてい

く流れの中で、じゃあ雇用はどうなるのかと言

いますと、民間が７０円でやっていくためには、

諸経費や人件費を当然削減して、そこで利益を

生まなきゃなりません。 

　そうすると、雇用の確保という点からいけば、

例えばこのコミュニティビジネスに８，０００

万円の生ごみ処理を委託すれば、１００人雇え

るかもわからない、高齢者を。それ、８０万円
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の給料になります。 

　４０万でよかったら、２００人雇えます。学

校給食１億かかれば、５００人雇えます。３０

０人雇えますという数字が出ますから、それは

安定的、継続的にやるには、技術面のことが

多々あろうかと思いますから、今すぐに、ここ

で市長に結論を求めるようなことは思っており

ませんけれども、前段申しましたように、この

コミュニティビジネスとしてとらえれば、あり

とあらゆることが、老後社会を切り抜けていく

んじゃないかという思いがありまして、きょう、

じゃあやりますよということにはならんでしょ

うけれども、やっぱりアウトソーシングすると

きに、市は何を求めていくのか。財政健全化を

して、市は借金が確かになくなった。住民は食

えなくなっておったというようなことでは、や

っぱり、少し考えなきゃならん点が出ますから、

せっかく公共の事業を地域の課題として、住民

も主体的に取り組んでくれるボランティア精神

旺盛な方、たくさんいらっしゃると思いますか

ら、その方々と協働して、新しい、全分野にわ

たるビジネスを考えて、市の雇用をふやし、健

康な、明るい、元気のある宿毛市をつくるため

に、頑張って検討をしていただきたいと思いま

す。 

　そこで、市長に最後にお伺いをします。 

　先ほど、大事な取り組みですから、やるとい

うことでございますが、アウトソーシングにつ

いても、今、私の考えを聞いて、いかなる思い

があるのか、思いだけで結構でございますから、

ご答弁をお願いいたします。 

　再々質問を終わります。 

○議長（寺田公一君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、宮本議員の再々

質問にお答えをいたします。 

　非常に、今、お聞きしまして、すばらしい提

案であるというふうに、私、感じました。 

　こういった提案があるということで、アウト

ソーシングをコミュニティビジネスとしてとら

えて、活性させていくというふうなことについ

ては、私も常々、そういった市民の皆様に何か

還元していくというふうなことになるんではな

いかなということも思います。 

　高齢者の雇用、どうしても皆様方も、もうい

つも高齢者対策ということも、議会の場でも聞

かれます。 

　どうも、私も団塊の世代でございますから、

これが６０でございます。この団塊の世代、多

い人数がそのままずっと高齢化していくわけで

すから、この年代を今もう生産年齢ではないん

だよというふうに決めつけてしまわないで、こ

の年代をずっと、もう生産年齢であるというふ

うなとらえ方をして、仕事をしていただく。そ

ういうことの時代にも来ているんではないかな

と。 

　定年制が６０歳。６０定年ということであり

ますけど、まだまだ定年６０で、済みません、

こういう言葉を使っていいかどうか、悪いです

けど、老けるような年じゃないよと。 

　昔と違いまして、高齢、長寿社会になってお

りますので。そういう形では、こういった形で、

アウトソーシングできるもの。例えば、私も今、

具体にどんなものがあるかなとか、頭の中で考

えながら、思いながら、学校関係でも、例えば、

維持管理とか、経験を生かして社会教育を子ど

もに、これからしていこうじゃないかとかいう

ところもあります。 

　そんなものにも、やはりグループをつくって

いただいて、そこから派遣していただいて、子

どもたちにいい話をしていただくにいいいつも

いい話は、よその人をつれてきては、講話とか

言ってますけど、宿毛市内にもそういう方々は

たくさんおられるんじゃないかなというふうに

思いますし、それからまあ、子どもたちの触れ
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合いの場にもなるし、安全対策とかいうことに

もつながろうか。 

　それから、地域の物産創造面で、何と言いま

すか、地域のある物、昔から知っておられます。

そういった物を資源として活用できる皆さんも

おられると思いますし、海で、例えば言えば、

今、磯焼け現象がありますが、藻場をつくるの

にも、どの辺につくればいいのかという知恵が、

経験、漁師さん経験されたらあると思います。 

　これも、行政の事業としてやるにしても、こ

れを実行していただくのは、このコミュニティ

ビジネスの形でやっていくと、経験を生かせる

というふうなことも、１つ出ようかと思います

し、それから、昔から体に、例えばいい農業生

産物とかあれば、それをまた商品にしていくと

か、そういうものもできます。 

　また、アウトソーシング、それぞれいろいろ

なものがございます。今はどうしてもボランテ

ィアは無償だと。ただだという観念があります

が、私が学生時代、ボランティアをやったとき

は、やはり交通費は出ておりました。そのかわ

り、労働奉仕というものはただで、報酬はあり

ませんということでございますし、そのボラン

ティアも有償という考えも、持つのも構わない

のかなというふうに思います。 

　今の例として、バイオマスタウン構想の中で、

これは認定をされましたので、これから取りか

かりをしていきますが、その部分部分で担って

いただける役割というものも、あるんじゃない

かと。 

　１つの会社をつくるにしても、これはやっぱ

り宿毛の会社ですから、宿毛の人たちを雇用し

ていただくということでやっていく。 

　ただ、そこまで運ぶのに、このコミュニティ

ビジネスの方々を使っていくとか、そういうふ

うな役割分担も含めて、使えるんじゃないかな。

そんなことも今、宮本議員の一般質問を聞きな

がら思ったわけでございます。 

　それから、事例的に申し上げますのが、私、

今、一番いい地位にいると思っております。と

いうのは、全国地域づくり推進協議会の、今は

会長をしております。これは、国土交通省の主

管でございますが、各地域で、日本全国でいろ

んな地域づくりに取り組んでおられる団体があ

ります。これを表彰、毎年、有識者の先生方が、

この応募されたものをチェックして、それで審

査するという会がございまして、国土交通大臣

賞であるとか、地域づくり推進協議会長賞だと

か、そういう、何と言いますか、地域づくりに、

まさにその中身を見てますと、今、宮本議員が

おっしゃるコミュニティビジネスをやっている

人たちなんですね。 

　そういうのが多くて、事例的には、非常に、

私、たくさん入る地位にいるんだということも

再確認をいたしまして、これを皆様方にも、も

う少しオープンにしなきゃいけないなというふ

うに、改めて思ったところでございます。 

　だから、質問の中での一番最後ありましたア

ウトソーシングをして、それをコミュニティビ

ジネスとしてとらえていく。 

　それから、いろんな、公共のものですから、

発注の形態が、例えば今は競争しなきゃいけな

いだとか、随意契約はなるべくやめろだとか、

そういうこともありますが、これはそういった

要綱について、議会の承認をいただいたりする

中では、可能なことだろうと、私自身は思って

おりますので、できるだけ今のご提案について

は、この超高齢化社会を迎えるに当たっての社

会の仕組み、それから仕事のやり方、そういう

ものを変えていかなきゃいけないのかなという

ふうなことを、改めてきょう、感じた次第でご

ざいまして、これを実行に移していきたいなと

いうふうなことをやっていきたいと思います。 

　庁内でもいろんな話し合いもしながら、また
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ご提案の宮本議員、それからまたここにおられ

る議員の皆様にも、よい知恵があったら、また

お借りしたいというふうに思います。 

　以上でございます。 

○議長（寺田公一君）　１０番宮本有二君。 

○１０番（宮本有二君）　非常に満足のいくお

答えをいただきました。 

　市長も今、全国の地域づくりの会長というこ

とですから、ぜひ、宿毛方式が全国のモデルに

なりますように、頑張っていただきたいと思い

ます。 

　最後につけ加えておきますが、小泉内閣から

始まるこの構造改革の中で、当然、地方は自立

をしなくてはいけないということで、国も大幅

な借金を減らし、地方も減らし、新しい社会づ

くりに邁進はしておりますけれども、先ほど申

しましたように、何もかもスリムにする流れの

中で、仕方を間違うと、力のない自治体が残っ

てしまうと。 

　国は、ある一定、地方におくる交付税が少な

いほどよろしいわけでございますから、自分の

ことは自分でしなさいという中には、少し自分

たちも考えて進まなきゃならんのじゃないかと

いう面が多々ありますので、それは皆さん、よ

くおわかりのことと思いますから、あえてもう

申しませんが、地域づくりをどのように進めて

いくかで、地方のそれぞれの力が、差が生まれ

てまいると思いますから、ぜひ市長、前向きな

答弁をいただきましたので、全課で取り組んで

いただきますように、よろしくお願いをいたし

まして、２年ぶりの一般質問を終わります。 

　ありがとうございました。 

○議長（寺田公一君）　この際、１５分間休憩

いたします。 

午後　１時４６分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　２時０２分　再開 

○議長（寺田公一君）　休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　５番浅木　敏君。 

○５番（浅木　敏君）　５番、一般質問をいた

します。 

　市長ほか執行部の皆様方には、きのう、きょ

うと９人の議員に対しての答弁をいただくわけ

でございますが、最後に登壇ということになり

ました。 

　これまでの８人の皆さんにも、一生懸命答弁

いただきましたが、引き続いて最後の１人まで

よろしくお願いいたします。 

　まず、質問通告に従いまして、市長の政治姿

勢について、私は次の３点を質問いたします。 

　１番目に、介護保険制度についてであります。 

　この介護保険については、介護保険認定制度

そのものについて、まずお尋ねいたします。 

　４月からの要介護認定制度の改定により、利

用者が必要な介護を受けられない制度にされた

ため、全国的に大きな問題となっており、その

実態を明らかにし、見直しを求めるものであり

ます。 

　新認定制度の問題点は、まず、１番目に、新

認定制度に基づき、４月以降再認定された利用

者のうち、約３分の１がこれまでの介護度より

も軽度にされたとの報告など、全国的に症状が

同一であるのに、認定基準を変えたことによっ

て、軽度に認定しているようであります。 

　宿毛市でも、利用者の声を聞く限り、全国と

同一傾向と思われますが、実態をお尋ねします。 

　２番目に、新認定制度に対する批判がわき上

がる中で、厚生労働省は、経過措置として、利

用者が求めれば３月まで認めていた介護度を継

続するということにしました。 

　このことは、宿毛市民の利用者に徹底してい

るか。また、経過措置がなくなった場合どうな

るのか。 



－ 98 －

　この経過措置がない場合には、どういう介護

度になるのか、このことを本人に知らせている

かどうかもお聞きします。 

　３番目に、経過措置が適用されない新規の介

護申請者は、新基準によって低い介護度しか認

定されないなど、不利益が生じております。 

　問題点の多い新認定制度は中止し、高齢者の

生活実態が反映される調査項目にするなど、必

要な人が介護保険を利用できる内容に見直すよ

う、市長として取り組むべきではないか、お伺

いします。 

　次に、だれもが安心して利用でき、安心して

介護労働に従事できるようにするため、介護保

険法第１条の目的が達成できる介護行政を求め

るものであります。 

　介護保険法は、尊厳を保持し、その有する能

力に応じ、自立した日常生活を営むことができ

るよう、必要な保健医療サービス、及び福祉サ

ービスを行うとなっておりますが、現状は、そ

の目的に遠く及ばないため、次の５つの点を改

善する必要があります。 

　まず、１番目に、保険料や利用料を減免して、

経済的理由で介護が受けられない人をなくすべ

きであります。特に、低所得者にとっては、認

定を受けても１割の自己負担額を払うことがで

きないため、必要な介護が受けられないという

状況になっており、低所得者は自己負担を大き

く減免する必要があります。 

　２番目、介護取り上げ、保険あって介護なし

といわれる状態になっておりますが、こういう

状態を改善するようにしていただきたい。 

　３番目に、大幅な賃金引き上げなど、介護労

働従事者の労働条件改善で、人材不足を解消し、

雇用の創出を図るようにしていただきたい。 

　４番目に、介護保険における国民の負担が重

いのは、介護施策費の５０パーセントであった

国庫負担割合を、介護保険制度の導入時に２５

パーセントに引き下げたことによるものであり

ます。 

　市民負担を軽減するためには、国の負担割合

をもとの５０パーセントに戻すべきであります。 

　５番目に、政府は現在、１３万床ある介護療

養病床をすべて廃止しようとしております。今

後、さらに高齢化社会が進行する中であり、介

護療養病床は、今後も維持し、患者が人間らし

くできるようにすること。 

　この、以上の５点について、市長の考えをお

尋ねします。 

　通告の２番目です。 

　政府の経済危機対策への対応について、お尋

ねします。 

　政府は、前年度補正予算及び本年度予算で、

経済危機対策を組み、今年度補正でも約１５兆

円の予算を組みました。多額の赤字国債を乱発

した総選挙目当てのばらまき予算との批判も多

い中、５月２９日に強行成立させました。 

　この中には、東京で１メートル、約１億円、

総額１兆８，０００億円もの巨額な費用をつぎ

込む外郭環状道路など、ゼネコンや大企業の要

望にこたえたむだな予算も含まれており、大き

な問題があります。 

　しかし、既に予算は決定され、地方自治体に

対しても予算を使うための事業を組むよう、求

められているのが現状であります。 

　宿毛市としても、事業を実施する上では、市

民生活が潤う生活密着型の事業を計画する必要

があります。 

　特に、市民からの要望が多い中小業者を支援

する政策について、お尋ねします。 

　１番目に、市民の生活や環境改善など、中小

企業の仕事確保、雇用の拡大にも直結する事業

を進める必要があります。 

　学校、その他公共施設の修繕、個人住宅のリ

フォームへの補助などは、地元木材の消費拡大
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にもつながります。 

　また、２０１１年６月までに設置が義務づけ

られている個人住宅への火災報知機の設置補助

を予算化した自治体もあります。 

　宿毛市でも、実施することはできないかどう

か、御検討をお願いしたい。 

　２番目に、公共工事の地元業者への発注につ

いて、どのように考えておられるか、お伺いし

ます。 

　先ほど、中川議員の質問に対しても回答があ

りましたが、私は私なりの観点でお伺いします。 

　公費の使い方については、最小の経費で最大

の効果をあげるのが原則といわれますが、地元

市民の暮らしが豊かになって、市の支出が減り、

税金など、市の収入がふえるようにすることも

大切かと思われます。 

　こうしたことから、中小業者の要望にこたえ

て、地元業者への発注を拡大すべきではないか。

特に多くの自治体が導入している小規模工事希

望者登録制度を創設する考えがないか、お尋ね

します。 

　地元業者からは、工事の発注を可能な限り分

離分散発注してほしいとの強い要望があります。 

　先ほども、ご答弁はいただきましたが、この

ことに対して、市の考えを再度お尋ねします。 

　特に、これまで業者の方からいろいろご要望

があったようですが、余り分離分割発注方式に

なってなかったというふうに聞いてもいるわけ

です。どうしてそういうふうにできなかったの

か、また、今後、どうしていくのかお聞きしま

す。 

　この項での２つ目として、定額給付金につい

てお尋ねします。 

　今、定額給付金の支払いが実施されておりま

すが、これこそかつてない愚策と酷評されてお

ります。 

　資本主義社会における税金の役割は、富の再

配分ともいえるものであって、高収入者から徴

税し、教育や社会保障、あるいは社会資本の充

実など、社会の共通費用に使うことになってい

ます。 

　ところが、政府が実施した定額給付金は、

月々４万円程度の年金で細々と暮らしている人

も、月収３００万円の人も、同一額をばらまき

するものであります。 

　高所得者にばらまく財源があるのなら、後期

高齢者医療制度による高齢者への負担増や、障

害者自立支援法をつくって、障害者への負担を

ふやした政策を取りやめ、社会的弱者の暮らし

を支援するべきでありました。 

　定額給付金も、貧しい人々はすぐ消費するか

もしれませんが、高収入で日常的に満たされて

いる人から見れば、１万円や２万円の給付をし

ても、特別な消費が期待できるものではないと

考えます。 

　このように、定額給付金の問題は多々ありま

すが、その中でも支払いを世帯主にしているた

め、家庭内暴力により世帯主から逃れて生活し

ている配偶者、子どもが給付を受けられない事

態が発生しております。 

　被害を受けている人の給付金まで加害者に支

払い、本来、受け取るべき被害者には支払われ

ないため、社会的問題となりました。 

　多くの自治体が、自治体の財源でドメスティ

ックバイオレンス、俗にＤＶですが、これの被

害で避難している家族にも、定額給付金と同額

の支給を始めました。 

　政府も、これに必要な財源を別枠で自治体に

交付することになったと聞いております。 

　宿毛市としては、どのようにしてＤＶ被害者

に対して給付するのか、ＤＶ被害者からの給付

要請の件数についてもお示し願いたい。 

　通告の３番目に入ります。 

　宿毛湾の軍事利用をさせない施策についてで
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あります。 

　まず、アメリカ軍艦船による宿毛湾の軍事利

用についてお尋ねします。 

　１番目に、２００６年と２００８年に続いて、

今年の２月末には３度目の入港を打診してきた

との報道がありました。 

　今度、入港しようとしていたのは、キッドと

いう船名のイージス駆逐艦で、核弾頭が装着で

きるトマホークを搭載したミサイル駆逐艦だと

いうことであります。 

　幸いにも、防波堤の工事中を理由に断ったよ

うであります。 

　この３度目の入港目的は何だったのか。宿毛

入港を断られたイージス艦は、どこの港へ行っ

たのか、お聞きします。 

　市長は、これまでの議会で、基地化には進ま

ないとか、宿毛湾は軍事利用をさせないなどと

答弁し、迫り来る宿毛湾軍事利用拡大の市民不

安を払拭しようとしているのではないか。アメ

リカ軍のラッセル入港後、わずか２年目にオカ

ーンが入港、そして１年を待たずしてキッドが

入港したがっていた。 

　たびたびの入港訓練と調査で、宿毛湾がアメ

リカ軍の軍事的目的に沿った好条件を備えてい

ることを把握したと見られます。 

　このように、いよいよ米軍は本格的な宿毛湾

の軍事利用に踏み込んできつつあるといえます。 

　これまで、宿毛市に委譲していた宿毛湾港の

管理権限を、高知県は２月県議会の条例改正で、

県の直接管理としました。 

　宿毛市長の権限はなくなりましたが、今後も

宿毛湾港を漁港商港として守るためにも、知事

に対して、軍艦の入港など、軍事利用を拡大し

ないよう申し入れるべきではないか、お尋ねし

ます。 

　２番目に、在日米軍基地周辺はもとより、米

兵は日本各地で日本の民間人に対して重大な凶

悪犯罪を多発させていることはご承知のとおり

であります。 

　これまで、２度の宿毛市上陸では、規律を引

き締めたのか、幸い、重大な犯罪は発生せず、

安堵したことでした。 

　しかし、入港が常態化し、規律がゆるめば、

重大犯罪を起こす可能性は、全国のこれまでの

傾向で明らかであります。こうした米兵の犯罪

から市民を守る最大の対策は、米兵を宿毛市へ

上陸させないことであります。 

　もし、上陸させる場合でも、宿毛市民が危害

に遭わないようにするためには、どのような対

策をとるのか、お尋ねします。 

　３番目に、今回の新型インフルエンザ対策で

も、政府は海外から入国する場合の検疫体制の

強化をしていました。ところが、米兵について

は、日本政府として、検疫や税関のような厳し

い密輸のチェック対策をとっていないと聞きま

す。 

　宿毛市民を米軍が持ち込む可能性のある病気

や麻薬密輸の危険からどう守るのか、お示し願

いたい。 

　次に、軍事演習等の被害から、漁業者の操業

と、沿岸海域の安全を守る対策について、お尋

ねします。 

　その１番目に、足摺岬沖約７０キロメートル

の海上に、米軍軍事演習水域、いわゆるリマ海

域が設定されています。面積は、高知県の約９

０パーセントに当たる６，２５５平方キロメー

トルであり、米軍が月曜から金曜まで、常時、

砲撃練習、訓練などを行っているということで

あります。 

　この水域は、マグロやカツオの好漁場とも言

われております。 

　日本共産党の国会議員だった、故山原健二郎

氏が、国会でこれの撤去を求めたのを初め、高

知県議会でも撤去を求める決議がされておりま
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す。 

　米軍再編の中で、四国西南地域一体が、軍事

的要所にされつつある今こそ、リマ海域を撤去

させ、漁民が安心して操業できるようにする必

要がありますが、このことについて、市長のお

考えをお尋ねします。 

　また、このリマ海域設定によって、漁業被害

をこうむっている漁民や漁協に対して、補償金

や見舞金が支払われると聞きますが、その内容

についてお示し願いたい。 

　２番目に、リマ海域とは別に、宿毛湾沖と足

摺岬沖、並びに黒潮町沖の３カ所に、自衛隊の

訓練海域が新たに設定されています。 

　また、宿毛湾沖と豊後水道南口には、巡視船

の射撃訓練海域が設定されております。 

　私は、こうした危険な訓練海域の設定が、県

民や宿毛市民、あるいは漁業関係者等に知らさ

れていないのではないかと危惧しているところ

です。 

　このことから、訓練海域が設定された経緯と、

漁業者等への周知、安全対策がどうなっている

のかについてお尋ねします。 

　次に、米軍機の離着陸訓練施設について、宿

毛市としてどのように把握しているのかお尋ね

します。 

　１番目に、政府は、米軍艦載機の駐機場所を

岩国基地に移転することを決めています。 

　これは、米軍がこれからの戦争を、アジアと

中東にシフトした米軍再編の一環であります。

これによって、岩国は極東最大の軍事基地にな

るといわれています。 

　この米軍艦載機は、軍事上、絶えず訓練をす

る必要があり、その訓練施設を岩国から直線で

１８０キロメートル以内に設置するよう、日本

政府に求めています。 

　宿毛市に、この訓練施設の誘致をしようとす

る動きがあることが、昨年５月に報道され、こ

の議会でも賛否双方の立場から議論されながら、

１年を迎えました。 

　市長も、さまざまな課題を把握することが重

要であると答弁しています。 

　この施設をつくることによって、市民生活に

どんなメリットとデメリットがあるのかも含め、

この１年間の宿毛市行政が把握した内容につい

て、お尋ねします。 

　２番目に、この離着陸訓練施設は、各地で騒

音公害などにより、住民からの訴訟も起きてい

ます。この施設の誘致の第一候補と考えられて

いる藻津や宇須々木など、市内西部地域の皆さ

んは、大変心配されております。 

　こうして公式議論になった以上、このタッチ

アンドゴーという施設がどんなものであるのか、

市民に知らせるのも行政の役割ではないかと考

え、市長の所見をお伺いします。 

　３番目に、一部にタッチアンドゴー施設の誘

致によって、その施設が民間空港としても使え

る、いわゆる軍民共用施設論がありますが、建

設のときには、民間も使えるような説明であっ

た空港が、実際、空港をつくってしまうと、事

実上民間航空機にはほとんど使わせないと聞き

ます。 

　他県での軍民共用空港の実態を把握しててい

るかどうか、お尋ねいたしまして、１回目の質

問を終わります。 

○議長（寺田公一君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、浅木議員の一般

質問にお答えをいたします。 

　まず、介護保険でございます。 

　担当の方からの方が、本当はいいような質問

でございましたけれども、あえて私の方で答え

させていただきます。 

　順番に従って、質問に対するお答えをさせて

いただきます。 

　まず、新認定制度による宿毛市での判定結果
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についてのご質問がございました。 

　平成２１年４月１日から５月３１日までの更

新認定申請件数は、１２８件ございました。そ

のうち、６月４日までの認定更新審査終了件数

が８７件でございます。 

　８７件のうち、更新前の要介護度より軽度に

判定されたものが１９件、更新前より重度に判

定されたものが２０件、変更のなかったものが

４８件ございます。 

　経過措置を実施したものは、更新前の要介護

度より軽度に認定された１９件のうち、１３件。

重度となった２０件のうち、３件が選択し、実

施をしています。 

　次に、経過措置について、利用者に徹底をし

ているかというご質問でございますが、更新認

定申請時、または更新認定調査時に経過措置に

ついて、利用者お一人お一人に懇切丁寧に説明

をしております。 

　また、更新認定申請者へは、県の最終的な要

介護度等結果を通知すべきであるとの指導によ

りまして、最終的な要介護度等の結果を通知を

しています。 

　次に、新認定調査項目の見直しの必要性につ

いてでございます。 

　現在の状況では、今回の見直しが介護保険利

用者の立場に立ったものでないのか、適切な認

定が実施されているか否かにつきましては、手

元にまだ検討材料が乏しくて、まだはっきりわ

からないのが実情でございます。 

　しかしながら、今後、厚生労働省、そして高

知県におきまして、経過措置についての検証を

行っていく中で、保険者として要介護認定の公

平性とか、透明性の観点から、見直しが必要と

判断した場合には、迅速な見直しを要望してま

いりたいと、このように考えております。 

　２つ目のご質問でございますが、介護保険法

第１条の目的が達成できるような事業運営につ

いてということで、お答えを申し上げます。 

　まず、その１つに、介護保険料の減免及び徴

収猶予制度についてでございます。 

　第１号被保険者またはその属する世帯の生計

を支える方が、震災、風水害、火災等により被

災された場合や、生計を支える方の死亡等の場

合に、保険料の納付が困難となった場合、宿毛

市介護保険条例及び介護保険条例施行規則に基

づきまして、介護保険料を減免、または徴収猶

予することができます。 

　このほか、本市が助成する利用者負担の軽減

措置としましては、利用者負担額の軽減措置や、

社会福祉法人等による生計困難者に対する利用

者負担額軽減制度等がありますので、これらの

制度により、支援してまいりたいと、このよう

に考えてます。 

　２つ目でございますが、認定審査会での自由

な判定が阻害されているのではないかという趣

旨での質問でございます。 

　認定審査会は、審査対象者の基本調査項目に

よる一次判定結果について、特記事項や主治医

意見書の内容と比較検討しまして、適正な審査

判定を行うために開かれるものでございます。 

　介護認定は、全国統一の方法により行われ、

認定のばらつきがないようにすることが求めら

れる、これは当然のことでございます。 

　そのため、外部の専門知識を有した方が委員

となっておりまして、年に数回、幡多管内の認

定審査会委員との合同研修会により、意見や認

定方法の統一を図る研修が行われています。 

　認定内容の平準化を求める指導はございます

が、審査会による２次判定について、厚生労働

省が要介護度等を引き上げることのないように

というふうな指導は受けておりませんし、本市

から認定審査会に対しての指導も行ってはおり

ません。 

　次に、介護従事者の労働条件改善による雇用
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の創出に対する質問でございます。 

　国の追加経済対策であります介護分野におけ

る雇用の創出、人材養成を目的とする事業につ

いてご説明を申し上げます。 

　まず、最初に、介護職員処遇改善交付金につ

いてでございます。 

　これは、平成２１年４月から、介護報酬の３

パーセント増の改定によりまして、介護職員の

処遇改善を図ったところでございますが、他の

業種との賃金格差をさらに縮めるため、介護従

事者の申請に基づき、介護報酬とは別に交付す

るもので、平成２１年１０月サービス分から実

施を予定をし、平成２３年度までの期間、常勤

換算における介護職員一人当たりに換算すると、

月額１万５，０００円の賃金アップに相当する

額が支給される制度が創設されました。 

　これらの制度によりまして、介護職員の雇用

の創出が図られるのではないかと考えておりま

す。 

　次に、介護保険事業の国庫負担について、ご

説明を申し上げます。 

　介護保険制度は、平成１２年４月のスタート

から、公費部分については、現在の負担割合で

運営されています。 

　この１０年弱の間に、高齢化が進みまして、

また施設も充実されてきたことから、給付費は

平成１２年度と比べまして２倍近いものとなっ

ております。 

　そのため、保険料が上昇し、市民の皆様にも

相応の保険料を負担していただいています。 

　しかし、被保険者の負担を少なくした介護保

険サービスを受けることができる体制を目指す

ことは重要でございますが、現在は互助として、

お互いに助ける互助としての保険制度として運

営しておりまして、相応の費用負担は必要であ

ると考えております。 

　介護保険制度は、高齢者の生活に密着した社

会保障制度でございます。今後も、高齢化がま

すます進む中で、この制度を持続可能なものと

していかなければならないと考えております。 

　適正な介護保険運営を心がけてはおりますが、

本市としての負担も増大の一途をたどっている

状況でございまして、今後の介護保険財政の状

況を見ながら、必要と判断すれば、国等に要望

することも考えてまいります。 

　最後に、介護療養病床の転換につきまして、

お答えを申し上げます。 

　介護療養の転換につきましては、平成２３年

度末までに実施予定でございます。厚生労働省

は、医療対応型の老人保健施設への転換を想定

しておりますが、医療機関としては、経営的な

問題等によりまして、転換が進んでいない状況

にあります。 

　本市としましては、介護療養病床が必要でな

いと考えているわけではございませんで、その

方の状態にあった施設に入所できることが最善

というふうに考えております。 

　行き場のない入院患者を出さないように、ま

た介護療養病床に入院されている方は、医療行

為が必要な方でございます。その方々の状態に

ふさわしい施設に入所できるように、医療機関

の意向をできるだけ尊重した上で、圏域内や、

圏域間の施設の状況も勘案しながら、サービス

を提供できる施設への計画的な転換を促進して

いかなきゃならないというふうに考えておりま

す。 

　次に、政府の経済危機対策への対応でござい

ます。 

　まず、最初に、地元発注業者、地元業者発注

についての小規模工事業者登録制度を創設する

考えはないかというご質問でございますが、こ

の工事業者の登録につきましては、非常に手続

等、いろんな資料を出していかなきゃいけない、

出していただかなきゃいけないような、今のと
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ころ、制度の形になってます。 

　といったことで、書類等、大変なこともござ

います。小規模工事業者の皆さんも意見を聞い

た上で、どのような形での登録にしていくかと

か、そういったことについて、意見も聞いた上

で、対処していきたいと思います。 

　それから、工事発注は、可能な限り、分離発

注をということでございます。中川議員の質問

にもお答えしたとおりでございますが、いろい

ろな施工性等を考慮しながら、今は積極的に、

その分割発注は行っているところでございます。 

　分離発注につきましても、先ほど申しました

とおり、設計業者と協議しまして、総合的な判

断を指名選定委員会でしていって決めたいと、

このように考えております。 

　それから、分離発注することが今までなかっ

たというふうなことでございます。分離発注を

するような工事がなかったわけでございます。

そういう発注をするような大きな工事が、私の

市長に就任してから、はっきり言ってありませ

んでした。これは申し上げておきます。 

　今、今度、小筑紫小学校の件で、恐らく建築

の部分での分離発注をめどにしているのではな

いかなというふうに思われます。 

　ただ、今言いましたように、小筑紫小学校の

ような大きな建物を、今まで、私になってから

やったことはございませんで、分離発注も、だ

からなかったということでございますので、何

でしなかったんじゃなくて、そういう工事がな

かったということでございますので、ご理解を

願いたいと思います。 

　それから、個人住宅への支援策としての火災

報知機設置に対してということで、補助とかが

できないかとかいう話もございました。 

　小中学校とか、消防署など、公共施設の改築

等を優先すべきと考えておりますので、現在の

ところ、個人住宅への支援というのは、考えて

おりませんので、ご容赦願いたいと思います。 

　次に、定額給付金の件でございます。 

　先ほど、ほかの自治体が、ドメスティックバ

イオレンス、家庭内暴力によって別居を強いら

れている配偶者に対して、定額給付費の相当額

を独自に支給する自治体があるというふうなこ

とは、私も承知しております。 

　ただ、政府もそれに対して補てんするという

話は、浅木議員からおっしゃられましたけど、

私の方の耳には、そういうことはまだ入ってお

りません。 

　ただ、この定額給付金について、本市はどう

するのかということでございますけれども、こ

のドメスティックバイオレンス被害による定額

給付金を別にしてほしいという申し出が、実は、

宿毛市の方には、まだ全然ございません。 

　そういった関係で、申し出にないものについ

てどうするかということは、なかなか、これで

きない。申し出がないにこしたことはないし、

ドメスティックバイオレンスの被害があるのを、

あったということは聞いておるんですが、ここ

から、まだその人から、別にしてくれという話

は、まだ来ておりません。ということでござい

ます。 

　それから、次に、宿毛湾の軍事利用させない

施策についてということで、るるお話がありま

した。 

　これは、非常にやっぱり、国の問題にかかわ

るものばっかりで、私の方の判断がつかないも

のが非常に多いんじゃないかなというふうに感

じられます。 

　１つずつお答えをさせていただきたいと思い

ますが。 

　まず、１点目の本年の１月末のイージス艦の

入港打診です。これも私、艦名も今まで知りま

せんでした。今、初めて聞いたわけでございま

すが。１月３０日に海上保安署から、宿毛海上
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保安署から、２月２７から３月３日までの間、

宿毛湾にイージス艦の入港の打診があったとい

うふうな情報が入っております。 

　それで、これは、港湾管理者、高知県でござ

います。我々は、宿毛市は港湾管理者の権限と

いうか、事務を委任されてた、管理権限を委任

されてたいうところでございますので、権限が

前年度まであったということは、ちょっと形と

しては誤りでございますので。 

　ただ、前の知事が宿毛市長に権限があるとい

うふうに、新聞に大々的に出しております。た

だ、管理権限を、事務を我々は委任されてたわ

けですから、そこを間違えないようにしていた

だきたいと思います。 

　それで、その部分については、ほとんど、港

湾管理者である高知県に、４月以降返っており

ます。 

　これは、港湾管理者である高知県、これは幡

多事務所、幡多土木事務所にも、同日に宿毛海

上保安署から連絡があったというふうなことを

聞いております。 

　このときには、県の防波堤工事真っ盛りでご

ざいまして、ケーソンの据付作業をしていた関

係から、岸壁の使用が不可能というふうなこと

は聞きまして、２月２日に、宿毛海上保安署に

高知県港湾課、それから高知県幡多事務所、そ

して宿毛市の担当が出向きまして、正式に入港

不可能の旨を報告しているということでござい

ます。 

　それから、その後のイージス艦の他の港への

寄港であるとか、市としては全然把握をしてお

りません。ということで、ご容赦願いたいと思

います。 

　次に、宿毛湾港を軍事利用しないように、知

事に要望との質問でございます。 

　特に、軍事利用されるわけがないというふう

に、私は思っております。宿毛湾港は、港湾法

に基づく重要港湾でございます。港湾法に基づ

いた利用がなされ、軍事利用がなされることは

ないというふうに考えております。 

　それから、米軍の犯罪に巻き込まれないよう

な対策ということで、私は、米軍人がすべて犯

罪者ということは全然思っておりませんし、１

人の人間として、やっぱり扱うべきであるとい

うふうに思っております。 

　ただ、地域住民の安全を守るには、これは高

知県警に、犯罪があるなら要請をしなきゃいけ

ない。犯罪が予測されるならですね。 

　米兵が犯罪を犯すんじゃなくて、いろいろな

人が犯罪を、乗じて犯すかもしれません。一応、

混乱が生じるということでありましたら、これ

は高知県警に治安の維持をしていただかなきゃ

いけないかなというふうなことは、していくべ

きだというふうに思っております。 

　それから、検疫等の入国手続の質問ですが、

これも、国と国との間で、どのような取り決め

があって、どのような手続がとられているのか、

ちょっと私の方では把握をしておりません。外

交レベルの問題であろうと思いますので、ご了

解願いたいと思います。 

　それから、次に、リマ海域の漁業補償の件で

ございます。このリマ海域の漁業補償について

も、宿毛市、全然ノータッチでございまして、

だれからだれに、何で、金額は幾らということ

を、すべて宿毛市、一切、通知も相談も情報も

ございませんので、答えようがないということ

でございます。調べて、聞いて調べることはで

きますが。 

　それから、指定等につきましても、公海上の

ことでございまして、宿毛市への指定解除しろ

といったような要望も来ておりませんで、解除

についての関与はないということでございます。 

　それから、自衛隊の訓練につきましても、何

の通知も市にはないので、答えようがないとい
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うことでございますので、ご了解願いたいと思

います。 

　それから、もう１つあったと思いますが、い

わゆる米軍の離着陸施設、いわゆるタッチアン

ドゴーの関係で、平成２０年の２回目の定例会

で答弁をさせていただいておりますが、民間か

らそれ以降、民間の方々とか、何も言ってきて

いないというのが事実でございまして、特に、

あの時もたしか、民間等から調査以来があれば、

それは調査してまいりますということを答えさ

せていただいたと思いますが、特に何も言って

きてませんので、特段の調査というものはして

おりません。 

　ということでございます。空港の軍民共用の

施設の建設につきましても、同様でございます。 

　以上でございます。 

○議長（寺田公一君）　５番浅木　敏君。 

○５番（浅木　敏君）　５番、再質問をいたし

ます。 

　今、市長の方からご答弁いただきましたが、

まず、１番目の介護保険についてですが、これ、

特に新認定基準の問題について、宿毛の場合は、

これまでより軽度にしたのは、８７件中１９件

だったということですが、これは全国的平均よ

りは少ないかなという感じはしますが、それで

も１９件は軽度に変更されたということです。 

　特に、私が指摘したいのは、今度のこういう

変更について、厚生省の方で国庫負担を削減す

るために、介護保険制度の認定を引き下げると

いうふうなことをやったという内部文書が明ら

かになっているわけでございます。 

　この厚生省の内部文書によると、保険料は今、

年金から天引きしておりますわね。こうしなが

ら、一方では、介護サービスを切り捨てて、国

庫負担の削減を図るという面で、利用者の約４

割を占めている介護１、要支援１と２、これを

排除するというようなことも明記してあるわけ

です。 

　これによって、３，３００億円の国庫負担を

削減すると。これ、介護費ベースでいくと、１

兆円といわれます。 

　それと、制度見直しによる給付の削減、これ

につきましても、利用料を１割から２割に上げ

ようかというような準備もしていたようであり

ます。 

　利用者負担の引き上げをしていくということ

ですね。それとともに、利用している福祉用具、

こういったものの見直し、いわゆる取り上げを

していくと。 

　今、介護者が申請すれば、手すり、それから

歩行器、歩行補助用の杖、こういったものを支

給の対象になってますが、こういったものを支

給しないようにする。 

　それとまた、要介護認定の見直し、要介護１

と要支援の判定を、コンピューターにして、約

７割を要支援にしてしまう。要支援２にしてし

まうということです。 

　それとまた、運用による給付削減という面で

は、認定調書状況を厳しくチェックすると。そ

れで、ケアプラン、こういったものの点検、こ

ういったものを強力にやることによって、国庫

負担を１０４億円減らす。 

　先ほど、市長からお話もありました認定適正

化専門員を市町村に派遣し、介護認定審査会へ

技術的助言を行う。これによって、４５億円削

減する。 

　このように、これも単に市長がお話ありまし

たように、全国均一化ということではなしに、

４５億円減らすために、介護認定審査会に対し

て、私から見れば、圧力をかけている。 

　今までやったら、第１次判定で出てきたもの

を、介護審査会が１ランクないしは２ランク引

き上げる場合も、その人を見て、資料を分析し

て、そういうふうにしていたわけでございます
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が、今度、こういう専門員を配置して技術的助

言などと言いながら圧力をかける、このことに

よって、介護審査会がなかなか１ランク、２ラ

ンクを重度に変更するということは困難になっ

てきているという状況でございます。 

　こういうふうな状況によりまして、介護保険

については、今、受けている人、必要な人を排

除していく、このことによって、国庫負担を削

減する、こういうねらいを明記した文書が、国

会でも明らかになって、大問題になったわけで

すが、厚生省の考え方これ自体がこういうこと

であると。だから、厚生省が言うとおりやって

いったら、宿毛の介護されないかん人は守れな

いという面があるわけです。 

　それで、しかし、上から決められてきたこと

は、市町村でやらなしょうがないと、市長も言

いますが、やはりこういうものを、変えさすよ

うに、市から突き上げていく、話していく、こ

のことも大事じゃないかと思います。 

　そういった面で、この認定適正化専門員の干

渉を排除して、コンピューターによる１次判定

を、これまでのとおり２次判定できちっと是正

できるよう、認定審査会の役割と、独立性を維

持するようにしてもらいたいと。 

　もう１つ、認定を受けよる人から聞くわけで

ございますが、介護認定申請者の症状を調査す

るとき、それぞれ調査項目が７０何項目あるよ

うですが、それによって調査して、資料をつく

るわけですが、このときに、本人だけおるとき

に来て調査すると、極めて軽度になるという傾

向があるということでございます。 

　介護される人は、それもできます、それもで

きますということを安易に言いますが、実際、

介護している人がそばにおれば、ふだんはでき

てないじゃないですかと、いうようなことにな

ってくるというふうに聞いているわけでござい

ます。 

　こういった面で、調査をするときには、介護

申請者、いわゆる利用者ひとりに聞くのではな

しに、家族ないしはふだん介護している人です

ね、こういった人がおるときにするようにして

もらいたい。この部分については、宿毛がどう

なっているかについては、実務を担当している

課長の方からご答弁願ったらと、私は思うわけ

でございます。 

　２番目の政府の経済危機対策についてでござ

います。 

　これにつきましては、市長からもご答弁いた

だきましたが、分離分割発注につきましては、

市長のお話からもわかるわけでございます。確

かに市長になってから、それは大きなものはな

かったということはありますが、市長が就任す

る前のことだと思います。それと、今後発注さ

れる分ですね、それについて、分離分割、こう

いうふうにやっていただきたいという要望でご

ざいますので。 

　中川議員の答弁にもありましたように、市長

もそういう方向で考えるということでございま

すので、私はぜひそういう方向でやっていただ

きたい、このように思います。 

　それと、小規模工事希望者登録制度ですね。

これについては、なかなか手続がややこしいき

に、相談してみるということですが、この登録

制度の目的につきましては、ご承知のように、

小規模工事を、競争資格のない未登録業者に自

治体が発注し、小規模な建設工事や、修繕の受

注機会の確保と拡大をすることによって、地域

経済の活性化を図る。このように、市内業者の

受注拡大、これが主たる目的だということです。 

　そして、実施の状況については、今年４月現

在で４１１自治体で実施していると。市町村の

約２３パーセントが実施しているということで

ございます。 

　特に、埼玉県下などでは、７０自治体中６７
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自治体が実施しているということです。 

　リフォーム助成等につきましても、埼玉では

１億３，０００万円。それから、これが波及す

る効果については、総工事高で約２３億２，０

００万円というふうにも聞いているわけです。 

　このように、地元の中小業者に対して、ぜひ

ともこういう制度をつくって、今後の宿毛の小

さな事業を発注するために、業者とも話し合う

ということでございますが、先ほどお話のあり

ました手続が複雑だからということを先に置く

のではなしに、業者がどのようにしたら仕事が

できるのかという面で、手続はややこしくても、

やはり業者に仕事がいくようにしていただきた

い、このように求めます。 

　３番目に、宿毛湾の軍事利用についてですが、

これにつきましては、市長の今の答弁では、全

く市の方へは知らされてない。どこへ行ったか

もわからないということでございます。 

　これについては、船の名前は、キッドいうこ

とはご存じだったと思いますが、どこへ行った

か言えというても、市長、追っかけるわけじゃ

ないということでございますが。それほど、宿

毛へどうしても寄らないかんということではな

かったかもわからんですね、そういうことにな

るとね。 

　やはり、宿毛へ、できるだけ宿毛へ行って、

宿毛がどういうふうに軍事的に使えるのか、一

生懸命調査しようということで、今回、８カ月

目にまた来るようにしたと。恐らく堤防ができ

上がったら、すぐにまた訓練調査に入ってきた

がる、こういうふうに考えるわけでございます。 

　これは石破国防大臣初め、政府の幹部が、や

はり宿毛は一番使いやすい港ということで太鼓

判を押しているように、アメリカ軍に対しても、

リマ海域の関係で、宿毛を常時使える港、こう

いうものにしていく。軍事的に利用していく。 

　先ほど、市長は軍事的に利用はさせないと言

いましたが、私は、既に宿毛湾は軍事的に利用

されていると。これは練習、訓練という名前で

調査に入って、実態を把握していると。もう既

に、これは軍事利用に踏み込んでいるというふ

うに考えるべきではないかと思います。 

　先般、岩国の人も来て話しておりましたが、

やはりこういう最初のうちに食いとめないと、

政府が本格的にアメリカ軍とともに入ってくる

ようになってきたら、一市長ではなかなかとめ

られないということでございます。 

　そういった面から、早いうちにそういう対策

が必要だということでございます。 

　それと、こういった面で、今後とも宿毛湾へ

入らさない、宿毛湾を軍事的に利用させないよ

うな対策、それは必要だと思います。 

　市長は、平和は大事だと言いますが、やはり

いろんな条件の中で、我々は国民の暮らし、戦

争のない暮らし、こういったものを維持してい

くことが大事だと思うわけです。そういう役割

は、一地方の市長にとっても、重要な仕事の１

つだと思うわけです。 

　そういった面で、平和を守る、そういった面

で積極的な役割を果たしていただきたい、この

ことについて、再度、お考えをお聞きします。 

　それと、リマ海域の問題につきまして、私も

十分、知っているわけではないですが、漁業補

償、こういった関係について、若干の資料を見

てみますと、県の方で国の助成も受けて補助を

やっていると。リマ海域の補償をやっていると。 

　その補助の目的は、リマ区域の設置、運用に

より、障害をこうむっている漁業者を、本事業

の助成範囲とし、高知県内の漁協全体の漁業者

との割合をもとに、補助対象事業費を決定する

ということで、施設整備事業費３億４，０００

万円、これは１６年度のようです。 

　それから、１７年度の補助金、こういったも

のについても、４，３００万、見舞金は１億円。
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１億数千万。それから、補償金についても、そ

れぞれ各関係漁協へ配っているというふうに聞

くわけです。 

　こういった実態があるということを、行政と

しても把握する必要があるのじゃないかと。 

　それと、宿毛湾海域が危険な状況になってき

ているということを把握してもらいたい。 

　特に、夜間に沖の島の姫島近くで火をつけて

漁をしていた漁船に向かって、自衛隊の船が直

進してきて、危なく衝突しかけたと漁業者から

の報告があります。 

　宿毛湾の周辺海域は、漁業、漁船が多く、こ

の中を軍艦が無法に走り回れば、千葉沖で自衛

隊のイージス艦「あたご」が衝突し、漁船を沈

没させたのと同じ事件が、宿毛湾周辺でも発生

する危険があるわけでございます。 

　こういった面から、この宿毛湾港ないし周辺

での軍事行動、こういったものを抑えていく、

減らしていく、こういうふうな取り組みが市と

して必要だと思います。 

　これについて、こういう漁民が実際に危険に

遭っているという現状認識を持って取り組んで

いただきたい。 

　それから、いわゆるタッチアンドゴーの問題

につきましては、これがタッチアンドゴー、こ

れにつきましては、艦載機が航空母艦に着陸す

るための訓練を、陸上で行うための施設であり

ます。戦闘機後部のフックにワイヤーをかけな

がら急上昇し、かけながら着艦する、そういう

訓練をするわけでございます。 

　これで引っかからないと、また加速して上げ

るということで、非常な爆音を発生するという

ことです。 

　これによる被害については、約１００デシベ

ルといわれます。これは、いわゆる列車が通る

時に、ガード下でおるような状態だということ

で、低空飛行によって胃と腸がむしり取られる

ような衝撃音になってくるというふうに聞いて

いるわけです。 

　これを夜の１０時、または１１時までやるわ

けですから、住民はたまりかねて、厚木でも訴

訟を起こすという問題になってきているわけで

ございます。 

　特に厚木周辺では、母親からこの衝撃音で、

私の赤ちゃんが殺されるというふうな訴えまで

あったということを、前にゴルフ接待で問題に

なりました守屋事務次官が語って、誌上で語っ

ておりますが、こういう代物でありますので、

これを宿毛のまちへ持ってくる、こういうふう

なことにはならんと。 

　こういうことの危険性を、市長は、こういう

騒音があるんだということを調査して、私は調

査する限りはこうだと。市長の方でも調査して、

これに対して、市民にも知らせていく。こうい

ことが必要だと思うわけです。 

　それとともに、こういう施設ができると、た

びたび墜落もする、そういう状況もあるわけで

す。もしこういう墜落という事件、事態になる

と、民家も巻き込まれるということになるわけ

です。 

　例えば、神奈川県内では、これまでに約６０

件の航空機の不時着、墜落事件、こういったも

のが起こっているというようなことも聞いてい

るわけです。 

　こういった状況の中で、ぜひ宿毛市へこうい

う施設を持ってこないような、市長の政治姿勢

によってですね、岩国の前市長は、これに対し

て明確に反対したわけです。市長はどっちにし

ようかというような、皆さんの考え方次第よと

いうような答弁も、そういうふうなニュアンス

の答弁も聞いたわけですが、やはりこういう問

題のある、市民に迷惑をかける施設については、

市長としての態度も明確にするべきじゃないか。 

　以上、再質問いたします。 
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○議長（寺田公一君）　暫時休憩いたします。 

午後　３時０４分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　３時２０分　再開 

○議長（寺田公一君）　休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、浅木議員の再質

問にお答えをいたします。 

　認定の話でございますが、るる、その厚生省

の文書をもとにしてお話をいただいたわけです

が、私ども、その厚生省の内部文書については

承知しないわけでございまして、認定をする

方々は、非常に、やはりまじめにやっていると

思います。 

　やっぱり決めを守りながら、示させた法律、

通達にのっとって、医師の方々とか、皆さんが

善良に認定審査をやっていると思います。それ

に基づいた結果であろうと、私自身は思ってお

ります。 

　決めを守って、善良にやっている人たちに対

して、ちょっと失礼かなというふうな文書内容

でございました。 

　これは、厚生省の内部文書ということですか

ら、我々にそんなものは示されているわけでも

ございません。また、国庫負担軽減のために軽

度にしたとかいう話もございますけれども、そ

れはちょっと違うんじゃないかな。 

　認定をする方にしては、その時々の症状に応

じて、きちんとした、平等な認定をしているん

じゃないかと、私は思っております。 

　ただ、軽度にした人もおれば、重度になった

方もおられます。だから、そういうものを考え

れば、私はまじめに審査をして、必死になって

やってくれてることに対して、失礼な文書内容

だというふうに考えます。 

　次に、小規模事業者の件でございます。 

　今でも小規模な発注については、小規模業者

さんにも発注をしているところでもございます。 

　それから、その中で、ちょっと浅木議員が再

質問の中でおっしゃいました、分離分割はその

方向でやっているというふうなことを、私は申

し上げておりません。分割発注は、今までもや

ってきております。ただ、分離発注につきまし

ては、設計業者とも協議をしまして、指名選定

委員会で総合的に判断してやっていただくと。

分離はしないよじゃなく、するでもない。やは

り、この指名選定委員会の中で、きちんと話し

合いをして、課題を解決して、それで分離にす

るのか、統一な発注にするのか、それを決めて

いただくのが指名選定委員会でやっていただく

ということでございますので、誤解のないよう

にしていただきたい。 

　それから、小規模業者の登録でございます。 

　これ、煩雑と言ったのは、書類を出すのが煩

雑だけであって、登録をしないということでは

ございません。小規模事業者の方々にお話を聞

いて、登録だけ、名前だけでもいたしますかと

いうことを、やっぱり確認をしたいわけです。 

　だから、小規模業者さんについては、今まで

の指名登録をするような書類はなしで、それで

メンバー表だけでも出しますかということを聞

きたいということでございますので、間違いの

ないようにしていただきたいと思います。 

　それから、アメリカ軍の話は、るる出ており

ますけれども、米軍の思いについて、私はわか

りません、はっきり言って。アメリカ軍は何を

言ったか、どういう発言をしたかも、私、承知

をしておりませんし、また、憶測でものは、こ

こでは言えませんので、だから、米軍関係につ

いては、そういう話はできませんし、軍事利用

とは、浅木さんの定義と私の定義は、軍事利用

は違うと思います。 

　私は、ドンパチをやりかねないのが軍事利用
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だと思っておりますけれども、浅木議員は、イ

ージス艦が入ってくること自体が軍事利用だと

おっしゃってます。 

　これは、やっぱり考え方の違いだろうと思い

ますけど、そういうことで、私自身は、港には

どんな船も入ってきます。紛争する以外には、

もう入っちゃいけないという、断る権限がない

んです。これは日本の港湾法でそういうふうに

決められておりますから、私自身はイージス艦

であろうと商船であろうと、これは宿毛湾港に

入れる可能性といいますか、そこで休憩で入ら

せてくれといった以上は、船に乗る方の思いを

すれば、やっぱり入ってきて、入らせてくれと

言えば、入って当然じゃないかなというふうな

ことは思ってます。 

　ただ、戦争をするために来るというふうな、

これはお断りでございます。これは、港湾法で

も、そういうものはだめですよということにな

っております。 

　だから、最初申しましたように、港湾法に基

づいた重要港湾でございますから、法に基づい

た形での処理がなされるのが、宿毛湾港の使い

方というふうに、私自身は思っております。 

　それから、タッチアンドゴーの話が、まだ出

ております。これは、去年の２回目の定例会で

も言いましたように、非常に騒音がありますと

いうことは、知事からも聞いておりますし、以

前、その前の防衛庁の方々も、非常な騒音だと

いうことは聞いております、ということは申し

上げております。 

　だから、民間の方々から、これを誘致するの

かしないのか、そういった要請があれば、調査

もしますというふうに答えたわけでございます。 

　すごい騒音ということは、私も去年の防災訓

練ですか、非常に騒音ということを体験をいた

しました。ああいうものはいらないんじゃない

かなというふうなことは、思いました。 

　タッチアンドゴーの概略を聞きましたら、１

２時間とか１５時間とかいう、そういう長い間、

すごい騒音がこの宿毛地域に発生するというこ

とでございますが、だから、宿毛市民の方は、

それには絶対耐えられないんじゃないかなとい

う思いは持っております。 

　以上でございます。 

○議長（寺田公一君）　保健介護課長。 

○保健介護課長（三本義男君）　保健介護課長、

５番、浅木議員の再質問にお答えいたします。 

　認定調査を行う際、家族や保護者がいないと

きに認定する、対象者が１人のときに認定調査

を行っていると聞いていると。宿毛市では、ど

のような調査を行っているかとの質問でござい

ますが、宿毛市におけます要介護認定のための

調査は、原則として本人、家族等の了解のもと、

予約により、日時、場所等を設定し、訪問して

おります。 

　その際、保健介護課担当職員や、宿毛市が委

託した事業所のケアマネジャーが、認定調査員

として基本調査項目、特記事項を本人及び家族、

もしくは保護者などの立ち会いのもと、症状や

体の状態、動作確認、また、ふだん、家族が行

っている介護の状況などについて、聞き取りに

よる調査を行っております。 

　その際、調査不十分であれば、担当するヘル

パー、ケアマネジャー等にも報告を求め、より

詳細の調査を行っています。 

　ご家族や保護者の同席が難しい場合や、比較

的要介護度が低い方の場合、これは認知症の症

状がなく、体の状態など、しっかり意見を言え

る方などについては、おひとりの状態で調査す

る場合もありますが、体の状況など、はっきり

言えない方については、後から家族の方や、利

用しているヘルパーやデイサービス、担当のケ

アマネジャーにその方の症状、体の状況などに

ついて確認しております。 
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　認定調査に当たって、調査員は被保険者やご

家族が、日常のあるがまま、状態を伝えられる

ような雰囲気づくりにも努力しております。 

　ご質問のような、適正な給付を妨げるような

調査は、今まで行っておりませんし、今後も公

平、公正な要介護認定に努めてまいります。 

　以上でございます。 

○議長（寺田公一君）　５番浅木　敏君。 

○５番（浅木　敏君）　５番、再質問をいたし

ます。 

　介護保険については、先ほど、厚生省の内部

文書でこういう考え方で厚生省は、今度の新認

定基準を出したということについてお話しまし

たところ、市長の方から、自分たちは認定され

る人の立場を考えて、しっかりやっていると。

こういうことがあること自体が問題だと、いう

ふうなことがあった。 

　この点においては、私と同じじゃないかと。

厚生省が裏で、こういうことをやりよったこと

自体に、私も大きな怒りもし、これをもとにし

て、市町村に押しつけているということについ

て、問題あるということで、これは先ほどの市

長の答弁で、私も了解します。 

　それから、介護課長からお話あった部分につ

きましては、家族がおるときに、また連絡も取

り合うてやって、本人の状態をきちっと把握す

るというふうに、これからもやっていくという

ことですので、引き続き、宿毛市でもそういう

心配をされる人がおりますので、おるときに来

てもらいたいというふうなお話もございました

ので、ここで取り上げさせていただきましたが、

そういう努力をしてくれるということでござい

ますので、それで了解といたします。 

　それから、定額給付金の問題につきましては、

私は定額給付金そのものにも反対やけど、やは

り不公平があってはいかんという面で、取り上

げたわけですのでね。 

　それで、市長お話ありましたように、宿毛で

はＤＶで避難しちゅうきに、ドメスティックバ

イオレンスで避難しちゅうきに、私にも給付し

てくれんかという話がないきにやってないとい

うお話でしたね。 

　もし、そういう、きょうのテレビも見ている

人もおるかもわかりません。被害に遭っている

かもわかりませんが、そういう人は、当然、住

民票も移さんずつ、夫、世帯主から身を隠して

いるという場合が多いですので。その場合に、

申請が来た場合には、受付するかどうかについ

て、再度お尋ねします。 

　きょうまでは来てなかったきに、対策してな

いという話はわかりましたが、もしそういう申

請があった場合、どうするかについてお聞きし

ます。 

　それから、もう１つ、今の軍事的な問題につ

いては、市長の、私はそら全体を政治姿勢とい

うことで聞いているわけで、この問題に対して、

非常に疑問を持って取り組んでいる市長と、そ

うでない市長、全国的に市長も考え方がいろい

ろありますのでね。 

　こういうことで、岩国の市長も選挙の結果、

ああいう、交代ということになったわけですの

で、それぞれの考え方で、市長というものは市

を運営しているわけですので、答えられないと

いう部分については、これ以上求めることはで

きないと。 

　なお、タッチアンドゴーについては、市長自

身も、自分自身としては、そういう認識を持っ

ているということでございますので、そのお話

については了解いたしました。 

　なお、市長がお話のありました中で、１点だ

けお聞きします。 

　昨年の防災訓練のときに、Ｆファントム攻撃

機、これが来た、騒音も大変だったということ

がお話ありました。これは、西の方の人、私も
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何人かから聞きました。タッタアンドゴーいう

たら、あれくらいやかましいんかいというお話

がありましたが、私は、あれの比ではないとい

うことで、話もしたわけです。 

　そのことはさておいて、防災訓練に何で爆撃

機を来ささないかんかったのか。もし市長が知

っとったら、教えてもらいたいと。だれが呼ん

だのか。ああいう爆撃機を防災訓練にＦファン

トム４型ですかね、ああいうのを来さすように

なったのはなぜなのか、わかっとったら教えて

もらいたい。 

　以上です。 

○議長（寺田公一君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、浅木議員の再々

質問にお答えをいたします。 

　定額給付金で、ドメスティックバイオレンス

に遭っているからという、来た場合どうするか

ということでございます。まだ来てないので、

その対応、考えておりません。 

　ただ、私は、だからその、夫の、元というか、

今の夫。戸籍上は今の夫ですね。その方が、全

部、奥さんの分も取る、手に入るというのは、

今の政府の方針でございます。 

　それを、じゃあ奥さんに行かないから、市の

お金を、じゃあ出すか。それもおかしな話じゃ

ないかなと、私自身は思っております。 

　だから、そのドメスティックバイオレンスが

どういうものであるかとか、そこら辺、やっぱ

り来てみてもらわないと、相談していただかな

いと、ちょっと対応が、いろんなケースがある

んじゃないかなと思うんですよね。 

　そういったところで、対応していかなきゃい

けない。 

　自治体というのは、横並びが好きですから、

あそこがやっているからこのとおりやらなきゃ

いけないんじゃないかとかいう話はあると思い

ます。ただ、そこが本当にきちんと、ほかの自

治体みたいに、１万２，０００円ですか、大人

１人。それを市の単独費を出してあげなきゃい

けないのかどうかの判断は、やっぱりお話、来

た時に聞かざるを得ないんじゃないかなという

ふうに思うんですね。 

　だから、仮定の話、ちょっとこう、答えづら

いかなというふうに思います。 

　まだその話、庁内でもいろいろ話し合ってお

りませんので、申しわけございませんが、こう

いう答え方をさせてもらいます。 

　それから、防災訓練に戦闘機が来たの、私、

ちょっと県の防災訓練でございまして、訓練計

画立てたのが県と国でございます。宿毛湾港を

使います。 

　それで、県内でいろんなところを使って、毎

年やっておりますので、その一環で、決まった

計画を、我々は受け入れただけでございますの

で、そこの辺のことは、後で聞いたときに、あ

れは被害状況がどうであるかというのを見に来

たような訓練だということは、チラッと聞きま

した。 

　事前に戦闘機が来るというとか、機種も私、

余り覚えてないんですけど、そういうことは承

知しておりませんでした。 

　以上でございます。 

○議長（寺田公一君）　５番浅木　敏君。 

○５番（浅木　敏君）　５番、先ほど、市長か

ら、ＤＶ対策の問題についてお話ありましたが、

これについては、政府がこういうふうに、世帯

主に払うと。こういう問題がある場合でも払う

ということを決めてしまったことにも、一番の

問題があると、私は思うわけです。 

　また、市長の言うように、既に世帯で、世帯

主が受け取ってしまっていると。また追加して

という考え方もあるかもわかりません。しかし、

困った人を救済するという立場で、他の市町村

はやっているということですので、これから、
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まだ議論してないということですので、これか

ら議論して、よその市でもそういうことをやっ

ている。弱者救済ということをやっているとい

うことを念頭に置いて、今後、また検討してい

ただきたいと、こういうことをお願いしまして、

このことについては、返答を求めません。 

　それから、先ほどのＦファントムにつきまし

ては、ファントム爆撃機につきましては、市長、

事前に聞いてなかったということでございます

ので、聞いてないものに尋ねても結果は出てき

ませんで、何しませんが、やはりこういう機会

を使うて、軍事的練習をしつつあるという、私

は、認識には立っているということです。 

　これについても、わかってないということで

すので、これ以上に質問は求めません。 

　以上で、私の質問は終わります。 

○議長（寺田公一君）　これにて、一般質問を

終結いたします。 

　日程第２「議案第１３号」を議題といたしま

す。 

　この際、提案理由の説明を求めます。 

　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、追加提案いたし

ました議案につき、提案理由の説明をいたしま

す。 

　議案第１３号は、宿毛市一般職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例でございます。 

　内容につきましては、宿毛市立沖の島へき地

診療所に勤務する医師の平成２１年６月に支給

する勤勉手当の支給率を、一般職員の支給率１

００分の６７．５とは区別しまして、１００分

の７０に改定するものでございます。 

　去る平成２１年第２回宿毛市議会臨時会にお

きまして、一般職員の平成２１年６月に支給す

る勤勉手当の支給率を、１００分の７２．５か

ら１００分の６７．５に減率改定したところで

ございますが、医師の給与は、県職員の給与水

準に合わせる措置をとっておりまして、このた

び、県職員の期末勤勉手当の支給率が確定しま

したので、県職員との乖離が生じた勤勉手当の

みを改定しようとするものでございます。 

　よろしくご審議の上、適切なご決定をいただ

きますよう、お願い申し上げます。 

　ありがとうございます。 

○議長（寺田公一君）　これにて提案理由の説

明は終わりました。 

　以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

　本日は、これにて散会いたします。 

午後　３時４０分　散会 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時０１分　開議 

○議長（寺田公一君）　これより本日の会議を

開きます。 

　日程第１「議案第１号から議案第１３号ま

で」の１３議案を一括議題といたします。 

　これより質疑に入ります。 

　質疑の通告がありますので、順次発言を許し

ます。 

　４番松浦英夫君。 

○４番（松浦英夫君）　皆さん、おはようござ

います。４番、松浦でございます。 

　今回、私が質疑をする内容は、本議会に提案

されました議案第５号別冊、平成２１年度宿毛

市一般会計補正予算（第２号）について、２点

ほど質疑をいたしたいと存じます。 

　まず、初めはページ１３ページ、第３款民生

費の第１項社会福祉費、２目障害者福祉費、１

３節委託料についてであります。 

　ふるさと雇用再生あったかふれあいセンター

事業委託料として、８４９万９，０００円が計

上されておりますが、この事業内容につきまし

ては、先の私の一般質問に答える中で、市長の

方から、詳しくご説明をいただきましたので理

解はいたしております。 

　本議会における一般質問の中においても、各

種の助成金制度や、有利な補助制度を活用すべ

きではないか。そして、市民にも広く広報すべ

きとの質問もありました。 

　そういった中で、今回、県下で総額６６億円

で補助率１００パーセントという、本当に地方

自治体にとりましては願ってもないふるさと雇

用再生特別基金事業を活用して、本市において

も実施しようとすることに対し、敬意を表しま

す。 

　そこでお伺いいたしますが、この事業の目的

は、地域の実情に応じた、創意工夫に基づいた

事業を実施し、失業者に対する地域における継

続的な雇用機会、原則１年以上を創出するとな

っておりますが、この事業を行うことによって、

どれくらいの新規雇用が見込まれるのかお示し

をいただきたいと思います。 

　そして、この事業の補助対象期間は、平成２

１年度から平成２３年度までの３カ年の事業で

あります。本市におきましては、１０月からの

実施を予定しておりまして、実質２年６カ月で

あります。 

　委託先として、この事業の委託先として挙げ

られておりますのは、民間企業、ＮＰＯ法人、

その他の法人、または法人以外の団体となって

おります。 

　この委託先事業所の選定はどのような方法で

行おうとしているのか、お伺いいたします。 

　次は、ページ１７ページ、第１０款教育費の

第１項教育総務費、３目教育研究所費について

でありますけれども、９節の旅費以外、大幅に

減額となっております。当初予算、４月に作成

をして、わずか２カ月でこの事業が減額される

ということは、私としては事業が中止をしたの

ではないかと疑義を感じますので、全体的な減

額の理由について、お示しをいただきたいと思

います。 

○議長（寺田公一君）　福祉事務所長。 

○福祉事務所長（沢田清隆君）　おはようござ

います。福祉事務所長、４番、松浦議員の質疑

にお答えいたします。 

　議案第５号別冊、平成２１年度宿毛市一般会

計補正予算（第２号）、１３ページ歳出の第３

款民生費、第１項社会福祉費、第２目障害者福

祉費、第１３節委託料の８４９万９，０００円

について、お答えいたします。 

　ふるさと雇用再生あったかふれあいセンター

事業委託料８４９万９，０００円でございます

が、この事業は、国から県へ交付されるふるさ
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と雇用再生特別交付金により設置をいたしまし

た高知県ふるさと雇用再生特別基金を活用いた

しまして、あったかふれあいセンター事業を、

社会福祉法人等へ委託して実施をするものでご

ざいます。 

　これは、弘瀬老人憩の家を活用いたしまして、

赤ちゃんからお年寄りまで、安心して利用ので

きる沖の島あったかふれあいセンター、これは

仮称でございますが、沖の島あったかふれあい

センターを設置いたしまして、沖の島における

失業者対策、介護予防、子育て支援、障害者の

社会参加を一手に担える拠点施設を整備しよう

とするものでございます。 

　県の補助率１０分の１０以内でございまして、

補助金は県から市町村に交付され、市町村から

事業所へ委託料が支払われる流れとなります。 

　補助金の申請額は８４９万８，３９３円でご

ざいまして、このことにより、新たな地元雇用

は３から４名を予定いたしております。 

　今後の予定といたしましては、７月中に地元

への説明を行うとともに、委託事業所の一般公

募を行い、その後、ハローワークを通じまして、

求人募集を８月に行う予定でございます。 

　その後、１０月から事業の開始を予定してお

ります。 

　以上でございます。 

○議長（寺田公一君）　学校教育課長。 

○教育次長兼学校教育課長（出口君男君）　学

校教育課長、４番議員の質疑にお答え申し上げ

ます。 

　議案第５号別冊、平成２１年度宿毛市一般会

計補正予算（第２号）の１７ページ、第１０款

教育費、１項教育総務費、３目教育研究所費の

関係でございますけれども、当初予算に予算計

上してわずか２カ月で大幅な減額をしていると

いうことについて、事業が中止になったのかと

いうことの減額の理由でございますけれども、

本教育研究所費の事業の内容でございますけれ

ども、３つの事業からなっております。 

　基本的には、不登校、いじめ、あるいは児童

虐待等のそういう問題事象について、３つの事

業を導入することによって、対策をしていこう

ということでございますけれども、８節の報償

費、子どもと親の相談員報償費１４０万円につ

きましては、これは相談員を３名、委嘱をいた

しまして、市内の４校、咸陽小学校、宿毛小学

校、松田川小学校、山奈小学校でございますけ

れども、そちらに相談員を配置いたしまして、

子ども、あるいは保護者の方からのいろいろな

相談を受けて、適切なアドバイスなり、相談に

のるという事業でございますけれども、当初予

算の編成時におきまして、県の委託事業として

行う予定となっておりましたけれども、新年度、

県が直接事業実施をするということになりまし

て、１４０万円を全額減額をすると。それに伴

いまして、９節の県委託費につきましても、減

額をいたしております。 

　事業内容は、そのまま、その４校で全く同じ

内容を行う予定ですけれども、事業主体が宿毛

市から県へかわったということでございます。 

　それから、問題を抱える子ども等の自立支援

事業の関係が、８節の報償費、それから１１節、

１２節、９節もそうなんですけれども、減額に

なっております。 

　この減額につきましては、当初、この事業に

つきましては、１８３万６，０００円、財源と

して県の委託金が１８０万円と一般財源３万６，

０００円で予定をいたしておりましたけれども、

県の事業、予算の関係があったと思いますけれ

ども、県からの内示が１８０万から１１７万円

に減額されたことに伴いまして、各節の予算を

調節させていただいたということでございます。 

　それから、同じく８節のスクールカウンセラ

ー報償費２６万５，０００円、これは増額とな
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っておりますけれども、本事業につきましては、

不登校、いじめ等対策小中連携事業という事業

がございまして、これも教員を退職された方々

を２名委嘱して取り組んでいる事業でございま

すけれども、この部分につきましては、財源調

整をして、先ほどの問題を抱える子ども等の自

立支援事業の減額によりまして、カウンセラー

の回数が減っております。それに伴いまして、

この不登校、いじめ等対策小中連携事業におき

まして、需用費等を減額して、その報償費、カ

ウンセラーの報償費を増額をさせていただいた

ということで、今回のトータルで２０３万円の

減額予算になっておりますけれども、事業内容

としてはそういうことでございます。 

　以上でございます。 

○議長（寺田公一君）　４番松浦英夫君。 

○４番（松浦英夫君）　今、教育次長の方から、

教育研究所費の説明をいただきました。 

　先ほど、私も言いましたように、中止をした

のかなという思いがしたわけですけれども、事

業としては不登校、いじめ、虐待、重要な課題

であるということで、事業としては継続をする

ということでお話がありましたので、確認をし

ておきます。 

　次に、ふるさと雇用再生あったかふれあいセ

ンターの関係ですが、これについても一般質問

でもし、また若干、不明な点については、今、

質問をし、理解をいたしました。 

　先ほど言いましたように、補助事業、この２

３年度で終わるということでありますけれども、

せっかくすばらしい、こういう事業でございま

すので、補助対象期間終了後も、何らかの方法

で継続をしていただくよう、各段の努力をお願

いをいたしまして、私の質疑を終わります。 

　ありがとうございました。 

○議長（寺田公一君）　５番浅木　敏君。 

○５番（浅木　敏君）　５番議員の浅木です。

おはようございます。 

　お許しをいただきましたので、質疑をさせて

いただきます。 

　私が質疑いたしますのは、本議会に提案され

ました議案第５号　平成２１年度宿毛市一般会

計補正予算並びに議案第７号　平成２１年度定

期船事業特別会計補正予算及び議案第１１号　

宿毛市営地域振興住宅の設置及び管理に関する

条例の制定について、この３件について質疑を

いたします。 

　まず、議案第５号　平成２１年度宿毛市一般

会計補正予算のページ１４ページにある内容で

す。 

　第５款労働費、第１項労働諸費、１目労働諸

費、１３節委託料、この中のふるさと雇用再生

特別基金事業委託料、当初２，７０３万２，０

００円を計上しておりましたが、今回、５７６

万円を追加することになっておりますが、その

理由についてご説明、お願いします。 

　続きまして、その次のページ１５ページ、第

６款農林水産業費の第１２項農業費、３目農業

振興費、１９節負担金補助及び交付金のところ

でございます。 

　宿毛市単独品目野菜価格安定事業負担金とし

て１９０万円、そして宿毛市高品質果実生産モ

デル事業補助金として２９６万８，０００円が、

新たに追加されております。新たな事業として

計画されております。 

　この内容につきまして、ご説明をお願いいた

します。 

　続いて、同じ第６款第３項水産業費の２目水

産業振興費、この１９節負担金補助及び交付金

のところで、宿毛市元気のでる総合補助金、こ

れが１，２５０万円すべて減額になり、新たに

宿毛市産業振興推進総合支援事業費補助金とし

て、１，３３７万７，０００円が計上されてお

ります。 
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　この内容について、ご説明をお願いします。 

　続きまして、議案第７号別冊、平成２１年度

宿毛市定期船事業特別会計補正予算書７ページ

をお開きください。 

　第１款事業費、第１項事業費、１目運航費の

中の７節賃金、これ臨時雇用賃金を１３２万円

増額することになっておりますが、この時点で

増額、なぜするようになったのか、この理由に

ついてお尋ねいたします。 

　続きまして、条例案件について質問いたしま

す。 

　議案書１５ページ、議案第１１号でございま

す。 

　これは宿毛市営地域振興住宅の設置及び管理

に関する条例の制定についてという内容で、中

身は西町にある雇用促進住宅を、市が買い取っ

た後の管理要綱を定めるものでありますが、そ

の第８条、使用料の決定についてという内容が

あります。 

　この、今度、市が管理するようになりますと、

家賃１戸当たり月額３万円、そして共益費月額

２，０００円、駐車場利用料１台につき１，０

００円となっております。 

　これにつきまして、公的に経営する内容とし

て、３万円という金額が、私から見たら高いよ

うな気もするわけですが、この算定根拠につい

て、ご説明願いたい。 

　以上でございます。 

○議長（寺田公一君）　企画課長。 

○企画課長（岡崎匡介君）　企画課長、浅木議

員の議案質疑にお答えいたします。 

　議案第５号別冊、平成２１年度宿毛市一般会

計補正予算（第２号）、ページ１４ページをお

開きください。 

　５款１項１目１３節委託料５７６万円につい

てでございます。これは、備考にも書いており

ますが、ふるさと雇用再生特別基金事業の認定

を受けまして、宿毛市のピーアール用として、

これまでケーブルテレビで放映されておりまし

た１２巻と、沖の島本島、本年度、撮影を予定

しておりますが、それをひとまとめにして、再

撮影や再編集をし、宿毛市の魅力を凝縮して作

成し、同時に雇用の創出を図ろうとして、委託

しようとするものでございます。 

　質問の順番が違いますが、続きまして、議案

第７号別冊、平成２１年度宿毛市定期船事業特

別会計補正予算（第１号）についてご説明をい

たします。 

　ページ７ページをごらんいただきたいと思い

ます。 

　歳出、第１款第１項第１目７節賃金の１３２

万円についてでございますが、これは平成２０

年１０月２０日に、船員が交通事故に遭いまし

て、そのけがの回復がおもわしくないために、

臨時雇用を６カ月分計上しようとするものでご

ざいます。 

　なお、加療並びにリハビリに努めておりまし

たが、平成２１年５月２９日に再手術をいたし

まして、その加療のためでございます。 

　以上でございます。 

○議長（寺田公一君）　産業振興課長。 

○産業振興課長（頼田達彦君）　産業振興課長、

５番、浅木議員の質疑にお答えいたします。 

　議案第５号別冊、平成２１年度宿毛市一般会

計補正予算（第２号）、ページ１５ページ、第

６款農林水産業費、第１項農業費、３目農業振

興費、１９節負担金補助及び交付金の、まず宿

毛市単独品目野菜価格安定事業負担金の内容で

ございますけれども、１９０万４，０００円の

内容でございますけれども、本事業は、県の基

幹品目でありますミョウガの平均販売価格が保

証基準を下回った場合に、その差額について一

定の割合で生産者に対して価格差補償をして、

交付するものです。 
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　その場合、保証基準と平均販売価格の差額の

８０パーセントを乗じた額が、補償額となりま

す。 

　保障期間は、平成２１年度から２３年度まで

の３年間で、対象出荷期間は、５月と６月が対

象となっております。 

　今回、宿毛市の負担額は、基金造成額の６分

の１負担となり、基金造成額１，１４２万２，

０００円の６分の１で、１９０万４，０００円

となります。 

　その他は、県と生産者がそれぞれ３分の１の

３８０万７，０００円を、ＪＡが６分の１の１

９０万４，０００円を、それぞれが社団法人高

知県青果物価格安定基金協会に納入するになっ

ております。 

　なお、保障期間終了後に、基金の残額が出た

場合には、返還されるようになっているようで

ございます。 

　続きまして、宿毛市高品質果実生産モデル事

業負担金２９６万８，０００円の内容でござい

ます。 

　この事業は、ブンタン農家、今回の場合は対

象品目がブンタンとニイタカナシになっており

ますけれども、宿毛市の場合、ブンタンでござ

いますので、ブンタンを対象としたマルチ等の

資材購入に要する経費を補助するものです。 

　事業効果といたしましては、果実の鮮度アッ

プ、着色促進、スリップの忌避効果、それから

抑草効果などがあると考えられています。 

　受益戸数は２１戸で、面積は５５．１ヘクタ

ールの予定となっております。 

　全体事業費５９３万６，０００円のうち、県

補助金２分の１の２９６万８，０００円を生産

者組合へ補助するものです。 

　残りについては、生産者が２分の１負担とな

ります。 

　続きまして、第６款農林水産業費、第３項水

産業費、２目水産業振興費、１９節負担金補助

及び交付金の、宿毛市元気のでる総合補助金と、

宿毛市産業振興推進総合支援事業費補助金の内

容でございます。 

　まず、宿毛市元気のでる総合補助金１，２５

０万円の減額でございますけれども、当初予算

作成時には、県の産業振興計画に伴う補助金内

容が明確になっていなかったために、宿毛市元

気のでる総合補助金として提案をさせていただ

いておりましたが、今回、正式に補助事業名が

決定しましたので、全額１，２５０万円の減額

をするものです。 

　宿毛市産業振興推進総合支援事業費補助金１，

３３７万７，０００円の増額の内容です。 

　高知県元気のでる総合補助金の名称変更した

もので、当初予算では、全体事業費１，５００

万円のうち、県補助金２分の１の７５０万円と、

市補助金３分の１の５００万円、計１，２５０

万円の既決をいただいておりましたが、今回、

８７万７，０００円を増額し、全体事業費１，

６０５万４，０００円とし、県補助金も２分の

１から３分の２に上乗せされまして、１，０７

０万２，０００円に、市補助金は６分の１の２

６７万５，０００円、計１，３３７万７，００

０円を提案させていただいております。 

　増額理由といたしましては、大型店舗への流

通販売を促進するためには、キビナゴのバラ凍

結も大量生産する必要があるのではないかと考

えまして、水産加工用のセイロ５００箱と、そ

れから台車５台分の増額をさせていただいてお

ります。 

　以上です。 

○議長（寺田公一君）　建設課長。 

○建設課長（安澤伸一君）　建設課長、５番、

浅木議員の質疑にお答えをいたします。 

　議案第１１号、１５ページ、宿毛市営地域振

興住宅の設置及び管理に関する条例の制定につ
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いて。 

　この中で、使用料の算定根拠についてのご質

問でございます。 

　今回のこの条例につきましては、現在、住ま

われておられる方、そしてＩターン、Ｕターン

希望者の住宅用、そして宿毛市への進出企業の

従業員の住宅用としても活用したいという中で

の管理条例を制定しようとしておるわけでござ

いますが。 

　現在の、まず家賃をご説明をさせていただき

ますと、家賃が、現在、３万７，０００円。そ

れから、共益費が２，７５０円、駐車場が２，

６５０円です。合計されますと４万２，４００

円という金額になっております。 

　今度、うちの方で、管理条例でやっているの

が、家賃が３万円、共益費が２，０００円、駐

車場が１，０００円というふうにご提案をして

いるわけでございますが、この家賃の決定に当

たりましては、市内のアパート、マンションを

１４カ所調査もいたしました。そして、空き状

況なんかも調査をいたしました。 

　まず、空き状況につきましては、結構、人口

も減少しているという中で、かなり空き状況が

あるという状況でございます。 

　それから、この民間の家賃の状況を見まして、

私どもが今回、家賃を決定するに当たっては、

その家賃を、民間の方のアパート経営を圧迫す

るようなことにならない程度で、それでも安く

した中で、運営をしていきたいという考え方で

決定をさせていただいております。 

　以上、そういうことで決定をさせております

ので、よろしくお願いします。 

○議長（寺田公一君）　５番浅木　敏君。 

○５番（浅木　敏君）　再質疑をいたします。 

　先ほどの予算関係のご説明をいただきました

が、これにつきましては、今の説明で十分、理

解できました。 

　ご説明いただきました中で、農産物、水産業

に対する支援を、今度、新たに組んだというこ

とで、私も一般質問でも、こういう農家に対す

る支援を求めてあったわけですが、こういった

ものが今回の中で組まれたということについて

は、一歩前進というふうに思います。今後とも、

そういう地元の農業を初め、こういった地元産

業を支援する、こういった予算、大いに組んで

いただきたいと思います。 

　あと、条例案件で、今、ご説明いただきまし

たが、ご説明いただきましたような市内業者に

対する圧迫を与えないようにということで、３

万円にしたということでございますが、公営住

宅につきましては、一般的に所得が低い人、生

活がなかなか厳しい人、こういう人が一般的に

希望するというふうに、私は思っているわけで

ございます。 

　そういった面から見ると、西町も非常に、き

のうの一般質問での議論にもありましたが、バ

スも行かんということで、不便だということも

ありますので、３万円という金額が市民感覚か

ら見て高いんじゃないかというふうに聞いても

いるわけです。 

　例えば、同じ、バスは行きませんが、橋上の

住宅、あの場合はこれより安いんじゃないかと

思うわけでございます。私から見ると、平屋建

ての橋上の住宅の方がずっと使いやすい。今度

のアパートの場合、４階だったですかね、お年

寄りの人が仮に入るようになったとしても、非

常に入居生活に困難だと。そういうことを考え

ますと、橋上の住宅と比べてどうなんかと。 

　その橋上の住宅の内容について、との比較に

ついて、ちょっとわかるものがあればご説明願

いたい。使用料ですね、利用料についてどうな

のかという面ですね、ご説明願いたい。 

　以上、再質疑を終わります。 

○議長（寺田公一君）　建設課長。 
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○建設課長（安澤伸一君）　浅木議員の再質疑

にお答えをいたします。 

　家賃が、橋上住宅なんかと比較しても高いん

ではないかというお話でございます。 

　橋上の家賃について、ちょっとご説明をさせ

ていただきますと、１１戸ございまして、平均

をいたしますと２万４，０００強という金額と

なっております。 

　この家賃につきましては、公営住宅、改良住

宅、そういった住宅について、所得に応じた応

能応益方式によって、市営住宅というのは、家

賃を決定をいたしております。 

　それで、まだ、現在、この平均としては２万

４，０００円強でございますが、これが３万円

以上の方も、所得が高くなればふえることもご

ざいます。現在のところは２万４，０００円強

というふうになっておりますので。 

　先ほども申し上げましたが、今回の賃貸住宅

としての考え方として、公営住宅ではなくした

中で、家賃設定を、Ｉターンとか、現在、住ま

われている、おられる方、そういった方に対し

て、今後も継続して住まわれるようにしたいと

いうことで、家賃設定をしておりますので、市

営住宅の家賃設定は応能応益方式ということで、

民間レベルの家賃も、当然、考慮しながら決定

していかなければならないという考え方で設定

をしておりますので、決して高い金額ではない

というふうに考えております。 

　以上です。 

○議長（寺田公一君）　５番浅木　敏君。 

○５番（浅木　敏君）　今、説明をいただきま

した。 

　私としては、市民から聞いてみて、これは今

の設定３万円という金額は高いんじゃないかと

いうことですが、一般質問ではございませんの

で、これ以上、議論してもいかんと思いますの

で。 

　説明は十分にわかりました。 

　以上で質疑は終わります。 

○議長（寺田公一君）　以上で、通告による質

疑は終了いたしました。 

　ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君）　ほかに質疑がありませ

んので、これにて質疑を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　ただいま議題となっております議案のうち

「議案第１号から議案第９号まで」の９議案に

ついては、会議規則第３７条第３項の規定によ

り、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君）　ご異議なしと認めます。 

　よって「議案第１号から議案第９号まで」の

９議案については、委員会の付託を省略するこ

とに決しました。 

　ただいま議題となっております議案のうち、

「議案第１０号から議案第１３号まで」の４議

案は、お手元に配付してあります議案付託表の

とおり、それぞれ所管の委員会へ付託いたしま

す。 

　おはかりいたします。 

　議案等審査のため、６月１８日及び６月１９

日は休会いたしたいと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、６月１８日及び６月１９日は休会す

ることに決しました。 

　以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

　６月１８日から６月２１日までの４日間は休

会し、６月２２日午前１０時より再開いたしま

す。 

　本日はこれにて散会いたします。 
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午前１０時４２分　散会 
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議　案　付　託　表 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２１年第２回定例会　 

 

 

 

 
付託委員会 議 案 番 号 件　　　　　　　　　　　　　　　名

 

総 務 文 教 

常任委員会 

（　２件）

議案第１０号 

議案第１３号 

議会の議決すべき事件に関する条例の制定について 

宿毛市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

について

 

産 業 厚 生 

常任委員会 

（　２件）

議案第１１号 

 

議案第１２号

宿毛市営地域振興住宅の設置及び管理に関する条例の制定

について 

財産の取得について
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平成２１年 

第２回宿毛市議会定例会会議録第５号 
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　　　日程第３　委員会調査について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３　出席議員（１６名） 
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６　出席要求による出席者 

　　　市 長　　中　西　清　二　君 
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　　　企 画 課 長　　岡　崎　匡　介　君 
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　　　保健介護課長　　三　本　義　男　君 
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　　　人権推進課長　　乾　　　　　均　君 

　　　産業振興課長　　頼　田　達　彦　君 

　　　商工観光課長　　津　野　元　三　君 

　　　建 設 課 長　　安　澤　伸　一　君 

　　　福祉事務所長　　沢　田　清　隆　君 

　　　水 道 課 長　　豊　島　裕　一　君 

　　　教 育 長　　岡　松　　　泰　君 
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 　　　会計管理者兼 
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小　島　秀　夫　君

 　　　教 育 次 長 兼 

　　　学校教育課長
出　口　君　男　君

 　　　生涯学習課長 

　　　兼 宿 毛 文 教 

　　　センター所長

有　田　修　大　君

 　　　学 校 給 食 

　　　センター所長
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土　居　利　充　君
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　１時０１分　開議 

○議長（寺田公一君）　これより本日の会議を

開きます。 

　日程第１「議案第１号から議案第１３号ま

で」の１３議案を一括議題といたします。 

　これより「議案第１号及び議案第２号」につ

いて討論に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　「議案第１号及び議案第２号」は、これを承

認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、「議案第１号及び議案第２号」は、

これを承認することに決しました。 

　これより「議案第３号」について討論に入り

ます。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　「議案第３号」は、これに同意することにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、「議案第３号」は、これに同意する

ことに決しました。 

　これより「議案第４号」について討論に入り

ます。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　「議案第４号」は、これに同意することにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、「議案第４号」は、これに同意する

ことに決しました。 

　これより「議案第５号から議案第９号まで」

の５議案について討論に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　これより「議案第５号から議案第９号まで」

の５議案を一括採決いたします。 

　本案は原案のとおり可決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（寺田公一君）　全員起立であります。 

　よって「議案第５号から議案第９号まで」の

５議案は、原案のとおり可決されました。 

　これより「議案第１０号から議案第１３号ま

で」の４議案について、委員長の報告を求めま

す。 

　総務文教常任委員長。 

○総務文教常任委員長（西郷典生君）　総務文

教常任委員長。本委員会に付託されました議案

の審査結果についてご報告いたします。 

　本委員会に付託されました議案は、議案第１

０号及び１３号の２議案であります。 

　議案第１０号は、議会の議決すべき事件に関

する条例の制定であります。 

　本案は、去る４月２７日に宿毛市と四万十市

の連名で定住自立圏構想に基づく中心市宣言書

の調印を行うことに伴い、今後、関係周辺自治

体と定住自立圏形成協定の締結等をする場合は、
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地方自治法第９６条第２項に基づく議会議決を

経る必要があることから、その旨を規定する本

条例を制定しようとするものであります。 

　議案第１３号は、宿毛市一般職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例についてであり

ます。 

　本案は、本年６月に支給する沖の島へき地診

療所に勤務する医師の勤勉手当の支給率を１０

０分の７２．５から１００分の７０に減率改定

しようとするものであります。 

　以上２議案について、担当課から詳しい説明

を受け、慎重に審査いたしました結果、原案を

適当と認め、可決すべきものと決しました。 

　以上、本委員会に付託されました議案につい

ての報告を終わります。 

○議長（寺田公一君）　産業厚生常任委員長。 

○産業厚生常任委員長（濵田陸紀君）　産業厚

生常任委員長。産業厚生常任委員会に付託され

ました議案の審査結果をご報告いたします。 

　本委員会に付託されました議案は、議案第１

１号及び議案第１２号の２議案でございます。 

　議案第１１号は、宿毛市営地域振興住宅の設

置及び管理に関する条例の制定についてであり

ます。 

　本案は、地域振興の一環として、Ｕターン、

Ｉターン者向けの住宅を確保することとともに、

宿毛市所有の公営住宅及び改良住宅の老朽化等

に伴う代替住宅として、独立行政法人雇用能力

開発機構が所有する雇用促進住宅を取得し、管

理することに伴いまして、本条例を制定するも

のでございます。 

　議案第１２号は、財産の取得についてであり

ます。 

　本案は、地域振興の一環として、転入者向け

住宅を確保すること等の目的により、独立行政

法人雇用能力開発機構が所有する雇用促進住宅

を取得するに当たり、地方自治法第９６条第１

項第８号の規定により、議会の議決を求めるも

のであります。 

　以上２議案につきまして、担当課から詳しい

説明を受ける中で、慎重に審査した結果、原案

を適当と認め、全会一致をもって可決すべきも

のと決しました。 

　本委員会に付託されました議案について、ご

報告を申し上げます。 

○議長（寺田公一君）　以上で、委員長の報告

は終わりました。 

　ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君）　格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

　これより「議案第１０号から議案第１３号ま

で」の４議案について、討論に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　これより「議案第１０号から議案第１３号ま

で」の４議案を一括採決いたします。 

　本案に対する委員長の報告は可決であります。 

　本案は、委員長の報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（寺田公一君）　全員起立であります。 

　よって「議案第１０号から議案第１３号ま

で」の４議案は、原案のとおり可決されました。 

　日程第２「陳情第１２号外６件」の７件を一

括議題といたします。 

　これより「陳情第１２号及び陳情第１４号並

びに陳情第１７号、陳情第２０号、陳情第２２

号、陳情第２４号」の６件について委員長の報

告を求めます。 
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　総務文教常任委員長。 

○総務文教常任委員長（西郷典生君）　総務文

教常任委員長。 

　本委員会に付託されました陳情は、陳情第１

２号「協同労働の協同組合法（仮称)」の速や

かな制定を求める意見書の提出について、陳情

１４号「公契約」「入札制度」の改善を求める

意見書の提出について、陳情第１７号派遣切り

中止、若者雇用の正規化、労働者派遣法の抜本

的改正を求める意見書の提出について、陳情第

２４号「非核日本宣言」を求める意見書の提出

についての４件であります。 

　陳情者の願意を考慮する中で、慎重に審査い

たしました結果、いずれも賛成少数で不採択と

すべきものと決しました。 

　以上、本委員会に付託されました陳情につい

ての報告を終わります。 

○議長（寺田公一君）　産業厚生常任委員長。 

○産業厚生常任委員長（濵田陸紀君）　産業厚

生常任委員長。 

　産業厚生常任委員会に付託されました陳情の

審査結果をご報告いたします。 

　本委員会に付託されました陳情は、陳情第２

０号及び陳情第２２号の２件であります。 

　陳情第２０号は、浄化槽清掃許可、一般廃棄

物収集運搬（し尿）の許可申請についてであり

ます。 

　本陳情については、…………………………の

浄化槽清掃、一般廃棄物収集運搬（し尿）の許

可を宿毛市に対して求めるものであります。 

　担当課からし尿の処理量は年々減少しており、

既存業者で十分対応ができるため、新規参入を

認めないとのことで、その法的根拠の説明も受

ける中で、慎重に審査した結果、全会一致をも

って不採択とすべきものと決しました。 

　陳情第２２号は、地元建設業界並びに関連事

業の振興についてであります。 

　本陳情については、文部科学省では、地域地

震防災対策特別措置法を受け、学校施設の耐震

化の促進に向けた緊急の支援措置が講じられて

おり、地方公共団体においても、この取り組み

が行われており、公共工事の確保と会員への優

先発注、公的補助を行う民間工事への会員が優

先参加をできるような仕組みづくりを求めるも

のである。 

　担当課から説明を受ける中で、慎重に審査し

た結果、会員が２社しかないこと、特定の業者

に優先発注することを求める内容であることを

考慮し、全会一致をもって不採択とすべきもの

と決しました。 

　以上、本委員会に付託されました陳情につい

て、報告を終わります。 

○議長（寺田公一君）　以上で、委員長の報告

は終わりました。 

　ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君）　格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

　これより「陳情第２０号及び陳情第２２号」

の２件について、討論に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　「陳情第２０号及び陳情第２２号」の２件に

ついては、お手元に配付いたしました「審査報

告書」のとおりであります。 

　本件は「審査報告書」のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君）　ご異議なしと認めます。 
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　よって、本件については「審査報告書」のと

おり決しました。 

　これより「陳情第１２号」について、討論に

入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　これより「陳情第１２号」を採決いたします。 

　本件については「審査報告書」のとおり決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（寺田公一君）　起立多数であります。 

　よって、本件については「審査報告書」のと

おり決しました。 

　これより「陳情第１４号」について、討論に

入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　これより「陳情第１４号」を採決いたします。 

　本件については「審査報告書」のとおり決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（寺田公一君）　起立多数であります。 

　よって、本件については「審査報告書」のと

おり決しました。 

　これより「陳情第１７号」について、討論に

入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　これより「陳情第１７号」を採決いたします。 

　本件については「審査報告書」のとおり決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（寺田公一君）　起立多数であります。 

　よって、本件については「審査報告書」のと

おり決しました。 

　これより「陳情第２４号」について、討論に

入ります。 

　討論の通告がありますので、発言を許します。 

　５番浅木　敏君。 

○５番（浅木　敏君）　５番議員の浅木でござ

います。討論を行います。 

　陳情第２４号について、不採択と決した委員

長報告に反対する立場から討論いたします。 

　この陳情は、高知県の平和団体が、日本政府

に対して非核日本宣言をするよう求める意見書

の採択を、宿毛市議会に要請してきたものであ

ります。 

　内容は、６４年前に広島と長崎で被爆を経験

し、核兵器の恐怖を知る国の政府として、核兵

器廃絶の提唱と促進、核兵器を持たず、つくら

ず、持ち込ませずの非核三原則の遵守を改めて

国連総会や日本の国会などで宣言すること。そ

して、この非核日本宣言を各国政府に通知し、

核兵器のない世界にするために、共同の努力を

呼びかけることを日本政府に求める意見書提出

を宿毛市議会に要請してきたものであります。 

　１９４５年アメリカが我が国へ投下した原爆

により、その年のうちに広島で約１５万人、長

崎で約７万人の人々の命が奪われ、約２８万人

が障害や病気で治療を要する状態となりました。 

　こうした核兵器の惨状を繰り返さないために、

２０００年５月の核不拡散条約再検討会議で、

核保有５カ国政府は、自国の核兵器の完全廃絶

を明確な約束として受け入れ、核廃絶への希望

が持たれましたが、現在でも核兵器が世界で２

万６，０００発以上も存在しております。 

　核兵器保有大国であるアメリカは、前大統領

のもとでは、核兵器による抑止論から、核兵器
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の先制使用論までエスカレートさせ、核兵器使

用の危機が高まっていました。 

　しかし、アメリカ国民が選んだ新大統領のオ

バマ氏は、４月５日のプラハでの演説で、核兵

器のない世界を実現することを明言するととも

に、核兵器を使用した唯一の核保有国として、

米国には行動すべき道義的責任があると述べま

した。 

　アメリカの核兵器政策が大きく転換したこと

を受け、ドイツの外相は、ドイツに残されてい

る米国の核戦術兵器について、ドイツから撤去

される措置をとりたいと語り、イギリスでは、

核廃絶に向け、核兵器に依拠しない安全保障政

策の具体化を検討しております。 

　世界が核兵器廃絶に動きつつある今日でも、

日本政府の中曽根外相は、核抑止力を含む拡大

の抑止、いわゆる核の傘論を説きました。 

　また、佐藤行雄元国連大使は、４月にワシン

トンで開かれた国際会議で、核の傘論や、核抑

止の意義を強調、日本にとっての米国の核抑止

の重要性は高まったと、核兵器存続の重要性を

説き、批判を受けました。 

　こうした核兵器廃絶の流れが強まる中で、去

る５月２５日、北朝鮮が行った２回目の核実験

は、東北アジア地域全体の平和と安全を脅かす

とともに、国際社会全体の平和と安全に対する

重大な挑戦であります。 

　今こそ北朝鮮の核兵器と核開発計画を放棄さ

せる目的のために、国際社会が一致協力して行

動し、最も効果的な措置をとることは当然であ

り、必要であります。 

　ところが、日本政府は、この核実験を行った

北朝鮮政府に対して、公式な抗議もしておりま

せん。しかも、一部では、敵地攻撃論や核武装

論が出てくるなど、軍備拡大に利用しようとす

る動きもあります。 

　被爆国である日本の政府のこうした姿勢を改

め、全世界から核兵器をなくする方向での外交

こそ、重要であります。 

　宿毛市議会としても、これまでの議会で核兵

器全面禁止、核廃絶国際協定締結の促進、非核

三原則の法制化を求める決議はしておりますが、

核兵器を取り巻く情勢が変化しており、核兵器

を廃絶して世界平和を求めるため、改めて陳情

の趣旨を生かした決議をするべきであります。 

　皆さんのご賛同を求め、私の討論を終わりま

す。 

○議長（寺田公一君）　以上で、通告による討

論は終わりました。 

　ほかに討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君）　ほかに討論がありませ

んので、これにて討論を終結いたします。 

　これより「陳情第２４号」を採決いたします。 

　本件については「審査報告書」のとおり決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（寺田公一君）　起立多数であります。 

　よって、本件については「審査報告書」のと

おり決しました。 

　「陳情第２３号」については、総務文教常任

委員長から、会議規則第１０４条の規定により、

お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉

会中の継続審査の申し出があります。 

　おはかりいたします。 

　委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続

審査に付することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、委員長からの申し出のとおり、閉会

中の継続審査に付することに決しました。 

　日程第３「委員会調査について」を議題とい

たします。 

　各常任委員長及び議会運営委員長から、目下
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委員会において調査中の事件については、会議

規則第１０４条の規定により、お手元に配付い

たしました申出書のとおり、閉会中の継続調査

の申し出があります。 

　おはかりいたします。 

　委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調

査に付することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続調査に付することに決しました。 

　以上で、今期定例会の日程はすべて議了いた

しました。 

　閉会にあたり、市長からあいさつがあります

ので、発言を許します。 

　市長。 

○市長（中西清二君）　市長。閉会のごあいさ

つを申し上げます。 

　去る６月１０日に開会しました今期定例会は、

本日までの１３日間、議員の皆様方におかれま

しては、連日ご熱心にご審議をいただき、提案

申し上げました１３議案につきまして、それぞ

れ原案のとおりご決定をいただきまして、まこ

とにありがとうございます。 

　今議会を通じましてお寄せいただきましたか

ずかずの貴重なご意見やご提言につきましては、

今後、さらに検討をしながら、市政の執行に反

映させてまいりたいと考えております。 

　また、今期定例会の直前に決定されました政

府の補正予算でございます。この件につきまし

ては、経済危機対策ということでございますの

で、実施計画をつくりまして、県や国との調整

を図った上で、予算化をしてまいって、その後、

議会の方にぜひご承認を願いたいと、このよう

に考えておりますので、またご協力を願いたい

と思います。 

　議員の皆様方におかれましては、より一層の

ご指導、ご協力を賜りたいと、このように考え

ております。 

　これから暑い季節を迎えますので、どうか健

康にはご留意をされまして、一層のご活躍をご

祈念を申し上げまして、閉会のあいさつとさせ

ていただきます。 

　どうもありがとうございました。 

○議長（寺田公一君）　以上で、市長のあいさ

つは終わりました。 

　これにて、平成２１年第２回宿毛市議会定例

会を閉会いたします。 

午後　１時２９分　閉会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　宿　毛　市　議　会　議　長　　　寺　田　公　一 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　宿 毛 市 議 会 副 議 長　　　中　平　富　宏 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議　員　　　野々下　昌　文 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議　員　　　有　田　都　子 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２１年６月１７日 

　宿毛市議会議長　寺　田　公　一　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務文教常任委員長　西　郷　典　生 

 

委員会審査報告書 

 

　本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１０３条の規

定により報告します。 

記 

 

 

 
事 件 の 番 号 件　　　　　　　　　　名 審査結果 理　由

 
議案第１０号 議会の議決すべき事件に関する条例の制定について 原案可決 適　当

 
議案第１３号

宿毛市一般職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例について
原案可決 適　当
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２１年６月１７日 

　宿毛市議会議長　寺　田　公　一　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業厚生常任委員長　濵　田　陸　紀　 

 

委員会審査報告書 

 

　本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１０３条の規

定により報告します。 

記 

 

 

 

 
事 件 の 番 号 件　　　　　　　　　　名 審査結果 理　由

 
議案第１１号

宿毛市営地域振興住宅の設置及び管理に関する条例

の制定について
原案可決 適　当

 
議案第１２号 財産の取得について 原案可決 適　当
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２１年６月１７日 

　宿毛市議会議長　寺　田　公　一　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務文教常任委員長　西　郷　典　生 

 

陳情審査報告書 

 

　　本委員会に付託の陳情は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１３６条第 

　１項の規定により報告します。 

記 

 

 

 

 
受理番号 件　　　　　　　　　　　　名 審査結果 意　　見

 
第１２号

「協同労働の協同組合法（仮称）」の速やかな制定を

求める意見書の提出について
不 採 択 不 適 当

 
第１４号

「公契約」「入札制度」の改善を求める意見書の提出

について
不 採 択 不 適 当

 
第１７号

派遣切り中止、若者雇用の正規化、労働者派遣法の抜

本的改正を求める意見書の提出について
不 採 択 不 適 当

 
第２４号 「非核日本宣言」を求める意見書の提出について 不 採 択 不 適 当
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２１年６月１７日 

　宿毛市議会議長　寺　田　公　一　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業厚生常任委員長　濵　田　陸　紀 

 

陳情審査報告書 

 

　　本委員会に付託の陳情は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１３６条第 

　１項の規定により報告します。 

記 

 

 

 

 
受理番号 件　　　　　　　　　　　　名 審査結果 意　　見

 
第２０号

浄化槽清掃許可、一般廃棄物収集運搬（し尿）の許可

申請について
不 採 択 不 適 当

 
第２２号 地元建築業界及び関連事業の振興について 不 採 択 不 適 当
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２１年６月１７日 

 

　宿毛市議会議長　寺　田　公　一　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務文教常任委員長　西　郷　典　生　 

 

閉会中の継続審査申出書 

 

　　本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会

議規則第１０４条の規定により申し出ます。 

記 

　１　事　件 

 

　２　理　由　今後なお審査を要するため 

 
受 理 番 号 事　　　　　件　　　　　名

 
陳情第２３号 海運・フェリー・旅客船の航路存続と船員の雇用対策について
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２１年６月１７日 

　宿毛市議会議長　寺　田　公　一　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務文教常任委員長　西　郷　典　生　 

 

　　　　　　　　　　　　　　　閉会中の継続調査申出書 

 

　　本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第 

　１０４条の規定により申し出ます。 

　 

記 

１　事　件　（１）　総合計画の策定状況について 

　　　　　　（２）　行政機構の状況について 

　　　　　　（３）　財政の運営状況について 

　　　　　　（４）　公有財産の管理状況について 

　　　　　　（５）　市税等の徴収体制について 

　　　　　　（６）　地域防災計画について 

　　　　　　（７）　教育問題について 

２　理　由　議案審査の参考とするため 



－ 142 －

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２１年６月１７日 

　宿毛市議会議長　寺　田　公　一　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業厚生常任委員長　濵　田　陸　紀　 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

　　本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第 

　１０４条の規定により申し出ます。 

 

記 

１　事　件　（１）　農林水産業の振興対策状況について 

　　　　　　（２）　商工業の活性化対策状況について 

　　　　　　（３）　観光産業の振興対策状況について 

　　　　　　（４）　市道の管理状況について 

　　　　　　（５）　環境、保健衛生の整備状況について 

　　　　　　（６）　下水道事業の運営管理状況について 

　　　　　　（７）　保育施設の管理状況について 

　　　　　　（８）　介護保険制度について 

２  理  由  議案審査の参考とするため 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２１年６月２２日 

　宿毛市議会議長　寺　田　公　一　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議会運営委員長　西　村　六　男 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

　　本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第 

　１０４条の規定により申し出ます。 

 

記 

１　事　件　（１）　議会の運営に関する事項 

　　　　　　（２）　議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 

　　　　　　（３）　議長の諮問に関する事項 

　　　　　　（４）　議会報に関する事項 

２　理　由　議会運営を効率的かつ円滑に行うため 

 

 



付 － 1

　　　　　　　　　　　　　　一  般  質  問  通  告  表 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２１年第２回定例会　　　 
 

質問 

順位
質 問 議 員 質 問 の 要 旨

 

１
　３番 

野々下昌文君

１　教育行政について（市長、教育長） 

（１）学校再編計画について 

（２）宿毛市のスクールニューディールについて

 

２
　４番 

　松浦英夫君

１　福祉行政について（市長） 

 

２　離島振興計画について（市長） 

 

３　消防本部の広域化計画について（市長）

 

３
　１番 

　今城誠司君

１　市長の政治姿勢について（市長） 

（１）国の一次補正に対する本市の取り組みについて 

（２）第三セクター等改革推進債の活用について

 

４
　８番 

　浦尻和伸君

１　大月町との交流について（市長） 

 

２　新田の導流堤について（市長） 

 

３　鵜来島のイノシシ対策及び振興について（市長、教育長）

 

５
６番 

　中平富宏君　

１　中心市街地活性化事業について（市長） 

 

２　公共交通機関（生活バス等）について（市長）

 

６
１４番 

　中川　貢君

１　公共事業と雇用対策について（市長） 

 

２　小・中学校の再編計画について（市長、教育長） 

 

３　情報公開と宿毛市のホームページの充実について（市長）

 

７
２番 

　岡﨑利久君

１　中小企業の助成金制度について（市長） 

 

２　宿毛自然紀行について（市長）

 

８
１０番 

　宮本有二君

１　市長の政治姿勢について（市長） 

（１）超高齢化社会における高齢者の仕事の場作りについて



付 － 2

 

９
　５番 

　浅木　敏君

１　市長の政治姿勢について（市長） 

（１）介護保険について 

（２）政府の経済危機対策への対応について 

（３）宿毛湾の軍事利用をさせない施策について



付 － 3

平成２１年第２回宿毛市議会定例会議決結果一覧表 

 

　　　議　　案 

 

 

 
議案番号 件 名 議決月日 結　　果

 
第　１号 専決処分した事件の承認について ６月２２日 承　　認

 
第　２号 専決処分した事件の承認について ６月２２日 承　　認

 
第　３号

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めるこ

とについて
６月２２日 同　　意

 
第　４号 監査委員の選任につき同意を求めることについて ６月２２日 同　　意

 
第　５号 平成２１年度宿毛市一般会計補正予算について ６月２２日 原案可決

 
第　６号

平成２１年度宿毛市国民健康保険事業特別会計補

正予算について
６月２２日 原案可決

 
第　７号

平成２１年度宿毛市定期船事業特別会計補正予算

について
６月２２日 原案可決

 
第　８号

平成２１年度宿毛市下水道事業特別会計補正予算

について
６月２２日 原案可決

 
第　９号

平成２１年度宿毛市介護保険事業特別会計補正予

算について
６月２２日 原案可決

 
第１０号 議会の議決すべき事件に関する条例について ６月２２日 原案可決

 
第１１号

宿毛市営地域振興住宅の設置及び管理に関する条

例の制定について
６月２２日 原案可決

 
第１２号 財産の取得について ６月２２日 原案可決

 
第１３号

宿毛市一般職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例について
６月２２日 原案可決



付 － 4

　　　陳　　情 

 

 

 
受理番号 件 名 議決月日 結　　果

 
第１２号

「協同労働の協同組合法（仮称）」の速やかな制

定を求める意見書の提出について
６月２２日 不 採 択

 
第１４号

「公契約」「入札制度」の改善を求める意見書の

提出について
６月２２日 不 採 択

 
第１７号

派遣切り中止、若者雇用の正規化、労働者派遣法

の抜本的改正を求める意見書の提出について
６月２２日 不 採 択

 
第２０号

浄化槽清掃許可、一般廃棄物収集運搬（し尿）の

許可申請について
６月２２日 不 採 択

 
第２２号 地元建築業界及び関連事業の振興について ６月２２日 不 採 択

 
第２４号 「非核日本宣言」を求める意見書の提出について ６月２２日 不 採 択


